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巻 頭 言

日本高等教育評価機構（以下「評価機構」という。）は、平成 16（2004）年 11 月に私立大学等に対
して第三者評価を実施する財団法人として発足し、これまで、大学及び短期大学の機関別認証評価機関と
して、また、ファッション・ビジネス系専門職大学院の認証評価機関として、認証評価事業を実施してき
ました。令和 6（2024）年度は、認証評価制度第 3期の最終年度であり、評価機構にとって設立 20 周
年を迎える節目の年度でもあります。令和 7（2025）年度からは第 4期の認証評価を開始します。
評価機構は令和 3（2021）年度から令和 5（2023）年度にかけて、国外の国際機関、評価機関及び教

育機関を対象として調査・研究を行いました。
令和 3（2021）年度から令和 4（2022）年度にかけて実施した「インドネシア、タイ、マレーシアの

職業教育訓練機関の質保証に関する調査研究」では、東南アジアの高等教育段階の職業教育訓練機関の質
保証の実態を把握するため、3か国の質保証機関及び教育機関を対象として調査を実施しました。
令和 4（2022）年度から令和 5（2023）年度にかけて実施した「欧州における高等教育の質保証への

ステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究」では、近年その重要性が指摘されている学生参画
の実態を把握するため、英国とベルギーの国際機関、質保証機関及び教育機関に対してインタビュー調査
を実施するとともに、参画する学生を対象としたアンケート調査を実施しました。
このたび、評価機構は、これらの調査結果を本報告書としてとりまとめ、今後の評価システムの改善に

資することとしています。各大学におかれましては、より積極的な自己点検・評価の実施や、それに伴う
改革・改善の実施に向けた資料として、ご活用いただければ幸いです。
最後に、この調査研究にご協力いただきました関係者の方々に、衷心より御礼申上げます。

� 令和 6（2024）年 6月

� 公益財団法人　日本高等教育評価機構
� 理事長　石井　正彦
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インドネシア、タイ、マレーシアの職業教育訓練機関の 
質保証に関する調査研究

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　調査研究対象 3 国の職業教育訓練の現状

Ⅲ　インタビュー調査　

Ⅳ　調査研究のまとめ
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Ⅰ　はじめに

1．目的と意義

本調査研究の目的は、東南アジア、特にインド
ネシア、タイ、マレーシアにおける高等教育段階
の職業教育訓練Vocational�Education�Training
（VET）機関の質保証制度について明らかにする
ことである。日本では、新しい大学制度として令
和元（2019）年度に専門職大学・専門職短期大
学が発足し、学士レベルでのVETが制度化され
た。専門職大学は既存の大学と同様に認証評価が
義務付けられることから、日本高等教育評価機構
（以下、当機構）でも今後、専門職大学の機関別
評価を行うことになる。専門職大学を適切に評価
するためには、その理念や特色を理解した評価シ
ステム1が必要となる。海外におけるVETの質保
証制度の実態と、それに対するVET機関の意見
や内部質保証体制などを調査研究することは、当
機構の評価システム開発に資することが期待でき
る。

2．背景・経緯

専門職大学・専門職短期大学の発足を受け、当
機構は令和3（2021）年に「専門職大学の質保証
に関する調査研究」を行った。当機構の機関別認
証評価の評価システムが専門職大学・専門職短期
大学に適用できるかという観点から、評価基準な
どを検討し、その結果挙げられた課題をもとに、
令和元（2019）年度に開学した専門職大学・専門
職短期大学にインタビュー調査を行った。その成
果は、令和7（2025）年度から始まる第4期認証
評価に向けた評価システム改定に生かされている。
一方、当機構内では、高等教育レベルのVETに

ついて、海外の事例を学ぶことの必要性も認識さ
れていた。すでに、平成30（2018）年のオースト

1　当機構の実施大綱や評価基準、各種手続きなどを含む
認証評価の仕組みのこと
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ラリアでの調査研究において、VET機関の質保証
を行うオーストラリア技能質保証機関（Australian�
Skills�Quality�Authority:�ASQA）と、その評価
を受けた大学にインタビュー調査を行った。
ASQAは、多様なVET機関を対象としているこ
とから、その評価はリスクベースマネジメントの手
法を取入れた「規制」の側面が強いことが示された。
また、令和元（2019）年には、フィンランド教育
評価センター（Finnish�Education�Evaluation�
Centre:�FINEEC）への調査で、FINEECが組織
内に高等教育を担当する部署とVETを担当する部
署を区別して設け、評価を行っていることが明ら
かになった（以上、当機構「認証評価に関する調
査研究」第9号、10号、11号参照）。
VETの質保証制度について海外での事例研究を

進めるべく、本調査研究では対象地域として東南
アジアを選んだ。東南アジアは、国ごとに程度の
違いはあるとはいえ、近年非常に高い経済成長を
見せている。東南アジア諸国連合（Association�of�
SouthEast�Asian�Nations:�ASEAN）2として統合を
進め、約6億人という大きな人口を抱えた経済圏
として各国から注目されている。地域としての勢
いは高等教育の発展も促した。各国国内、ASEAN
ともに高等教育の質保証に意欲的で、ASEAN大学
連合（ASEAN�University�Network:�AUN）が機
関別アセスメントを実施し、ASEAN質保証枠組み
（ASEAN�Quality�Assurance� Framework:�
AQAF）3 も整備されている。このような状況から、

2　昭和 42（1967）年設立。インドネシア、シンガポー
ル、タイ、フィリピン、マレーシアの 5か国で始まり、
後にブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボ
ジアが加盟した
3　ASEAN地域の教育質保証における共通の参照基準。
平成 25（2013）年に ASEAN 質保証ネットワーク
（ASEAN�Quality�Assurance�Network:�AQAN）によ
り承認。同地域内で授与された資格の信頼性を高め、地
域内の人の流動性を高めることなどが目的。外部質保証
機関、外部質保証の基準とプロセス、内部質保証、国の
資格枠組みの 4領域で定められている
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本調査研究の対象に相応しいと判断した。そして、
東南アジアの中でも、先行研究の充実度などを考
慮し、インドネシア、タイ、マレーシアの3国を
対象とすることにした。
研究計画の設定当初は、調査対象となるVET

のレベルを、専門職大学をモデルに「学士号が取
得できるVET」と想定していた。しかし、先行研
究の調査を進めるうち、各国でVETのレベルや
教育形態が非常に多岐にわたることがわかったた
め、「中等教育以降の学校で行われるVET」と解
釈を広げることにした。また、職業教育訓練を示
すVETという英語表記は、タイでは職業教育
Vocational�Education:�VE、マレーシアでは技術
職業教育訓練Technical�Vocational�Education�
Training:�TVETとの表記が多いなど、国によっ
て違いが見られるが、本調査研究では混乱を避け
るため、VETで統一する。ただし、掲載している
参考資料などでは各国の表記で記載されているも
のもある。

3．調査方法

3 国とも、その国の評価機関にインタビューし
たうえで、その評価機関の評価を受けている
VET機関の話を聞くことで、評価する側と受け
る側双方の視点からの実情と課題を探ることにし
た。
コロナ禍により現地訪問が困難だったため、全

て Zoomを利用したオンラインインタビューと
した。各国とも、評価機関では、その国の高等教
育におけるVETの概要、質保証制度、評価の方
針などについて質問した。そのうえで、国内の
VET機関を紹介していただき、各国 1校のイン
タビューを行うことにした。ただし、タイは先方
の都合がつかず、送付した質問に対する書面での
回答を受けることにした。
インタビューでは、事前に大まかな質問項目を

送り、当日はそれに沿って改めて質問し、回答を
求める方法をとった。インドネシアとタイは現地
語、マレーシアは英語の通訳を介して行った。
また、本調査研究は、以下の当機構評価研究部

職員が担当した。

陸　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
板垣　智香　評価研究部評価研究課　係長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

4．インタビュー調査実施概要

インタビュー調査の概要は以下の通りである。
機関の名称は、日本語・英語・現地語の順で記載
している。全てオンラインインタビューで、実施
日時は日本時間である。

インドネシア
・国立高等教育アクレディテーション機構
　�National�Accreditation�Agency�for�Higher�
Education（NAAHE）�

　�Badan�Akreditasi�Nasional� Perguruan�
Tinggi（BAN-PT）

　�実施日時：令和 4（2022）年 6月 13 日（月）
15：00～ 17：00

・サマリンダ・ステイト・ポリテクニック
　�Samarinda�State�Polytechnic　
　Politeknik�Negeri�Samarinda（POLNES）
　�実施日時：令和 4（2022）年 10 月 6 日（木）
12：00～ 14：00

タイ
・全国教育水準・質評価局
　�Office� for�National�Education�Standard�
and�Quality�Assessment（ONESQA）

　สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�
　�実施日時：令和 4（2022）年 3 月 2 日（水）
15：30～ 17：30

・ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ
　�Rajamangala�University�of�Technology�
Thanyaburi（RMUTT）

　มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี
　�※質問票を送り、書面での回答　令和 4（2022）
年 5月 31日（火）受領
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マレーシア
・マレーシア資格機構
　�Malaysian�Qualifications�Agency（MQA）
　Agensi�Kelayakan�Malaysia
　�実施日時：令和 4（2022）年 6月 14 日（火）
10：30～ 12：30

・セギカレッジ サラワク
　SEGi�College�Sarawak
　�実施日時：令和 4（2022）年 9月 27 日（火）
14：00～ 16：00

5．（補足）シンガポールについて

研究計画の段階では、シンガポールも対象国の
一つとしていた。ASEANのリーダー的な国であ
り、高等教育は国際的に高い評価を受けているか
らである。
同国の VET 政策である「スキルズフュー

チャー」（SkillsFuture）に注目し、対象機関へ
のインタビューの日時も決定していたが、事前の
質問を送付した段階でキャンセルされ、その後書
面で回答を依頼するも受入れられなかった。その
ため、シンガポールは本調査研究には含まれない
が、事前の文献調査などで分かった点が非常に興
味深いものであったため、簡単に記載しておく。
スキルズフューチャーは、労働者技能資格

（Singapore�Workforce�Skills�Qualifications:�
WSQ）に基づいたVETを行い、労働者の雇用
機会を促進する政策である。社会人の再教育が主
だが、学生を対象にしたものもある。WSQ取得
のための教育（コース）は、政府が認定した教育
機関でのみ実施される。大学にもこのコースが設
けられており、シンガポール国立大学などでは学
生向けに「WORK-STUDY�DEGREE プログラ
ム」が提供されている。
この政策を所管するのは、Ski l ls � Future�

Singapore、通称 SSG という教育省傘下の法定
機関である。教育機関がWSQコースを開くた
めには、SSG によるコース審査に合格する必要
がある。SSG から特に優良な評価を得た教育機
関は、WSQコースを総合的に提供できる教育
機関として公的に認められるという。

平成 28（2016）年の SSG 設立時には、教育
省管轄で私立高等教育機関を規制する私立教育委
員会（Committee�for�Private�Education:�CPE）
が統合されている。CPEはアジア太平洋質保証
ネットワーク（Asia-Pacific�Quality�Network:�
APQN）に加盟する質保証機関であり、CPEの
管轄下にある教育機関はVETも行っていること
から、SSGは高等教育とVETを一貫して監督す
る法定機関と想像できる。また、教育省の高等教
育局の中には Skills�Future�Division という名称
の部局があり、高等教育行政との連携もうかがえ
る。
インタビューでは、主に、WSQコース審査の

基準や、大学でのWSQコースの扱いについて
質問する予定だった。今後、機会があればぜひ調
査を行いたいと考えている。

※和訳について
3国とも、ウェブサイトや各種資料は、英語版

がある場合と、現地語でのみ公表のものがある。
いずれも、原則としてDeepL、google 翻訳といっ
た翻訳サイトを使用して翻訳した。また、評価シ
ステムに関する用語は、わかりやすさを優先し、
できる限り当機構で使用している用語で記載し
た。例えば、各評価機関のウェブサイトでは、当
機構でいう「評価員」のことを、インドネシアは
インドネシア語で「Asesor」（英語表記なし）、
タイとマレーシアでは英語で「Assessor」また
は「Auditor」と表記している。語句の使い方に
は相応の理由があると思われるが、本稿では「評
価員」と統一している。

＜本調査研究にご協力いただいた方へのお礼＞
研究計画にあたっては、中央大学教授の早田幸

政氏 4 にご指導を賜った。また、一部の機関のイ
ンタビュー調査においては、アポイントの際に、
公益財団法人大学基準協会の皆様、千葉大学助教
の我妻鉄也氏、ノッティンガム大学マレーシアの
Rozilini.�M.�Fernandez-Chung 氏にご協力いた
だき、インタビューが実現した。

4　肩書は令和 4（2022）年当時のもの



1010
調査研究１調査研究１

この場を借りて、皆様にお礼を申上げたい。誠
にありがとうございました。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）
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Ⅱ　調査研究対象 3 国の職業教育訓練の現状

1．3 国の概要

本項では、調査研究の対象となったインドネシ
ア、タイ、マレーシア各国のVETの現状につい
て述べる。特に記載がない限り、インドネシアは
国立高等教育アクレディテーション機構（BAN-
PT）、タイは全国教育水準・質評価局（ONESQA）、
マレーシアはマレーシア資格機構（MQA）のイ
ンタビューにおいて聞取ったものである。
まず、3国を概観しておく（表1）。インドネシ

ア共和国（Republic�of�Indonesia）、タイ王国
（Kingdom�of�Thailand）、 マ レ ー シ ア
（Malaysia）はいずれもASEANの中心的な国で
ある。外務省 1 によると、3国中、最も人口が多い
のはインドネシアで、令和 2（2020）年で約 2
億 7,000 万人と日本の 2倍以上の人が暮らして
いる。国土面積は日本の約5倍で、多くの島々か
らなる他民族国家である。タイは仏教徒が約
94％を占める。観光が経済の柱であり、令和元
（2019）年の海外からの観光収入は世界第 4位。
一方で、ASEANの中ではいち早く少子高齢化社
会に入ることが予測されている（鈴木ほか
2018）。マレーシアは、昭和 39（1965）年にシ
ンガポールから独立した。主要産業は製造業、農
林業、鉱業で、一人当たりGDPが令和 4（2022）
年で 1万 1,371 米ドルと 3国の中で最も高い。

2．ASEAN 資格参照枠組み

ASEANは、加盟国の教育の資格を比較するために、
ASEAN資格参照枠組み（ASEAN�Qualifications�
Reference�Framework:�AQRF）を制定している。
AQRFは、学修成果を8レベルで分類し、各レベル
で求められる資格の「知識・技能」と、それが求めら
れる場面を示した「アプリケーション・責任」で構成
されている。これには、フォーマル教育（教育機関で
の教育）だけでなく、インフォーマル教育（仕事、家

1　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asia.html　
2024 年 3月 21日アクセス

庭、レジャーなどから得られる意図的ではない教育）
やノンフォーマル教育（社内研修などの仕事での活動
や共通の関心を持つ人が参加するコミュニティで得ら
れる教育）での成果も含まれている。ASEANは、実
践ガイド「AQRF�A�Practical�Guide�and�All�You�
Need�to�Know」を発行して、AQRFがどのように
機能し、ASEANで人々の生活にどのような有意義な
影響を与えるかを説明している（ASEAN2018）。そ
の中で、AQRFの目標を次のように定めている。
・資格認定のサポート
・生涯学習を促す資格枠組みの開発
・�ノンフォーマル教育を検証するアプローチの
開発

・学修者と労働者の移動の推進
・資格制度への理解を深める
・より質の高い資格制度の推進
加盟各国においては、AQRF が国家資格枠組

み（National�Qualification� Framework:�
NQF）をサポート・強化することが期待されて
いる。今回、調査対象となった 3国はいずれも
NQFを持っている。NQFは各国の状況に合わ
せて構築されているため、NQF がどの程度
AQRF にリンクしているかを検証したレポート
がASEANのウェブサイトで公開されている。

3．インドネシアの VET と質保証制度

① VET の現状
教育文化省の高等教育部門が研究技術省に移管さ

れた後、教育文化省と統合し、令和3（2021）年
から教育文化・研究技術省（Ministry�of�Education,�
Culture,�Research,�and�Technology:�MoECRT）
となった。全ての段階の教育を所管するが、イスラ
ム教徒を対象とした学校教育については、就学前教
育から高等教育までを宗教省が担当する。
高等教育機関で提供される教育は、学術教育、

VET、専門職教育に大別される。学校種として
は大学（University）、インスティテュート
（Institute）、カレッジ（College）、ポリテクニッ
ク（Polytechnic）、アカデミー（Academy）な
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どがあり、それぞれ提供する教育が異なる（大学
評価・学位授与機構2015）。VETのレベルはディ
プロマ 1から 4の 4段階あり、大学、インスティ
テュート、ポリテクニックなどでは就学期間が 3
年間のディプロマ 3と同 4年間のディプロマ 4
のコースが提供される。ディプロマ 4のコース
を修了すると、学士号と同等のアプライド学士
（Applied�Degree）が授与される。

アプライド学士は、学士号と同等の資格とみな
されているので、ディプロマ 4のコースは、そ
の産業分野で学士号レベルの能力を持つ人材が必
要であると教育機関や産業界が判断した場合に開
設される。例えば、自動車産業、石油関連産業に
関連するコースはディプロマ 3までしかないが、
会計や看護といった分野では資格を取得するため
に学士号相当の学歴が必要なため、ディプロマ 4
が開設される。
また、アプライド学士を取得すると、大学院に

進学する道も開かれる。つまり、VET機関の学
生やディプロマ 4がない大学に在籍している学
生も、ディプロマ 4のコースを開設している大
学などを経由することで、修士号や博士号を目指
すことが可能になる。
なお、専門職教育とは、学術系の修士・博士課

程とは別に、VETや学術教育で得た知識や技術
を更に専門的に学ぶ課程で、修士や博士と同等レ
ベルと見なされている。
BAN-PT によると、高等教育機関は国公私合

わせて 4,460 校、学生数は 919 万 5,848 人とい
う規模である。このうち、VETコースで学ぶ学
生は約 138 万人という。

②質保証制度
教育機関の設置認可は、MoECRTが担ってい

るが、MoECRT の依頼を受けて BAN-PT も審
査を行う。VET 機関も高等教育機関も同様で、
MoECRTの担当部局が審査した後に、改めて全
ての書類、特に質保証に関するものを BAN-PT
が検証し、最低評価基準を満たしているとBAN-
PTが判断すれば認可される仕組みである。設置
認可の要件として BAN-PT の許可が必要という
ことになる。
設置後は、BAN-PT から 5年に一度の機関別

評価を受ける必要がある。ほかに分野別の評価を
行うために、現在、医療、教育、科学・数学など
6分野の評価機関がある。
インドネシアでは、平成24（2012）年にイン

ドネシア資格枠組み（Indonesian�Qualifications�
Framework:�IQF）を策定した。IQF は教育、
VET、実務経験と結果としての資格を、比較、均
等化、統合する枠組みであり、教育機関での学修、
産業界での経験、専門機関からの認定、独学と、
四つの経路によって到達できる成果をレベル1か
ら9まで示している（図1）。学校教育に当てはめ
ると、レベル1が初等教育修了、レベル6が学士、
レベル9が博士に相当する（IQNC2020）。
IQFの管轄は労働省である。この背景には、「正

規の教育を受けた卒業生には一定の資格が与えら
れるが、大学レベルの就学率はいまだ低く、イン
ドネシアの若者の約 70％がノンフォーマル教育
に参加している」（IQNC2020）という実態があ
る。急速な労働人口の増加に対応するためにも、
労働市場で活用できるよう適切な能力認定を目指
している。
なお、インドネシアでは国家職業技能適性基準

において、職業に求められる能力を定めている。
当該職業分野を管轄する省庁から提案され、業界
等の関係者を交えた協議を通じて策定されてお

【表 1】インドネシア、タイ、マレーシアの概要　
正式名称 人口 民族 国土面積

インドネシア共和国 約 2億 7,000 万人 約 300（ジャワ人、スンダ人など） 約 192 万㎢
タイ王国 約 6,609 万人 大多数がタイ族 約 51万 4,000㎢
マレーシア 約 3,350 万人 マレー系、中華系、インド系など 約 33万㎢
外務省ウェブサイトをもとに作成
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り、それぞれが IQF との参照が可能になってい
る。

4．タイの VET と質保証制度

① VET の現状
VETを管轄するのは教育省の職業教育委員会

（Office� of� the� Vocational� Education�
Commission:�OVEC）である。教育省は高等教
育を除く全ての段階の教育を管轄しており、タイ
政府 19省で最も大きな予算を持つ。タイは国家
プロジェクトのおよそ 20％、GDPの 4％を教育
に費やしており、これはOECD加盟国の中でも
高 い 割 合 で あ る（Australian�Government�
2021）。
高等教育も、もとは教育省の高等教育局が管轄

していたが、令和元（2019）年に科学技術や原
子力政策を担っていた科学技術省と統合して、高
等教育・科学・研究・イノベーション省（Ministry�
of�Higher�Education,�Science,�Research�and�
Innovation:�MHESI）が発足している。�

VET機関は、国公立が429校、私立は478校
ある。VETのレベルは高校段階にあたる職業教
育サーティフィケート（Vocational�educational�
certificate）、その上位にテクニカルディプロマ
（Technical�Diploma）、そしてテクノロジー学士
（Bachelor�degree�of�technology）の 3段階があ
り、合計学生数は平成30（2018）年で100万人
以上である（Ministry�of�Education,�Thailand�
2020）。分野は、工業、商業・経営管理、芸術、
家政、農業、水産、観光・ホスピタリティ、繊維、
ICTに大別される。
農業が盛んなタイでは、これら以外に農業教育

専門の教育機関があり、大規模な農業専門学校が
全国に 4校、ほかに小規模校が 49か所ある。こ
れらも合わせるとVET 機関の学生は約 148 万
人にのぼるという。
テクノロジー学士の学修期間は 2年間で、大

学にこのためのコースが設けられている。大学の
既存の学部等に編入するという形ではなく、別の
コースであり、修了すると授与されるテクノロ
ジー学士は、学士号と同等である。在籍学生は平
成 30（2018）年度で 9,500 人。ONESQA に
よると、これが日本の専門職大学に相当するので
はないかいうことだった。
一方、MHESI が管轄する高等教育機関は国立

の自治大学（Autonomous�University）、私立
の大学（Private�University）など合計 170 校で、
ほかの省庁が所管する大学が 99校ある。学生数
は合計で 165 万 5,223 人。タイでは、従来、
VETは学術教育より価値が低いとみなされてき
たが、近年は大学よりVET機関を選ぶ若者が増
えており、OVECは令和 6（2024）年までに一
般学生とVET学生の比率は 5：5に達する見込
みだとしている 2。

2　日本学術振興会「海外学術動向ポータルサイト」
https://www-overseas-news.jsps.go.jp/%e3%80%90
%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9
%e3%83%bb%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%80%91%
e3%82%bf%e3%82%a4%e6%95%99%e8%82%b2%e
7%9c%81%e8%81%b7%e6%a5%ad%e6%95%99%e8
%82%b2%e5%b1%80%ef%bc%88ovec%ef%bc%89/　
2024 年 3月 21日アクセス

【図 1】4 経路で到達する IQF レベル

Indonesian�Qualifications�National�Committee
（2020）「ASEAN�Qualifications� Reference�
Framework�Referencing�Report�of� Indonesia」
P17 より抜粋
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なお、タイでは正規の教育機関以外で行われる
VETも盛んで、教育の方法や場所、卒業までの
期間などがより柔軟な「インフォーマル教育」と、
VET機関が企業と契約し、卒業するとその企業
に就職できる「職学教育」がある。

②質保証制度
VET機関の設置認可は、OVECが行っている。

大学等の高等教育機関は、国公立はMHESI、私
立はMHESI の一部門である高等教育委員会が担
う。大学の中にVETのテクノロジー学士のコー
スを設ける場合は、大学としてMHESI の認可が
必要ということになる。
VET機関を設立するには、OVECに申請し、

省令などに記載される条件をクリアする必要があ
る。それは、①教育の提供方法②国のニーズを満
たしているかどうか③教育機関の独立性④資金調
達能力や地域との協力⑤教育の質の保証－の 5
項目である。これらに準ずるものとして更に 4
点の条件があり、①教員の資格と人数②設備・施
設、実習先の確保③企業や地域住民の協力を得た
運営④卒業生が国や地域のニーズを満たせるか－
である。
設置後は、ONESQA によって 5 年ごとに評

価を受ける。平成 13（2001）年以降、就学前教
育から高等教育まで全ての段階の教育機関で義務
化されてきたが、現在は高等教育機関のみ任意に
なっている。各教育機関が作成する自己点検評価
書（Self-Assessment� Report）に基づき、
ONESQAの評価員がプログラムや機関全体の評
価を行う。
タイは 9レベルから構成されるタイ国家資格

枠組み（Thailand�National�Qualifications�
Framework:�TQF）を持っている。TQFには、
学校教育の段階などごとにサブ資格枠組みがあ
り、各レベルで求める学修成果が設定されている。
表2は、学校教育（基礎教育、VET3、高等教育）、
職業における研修、生涯学習の成果とTQFとの

3　表 2、表 3とも、TVET(Techical�and�Vocational�
Educaiton�and�Training) 技術職業教育訓練と表記され
ているが、本調査で扱うVETと同じものとする

関連が示されたもので、教育と産業界の要求との
適合性の確保を目指していることがわかる。既述
のVETコースで取得できるテクノロジー学士は、
TQFではレベル6にあたり、学士に相当する。

5．マレーシアの VET と質保証制度

① VET の現状
VETは教育省が、高等教育は高等教育省が所

管している。高等教育機関としては、国公立では
20大学、36ポリテクニック、104 コミュニティ
カレッジ、そして合計 434 の私立高等教育機関
（大学、海外大学ブランチキャンパス、ユニバー
シティカレッジ、プライベートカレッジ）がある。
このうち、大学は、入学のためには中等教育卒業
後の準備教育課程の 2年間が課せられる。VET
のみを提供して学位授与は行わないのが、ポリテ
クニック、コミュニティカレッジ、プライベート
カレッジである。学生数は合計でおよそ 120 万
人、国公立と私立では約半数ずつになる。
ほかに高等教育には含まれないVET機関とし

ては、職業カレッジ（Vocational�college）が
86 校ある。職業カレッジは、高校の高学年段階
から入学できるレベルで、修了して得られる資格
はディプロマになる。MQAによると、職業カレッ
ジから大学に編入が可能であるなど、日本の高等
専門学校に近い制度だという。技術学校
（Technical�School）、国立青少年技能機関
（National�Youth�Skills�Institute）、産業トレー
ニ ン グ 機 関（Industrial�Training�Institutes）
など各種のVET機関もある。
VET を推進するための政策として、令和 4

（2022）年、12 の省庁が参加する国家技術教育
訓練評議会（The� Government-Industry�
TVET�Coordination�Body:�GITC）が設立さ
れた。マレーシア投資開発庁（Malays ian�
Investment�Development�Authority）による
と、設置にあたり、首相は、「技術職業教育訓練
が学術教育と同等の選択肢となり、先進国のよう
にマレーシアで選択されるキャリアとなることを
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【表 2】TQF とサブ資格枠組みの比較

NQF
レベル
NQF�
Levels

教育（正規教育）
Education

(Formal�Education)
研修

Training 生涯学習
Lifelong�
Learning

（非正式・非公式
学習と研修）
(Non-Formal�
and�Informal�
Learning�and�
Training)

サブ資格の枠組み
Sub-Qualifications�Framework

サブ資格の枠組み
Sub-Qualifications�Framework

基礎教育
Basic

Education
技術職業教育訓練

TVET

高等教育
Higher

Education

職業基準レベル
Occupational
Standards
Levels

国の技能基準レ
ベル

National
Skill

Standards
Levels

8
博士号

＋ポストディグリー
Doctoral+
Post�Degree

8 8

単位互換制度
・Credit�
Transfer
System

事前学習の認識
・Recognition�

of�
Prior�Learning

(RPL)
現在の能力の認

識
・Recognition�

of
Current�

Competency
(RCC)

研修の認定
・Accreditation�

of
Training

7

高等卒業ディプロマ
Higher

Graduate�
Dip./
修士号

Master�Degree

7 7

6
テクノロジー学士号

Bachelor�
Degree�of
Technology

卒業ディプロマ
Graduate�
Dip./
学士号

Bachelor
Degree

6 6

5 テクニカルディ
プロマ

Technical
Diploma

準学士号
Associate
Degree

5 5

4 4 4

3

後期中等教育＋
職業技能
Upper

Secondary
+Voc.�Skill

職業サーティフィケート
Vocational
Certificates

3 3

2
後期中等教育

Upper
Secondary

2 2

1
前期中等教育

Lower
Secondary

1 1

連携する仕組
み

Linkages
Mechanism

単位・資格の互換と認定との比較
-Comparing�.�Transferring�and�Assrediting�of�Credits�or�Qualifications
技能や能力のテストと評価
-Testing��and�Assessing�Skills�or�Competencies
その他の教育・研修モジュール
-Additional�education�and�training�modules

Ministry�of�Education,�Thailand(2020)「AQRF�Referencing�Report�Of�Thailand」p28　をもとに作成

期待している」と述べている 4。また、VET機関
を修了して得られるディプロマを、マレーシア大
学 パ ー リ ス 校（University�Malaysia�Perlis:�

4　Malaysian Investment Development Authority 
https://www.mida.gov.my/mida-news/national-
tvet-council-endorses-establishment-of-govt-
industry-tvet-coordination-body/　2024 年 3 月 21
日アクセス

UniMAP）などの大学の入学資格とすることが
決まっている。

②質保証制度
マレーシア資格枠組み（M a l a y s i a n�

Qualifications�Flamework:�MQF）が質保証制
度の根幹であり、MQFの策定と教育機関の規制
の両方をMQAが担っていることが、マレーシ
アの質保証制度の大きな特徴といえる。MQAは
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MQFに則して各教育機関のプログラムの認可を
行い、登録する。その質保証のための実施規範や
方針の策定もMQAが行うという仕組みで、こ
の役割を果たすためにMQAは外国の質保証制
度の比較検証する機能も持っている。
教育機関はプログラム認可後も 5年に一度の

評価をMQAで受ける必要がある。この対象は
高等教育機関だけでなく教育省管轄の職業カレッ
ジも含まれ、MQAが管轄する教育機関は 800
校以上になっている。
MQFは 8 レベルあり、VETが 6 段階、学術

（Academic）は 8 段階に分かれている（表 3）。
レベル 3 以上が高校卒業後のレベルとなる。
VETで得られるサーティフィケートやディプロ
マは、人材省の傘下にあるスキル開発部門が認証
するものである。
VETには大学の学士号にあたるレベル 6も存

在する。これに該当するのは、マレーシア・テク
ニカル・ユニバーシティ・ネットワークMTUN
（Malaysian�Technical�University�Network）
と呼ばれる国立の高等教育機関で、MQAによる
と、これが日本の専門職大学にあたる仕組みでは
ないかという。これ以外にも、レベル 6のVET
で学位を提供できるとしてクアラルンプール大学
も登録されている。
VETは修士・博士に相当するレベル 7、8 は

設定されていない。学術とプロフェッショナルの
違いやすみ分けが難しいためだが、今後、どう対
応していくか、現在マレーシアにおいて研究開発
が行われているという。
MQF では生涯学習（Lifelong�Learning）と

いうセクターがあり、学術教育やVETと並んで
重視されている。なんらかの理由で学校教育を受
けられなかった人や、高等教育へ進学できなかっ
た人が学びを継続して能力やスキルを証明するた
めの仕組みで、APEL（Accreditation�of�Prior�
Experiential�Learning）と呼ばれている。21歳
以上で、実務経験を持ち、APEL のアセスメント
に合格すると、学士号と同等のレベル 6の資格
が得られることになる。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）

参考文献
・�鈴木康郎、カンピラパーブ・スネート（2018）
「リクルートカレッジマネジメント 211 号」
p65

・�独立行政法人大学評価・学位授与機構（2015）
「ブリーフィング資料：インドネシア高等教育
の質保証」

・�Australian�Government�Department� of�
Education�Skills�and�Employment（2021）�
「Thailand:�Vocational� Education� and�
Training」p6

　�h t t p s : / /www . e d u c a t i o n . g o v . a u /
international-education-engagement/
resources/thailand-education-policy-
update-vocat ional -educat ion-and-
training-sector　2024 年 3月 21日アクセス

・�Indonesian� Qualif ications� National�
Committee（2020）「ASEAN�Qualifications�
Reference�Framework�Referencing�Report�
of�Indonesia」p17

　�h t t p s : / / a s e a n . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/03/INDONESIA_Referencing_
Report_-FinalEndorsed-JUNE_2020.pdf��2024
年3月21日アクセス

・�Malaysian�Qualifications�Agency（2017）
「Malaysian�Qualifications� Framework
（MQF）�2nd�edition」�p30、p38
　�h t t p s : / /www .mq a . g o v . m y / n ew /
document/mqf/2021/MQF%20Ed%20
2% 2 0 0 2 1 0 2 0 1 9% 2 0 u p d a t e d% 2 0
17022021.pdf　2024 年 3月 21日アクセス

・�Ministry�of�Education,�Thailand（2020）
「AQRF�Referencing�Report�of�Thailand」
p12　https://asean.org/wp-content/
uploads/AQRF-Referencing-Report-Of-
Thailand.pdf�　2024 年 3月 21日アクセス

・�The�ASEAN�Secretariat� Jakarta（2018）
「AQRF�APractical�Guide� and�All� You�
Need� to�Know」https://asean.org/wp-
con ten t /up loads/2018/12/AQRF-
Publication-2018-Final.pdf　2024 年 3 月
21日アクセス
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【表 3】MQF と各セクターの資格の比較

MQF
レベル
MQF
Level

最低卒業単位
Minimum�
Graduating

Credit

学術部門
Academic�Sector

技術職業教育訓練部門
TVET
Sector

生涯学習 /APEL
Lifelong�Learning/APEL

APEL(A) の基準
Criteria�for�APEL(A)

8

単位評価なし
No�credit�rating

80

研究による博士号
PhD�by�Research

混合モードと履修による博
士号
Doctoral�Degree�by�
Mixed�Mode�&�
Coursework

許可基準：35歳
Admission�criteria:
35�years�old
関連分野の学士号 /同等資
格
Bachelor’s�degree�in�
relevant
field/equivalent
5 年の実務経験
5�year’s�work�experience
APEL 評価合格
Passed�APEL�assessment

7

単位評価なし
No�credit�rating

40

30

20

研究による修士号
Master’s�Degree�by�
Reserch
混合モードと履修による修
士号
Master’s�Degree�by�
Mixed�Mode�&�
Coursework
大学院ディプロマ
Postgraduate�Diploma
大学院サーティフィケート
Postgraduate�Certificate

許可基準：30歳
Admission�criteria:
30years�old
STPM/ ディプロマ /同等
資格
STPM/Diploma/
equivalent
関連する実務経験
Relevant�work�
experience
APEL 評価合格
Passed�APEL�assessment

6

120

64*

34*

学士号
Bachelor’s�Degree
卒業ディプロマ
Graduate�Diploma
卒業サーティフィケート
Graduate�Certificate

学士号
Bachelor’s�Degree
卒業ディプロマ
Graduate�Diploma
卒業サーティフィケート
Graduate�Certificate

許可基準：21歳
Admission�criteria:
21years�old
関連する実務経験
Relevant�work�
experience
APEL 評価合格
Passed�APEL�assessment

5 40 アドバンスド・ディプロマ
Advanced�Diploma

アドバンスド・ディプロマ
Advanced�Diploma

4 90 ディプロマ
Diploma

ディプロマ
Diploma

許可基準：20歳
Admission�criteria:
20years�old
関連する実務経験
Relevant�work�
experience
APEL 評価合格
Passed�APEL�assessment

3 60 サーティフィケート
Certificate

サーティフィケート
Certificate

許可基準：19歳
Admission�criteria:
19years�old
関連する実務経験
Relevant�work�
experience
APEL 評価合格
Passed�APEL�assessment

2 30 サーティフィケート
Certificate

サーティフィケート
Certificate 3R

1 15 サーティフィケート
Certificate

サーティフィケート
Certificate 3R

*�総合科目から 4単位を含む　Inclusive�of�4�credits�from�general�studies�sujects.
MQA（2017）「Malaysian�Qualifications�Framework�2nd�edition」p30、ｐ 38をもとに作成
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Ⅲ　インタビュー調査

1．インドネシアの評価機関と教育機関

①国立高等教育アクレディテーション機構
National Accreditation Agency for Higher 
Education（NAAHE）
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

（BAN-PT）

機関の所在地
　�Gedung� D� Lantai� 17.� Jalan� Pintu� 1�
Senayan,�Jakarta,�10270

日時
　�令和 4（2022）年 6月 13 日（月）15：00 ～
17：00（日本時間）

面談者
　A�ri� Purbayanto 氏（Director�Executive�

Board）
　A�gus�Setyo�Muntohar 氏（Executive�Board�

Member）
調査員
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
板垣　智香　評価研究部評価研究課　係長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

（1）機関の概要
インドネシアの国立高等教育アクレディテー

ション機構 BAN-PT1 は、平成 6（1994）年に
設立された高等教育の質保証機関である。教育文
化・研究技術省MoECRTが所管し、オフィスも
MoECRTの中に置かれている。運営資金は国か
ら交付されているが、独立機関として運営されて
いる。
事業内容は、高等教育機関の評価に関する政策

の策定、評価システムの開発、機関別評価の実施
などで、宗教省などほかの省庁が管轄しているも

1　英語ではNAAHE（National�Accreditation�Agency�
for�Higher�Education) と表記されるが、国際的にもイン
ドネシア語のBAN-PTが主に使われている

のを含めた国内全ての高等教育機関を対象として
いる。
法律上では、BAN-PTは機関別の評価を行い、

分野別の評価は各分野に設置された評価機関が担
う（図1）。それらは、独立評価機関LAM（Lembaga�
Akereditasi�Mandiri）と呼ばれている 2。LAMの
パフォーマンス評価はBAN-PTの事業の一つで
ある。
LAMはその分野の専門職団体などが出資して

設立する方式のため設立が進まず、令和 4（2022）
年現在で医療、教育など 6分野（6機関）にとど
まっている。そのため、そのほかの分野別の評価
はBAN-PTが行っている現状がある。
BAN-PT には二つの組織がある。一つが政策

を作る認定協議会（Accreditation�Council）で、
9人の委員で構成されている。もう一つは実際の
評価実務を管轄する執行委員会（Executive�
Board）で、5人の委員がいる。認定協議会は、
執行委員会のモニタリングや評価も管轄してい
る。どちらの委員もMoECRT大臣が任命する。
執行委員会のもとに、評価部、開発・協力部、デー

タ管理・広報部、そして事務局の 4部署があり、
合計で 47人の職員が働いている。職員は全て各
省庁からの出向者である。業務のオンライン化の
推進にともない、今後は職員を削減する計画だと
いう。

（2）VET の評価システム
BAN-PTが行う評価で用いられる評価基準は、

表1のようになっている。これまでは7基準だっ
たが、現在は、9基準に改定されている。インタ
ビューでは評価基準の具体的な内容については確
認できなかったため、この表は「大学評価　基準

2　英語は IAA（Independent�Accreditation�Agency）
で、図 1では英語で記載されている

　

Ari�Purbayanto氏（左）とAgus�Setyo�Muntohar氏
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と手順　第 3版」3（BAN-PT2019）を参照して
作成したものである。各基準とも、「評価の焦点」
で評価の範囲を説明し、「評価の指標」でエビデ
ンスとなるデータや文書の種類を示す形式になっ
ている。なお、BAN-PT の評価システムでは、
随所にインドネシア国家資格枠組み（Indonesian�
Qualifications�Framework:�IQF）を指針とし
て用いており、大学などが各プログラムのカリ
キュラムを設定する際には、それらが IQF に対
応したものでなければならないとのガイドライン
が定められている（早田ほか 2019）。
BAN-PTは、どの教育機関にもこの評価基準

を用いて評価を行うが、対象となるのが学術教育
かVETかで異なる部分もある。執行委員会ディ
レクターのAri�Purbayanto 氏は、「VETの評価
は、産業界とどのように連携しているか、卒業生
の進路、教員の評価などについての基準が異なる」
と説明する。「例えば、VET機関の教員は20％を
実務経験者にする必要がある。実務経験者として
の認定はMoECRTが行う。IQFでレベル8に相
当する、修士号レベルの資格があることも条件
だ」。
VET機関を評価する際に重視していることは、

学修成果だ。求められる能力に対し、学生がどれ

3　インドネシア語で「AKREDITASI�PERGURUAN�
TINGGIKRITERIA�DAN�PROSEDURIAPT�3.0」。翻
訳サイト「DeepL」を使用して翻訳してから参照した

だけ到達しているかを、「評価の指標」に基づき、
一つずつ確認するという。基準 9「トリダルマで
の成果・実績」での「評価の指標」には、「能力・
職業・産業に関する証明書を取得した卒業生数」
「過去 3年間に産業界や地域社会で採用された製
品・サービス数」といった記述がある。
ほかにも、基準 6「教育」での「評価の指標」に、

「実務・実習・フィールドワークの形式での学修」
がある。これはVETのみに適用されると思われ
る。一方、基準 7「研究」にある「研究グループ
や研究室」、基準 9の「専任教員の学術論文の過
去 3 年間の引用数」という「評価の指標」は、
主に学術機関である大学のみに適用されるのだろ
う。
内部質保証についての記述があるのは基準 2

「ガバナンス、協働・協力」である。「評価の焦点」
には、「内部質保証システムの完全性及び明確性、
実施の一貫性と有効性」を重点項目の一つとする
説明がある。「評価の指標」の数が最も多いのが
この基準 2で、27種類もの文書、分析結果、デー
タなどが求められている。この中には、「信頼で
きる国際的な認定機関による学修プログラムの認
定を取得していること」「品質保証システムの導
入の有効性」などが含まれている。
なお、プログラム評価も同じ評価基準で行うが、

機関別評価に比べると学修成果により重点を置く
ことが特徴だという。

　　　　　　 【図 1】BAN-PT（NAAHE）と LAM（IAA）の関係図

　　　　　　　BAN-PT提供資料より抜粋
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【表 1】BAN-PT 評価基準

基準 評価の焦点 評価の指標
No. 名称 数 内容 数 内容

1 ビジョン、ミッショ
ン、目標、戦略�

3 達成のための明確性や妥当性、一貫性、
実行性など

1 長期・中期・短期の発展計画

2 ガバナンス、協働・
協力

4 良質で効果的なガバナンスのための組
織体制や通信情報技術システム、内部
質保証システム、地域・国・国際レベ
ルでのパートナーシップなど

27 ガバナンスのシステムを示す文書、学
術の誠実性や教育の質を守る努力を示
す文書などとこれらに関するステーク
ホルダーの満足度

3 学生 4 入学者受入れシステムの方針と実施の
一貫性、学生サービスシステムなど

4 主要プログラムの入学志願者数、合格
者のうち入学者の割合など

4 人的資源 3 教員の採用・育成・モニタリング・報酬・
制裁・解雇に関する方針と制度など

9 学修プログラム数に対する専任教員数
の割合、専任教員うちの教授の割合な
ど

5 財務、施設、イン
フラ

4 資金調達の方針と制度、施設・インフ
ラの提供・維持についての方針と制度
など

10 全体に占める学生納付金の割合、教員
の年間研究費の平均、ICTシステムな
ど

6 教育 2 卒業生の学修成果の達成を支援するた
めのカリキュラム開発、学修プロセス、
評価システム、質保証システムにおけ
る政策と大学の支援など

13 カリキュラム開発の方針、学修戦略・
学修方法・学修媒体の決定や学修評価
に関するエビデンスなど
実習・実務・フィールドワークの形式
での学修

7 研究 3 究開発の方針と方向性や大学の支援、
研究と大学ビジョンとの適合性など

5 正式な戦略研究計画書、研究のガイド
ラインと社会性の証明など
研究グループや研究室

8 社会貢献 3 大学レベルでの方針と方向性、職場単
位での活動の発展・実施に対する大学
の支援など

5 正式な戦略計画書、ガイドライン、報
告書など

9 トリダルマの成果・
実績

4 教育効率と学生の学修期間で示される
教育プログラムの生産性、卒業生の追
跡調査など

16 過去 3年間のGPAの平均、過去 3年
間の学生の在学期間など
能力・産業・職業に関する証明書を取
得した卒業生数
過去 3年間に産業界や地域社会で採用
された製品・サービス数
専任教員の学術論文の過去 3年間の引
用数

「大学評価　基準と手順　第 3版」（BAN-PT�2019）をもとに作成

（3）評価のプロセスと評価結果
BAN-PT が行う評価のプロセスは、以下のよ

うになっている。これは、どの教育機関に対して
も同じである。書類のやりとりはすべて SAPTO
（Sistem�Akreditasi�Perguruan�Tinggi�On-
line）と呼ばれる独自のシステムを用いてオンラ
イン上で行われる。

ⅰ．申請書類審査（2週間）
　�　評価を受ける教育機関は、自己点検評価書
を提出する。BAN-PTのスタッフが書類や提
出データなどに不備がないか確認し、不備が
あれば訂正や追加提出を依頼し、再度確認す

る。担当するBAN-PTのスタッフは7人いる。
ⅱ�．評価員による書面調査（1週間または2週間）
　�　評価基準を満たしているかどうかを、評価
チームが 1週間かけて調査する。エビデン
スが不足している場合は 1 週間延長する。
評価チームは、対象校の規模によって 2人
から 6人の評価員で構成される。

ⅲ．実地調査（2日間）
　�　評価員による書類審査を経て仮の判定を行
い、認定の場合は 2日間の実地調査を行う 4。

4　書面調査が不認定の場合の対応は、インタビューでは
確認できなかった



2121
インドネシア、タイ、マレーシアの職業教育訓練機関の質保証に関する調査研究インドネシア、タイ、マレーシアの職業教育訓練機関の質保証に関する調査研究

パンデミック以降は、実地調査をオンライン
で行うことも可能になっている。実地調査の
準備に 2週間を要する。

ⅳ．評価員による評価報告書の作成と判定
　�　評価員が作成した評価報告書は執行委員会
に提出され、「認定」または「不認定」が決
定する。

認定には、更にA「優秀」、B「良い」、C「適切」
の 3段階の評価がある。「大学評価　基準と手順　
第 3版」によると、「優秀」の基準は「国際レベ
ルで競争力を獲得できる」、「良い」は「国内レベ
ルで競争力を獲得できる」などと定められている。
令和 3（2021）年度は、機関別の評価を約

300 校行い、評価結果は認定の「優秀」が 12校、
「良い」が 65 校などで、不認定は 10 校あった。
プログラム評価は約 4,500 プログラムの評価を
行い、20プログラムが不認定となった。
評価結果はBAN-PTによって社会に公表され、

評価を受けた教育機関や一般市民から意見があっ
た場合は、再度、調査行い、必要があると認めら
れればフォローアップを行うことが定められてい
る。また、BAN-PT は評価を行った教育機関の
その後の状況について、PD-Dikti（Pangkalan�
Data�Pendidikan�Tinggi）と呼ばれる高等教育
データベースを活用するなどしてモニタリングを
行う義務がある。
認定期間は 5年だが、最後の 1年間は教員や

学生、卒業生の進路などについて、BAN-PT が
モニタリングを行い、その結果が良ければ 5年
延長できる仕組みが設けられている。例年、7割
程度が延長する。残り 3割の多くも、6か月の是
正期間を経た後、改善が認められたとして延長し
ている。改善できない場合は、例えばA「優秀」
から B「良い」など、評価結果を 1ランク落と
しての延長になるため、もとの評価結果がB「良
い」だと、不認定になる。
なお、延長は一度のみなので、10 年後には次

の評価を受けることになる。また、5年以内でも、
向上したい部分があるなど、教育機関の要望で評
価を受けることができる。

（4）評価員
令和 4（2022）年現在、BAN-PT には約 600

人の評価員がいる。評価員になる資格として、大
学を評価する場合は教授であること、ポリテク
ニックなどVET機関を評価するには博士号取得
者でかつ准教授であること、などと定められてい
る。資格を有している人で、BAN-PT が行う試
験に合格すると評価員として登録できる。試験は、
書類審査、心理学的な審査、専門分野の能力につ
いての 3種類がある。また、学長、学部長、研
究室長などの経験があるとより望ましいとされ
る。なお、LAMのプログラム評価では、その分
野の実務経験者も評価員になることができる。
平成 30（2018）年は、所属機関から推薦され

た約 1,100 人の応募があり、合格者は 200 人程
度以下だった。パンデミックの影響で、これ以降
は新規の募集を行っていない。評価員は BAN-
PTがパフォーマンス評価を行い、結果が悪けれ
ば登録取消しになる。
評価員は 1年間に機関別評価なら最多で 2校、

プログラム評価は最多で 5 校担当する。また、
評価員の活動に対して BAN-PT が支払う報酬の
金額は国が定めている。

②サマリンダ・ステイト・ポリテクニック
Samarinda State Polytechnic
Politeknik Negeri Samarinda（POLNES）

出典：Google�Earth

機関の所在地
　�Jl.� DR.Ciptomangunkusumo,� Kampus�
Gunung�Lipan,� Samarinda,�Kalimantan�
Timur,�Indonesia�75131
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日時
　�令和 4（2022）年 10 月 6日（木）12：00 ～
14：00（日本時間）

面談者 5

　�Budi�Nugroho 氏�校長（Direktur）
　�Dedy�Irawan氏�第2副校長（Wakil�Direktur�2）
　�Ahyar�M.Diah氏第3副校長（Wakil�Direktur�3）
　Ru�spita�Sihombing氏　SPMI責任者（�Ketua�

SPMI）
　�SPMI チーム（TIM�SPMI）
　Ag�us�Setyo�Muntohar 氏（Executive�Board�

Member�of�BAN-PT）※オブザーバー参
加

調査員
陸　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

（1）機関の概要
サマリンダ・ステイト・ポリテクニック（イン

ドネシア語表記でPoliteknik�Negeri�Samarinda:�
POLNES）は、昭和62（1987）年に設立された。
ポリテクニックとは、VETを提供する高等教育機
関のことで、POLNESには化学工学、電気工学、
観光、経営学など10学科に28のコースがある。
POLNESのビジョンは「工学とビジネスにおいて、
国内・国際レベルの優れた高等職業教育を目指す」
であり、ミッションには、「健全で、透明性があり、
質が高く、説明責任を果たすガバナンスシステム
を組織する」「科学技術の発展に沿った職業教育を
組織し、高い競争力と見識を備えた卒業生の質を
向上させる」など4項目を掲げている。
校長のBudi�Nugroho 氏は、「ポリテクニック

は大学と同じレベルの教育が受けられ、大学では
得られないスキルが身に付けられるため、卒業生
は就職しやすいという特徴がある。POLNES で
は、卒業後にすぐに産業界に適応できる優れた技

5　役職名はインドネシア語のみでの提供だったため、翻
訳サイト「DeepL」で翻訳した日本語表記を併記する

能を持つ学生を育てることをめざしている」と説
明する。
マネジメントの中心は、校長と 3人の副校長

である。副校長はそれぞれ、学術、総務・財務、
学生・国際協力を担当している。教員は、法令に
基づいて配置されており、大学と同様に修士号以
上の学歴が必要である。教員には POLNES の卒
業生も多い。265 人の教員のうち、博士号保持
者は 31 人。ほかに、実験助手などを含め 135
人の職員がいる。
運営資金は国や自治体からの交付金や寄附金が

約 75％、学納金が 25％という構成で、令和 3
（2021）年度は、全体で約 1,110 億インドネシ
アルピア 6 という規模である。年間授業料はコー
スによって異なるが、平均で約 300 万インドネ
シアルピアとなっている。
取得できる資格は、ディプロマ3、アプライド学

士（ディプロマ4）、アプライド修士 7 がある。イン
ドネシア資格枠組み IQFでは、VETと学術教育の
資格や学位の関係性が示され、同じレベルなら同
等の価値があるとされている。アプライド学士は、
IQFでは学術教育での学士と同じレベル6である。
つまり、POLNESのディプロマ4のコースを卒業
してアプライド学士を取得すれば、学士と同等の
能力があると見なされ、大学の修士課程に進学す
ることができる。内部進学してアプライド修士の
コースに進む学生もいる。アプライド修士は、IQF
では修士と同じレベル8である。
令和 4（2022）年度は、ディプロマ 3に 2,068

人、ディプロマ 4に 3,605 人、アプライド修士
に 41人の計 5,714 人の学生が学んでいる。学生
の平均的な年齢は、ディプロマ 3、4のコースは
18 歳から 25 歳で、高校卒業後すぐに入学する
学生が多い。アプライド修士のコースでは一度職
業についてから入学する学生のほうが多いため、
年齢は幅広い。

（2）教育の特徴
POLNES のウェブサイトでは、教育における

6　2024 年 3月現在、1円＝約 105 インドネシアルピア
7　インタビューで「Magister�Terapan」と回答された
ものを翻訳
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「品質方針」として、「質の高い学校として、技術
やビジネスを実践でき、応用力があり、起業家精
神に富む卒業生を輩出することを目標とする」を
明示している。具体的な「品質目標」に、「満足
のいく成績を修めた卒業生 80％」「卒業後 6か
月以内の就職率 75％」「卒業生の平均TOFEL ス
コア 450」などを掲げている 8。
職業経験のある学生への配慮があり、コースの

特性に合う経験やスキルは履修で考慮される。例
えば、ディプロマ 3のコースは高校卒業後すぐ
に入学した場合は修了まで通常 3年かかるが、
職業経験や取得している技能によって 1年や 2
年に短縮することができる。
どのコースも、カリキュラムは理論科目が

40％、実習科目が60％の割合で編成されている。
コース開設の際は、コースが目的とする職業分野
に関連する職業団体などが協力してカリキュラム
を編成する。まず、コース責任者をリーダーとす
るチームによって草案が作成され、その後、卒業
生やコースに関連する職業団体の意見聴取が行わ
れる。卒業生の技術力についてのデータや、到達
目標、独自に作成した技能マップなども参考にさ
れる。ワークショップ形式で、卒業生や職業団体
だけでなく関連の省庁が参加して検討することも
ある。「国の指針に基づきながら、各職業の現場や
情報をアップデートしている」とBudi�Nugroho
氏は説明する。
POLNES から提供された、土木工学科の橋梁

維持修復エンジリアリングプログラム（アプライ
ド修士）のカリキュラム表を見ると、カリキュラ
ム編成に協力した専門家として、自治体の道路開
発局長や橋梁部長、業界関係者として企業のディ
レクターなどの名前が挙げられ、「このカリキュ
ラムが最新のビジネスや業界のトレンドに沿った
カリキュラムになるよう、非常に有意義なイン
プットが提供された」と記載されている。
1クラスの学生数は最大で 24人と決められて

いる。インドネシアではポリテクニックの 1ク

8　POLNES ウェブサイトより�https://www.polnes.
ac.id/index.php/tentang-kami/tentang-kami/
kebijakan-dan-sasaran-mutu.html　2024 年 3 月 21
日アクセス

ラスの人数は 24 人から 30 人までと定められて
いるので、POLNES はその中でも厳しい基準を
設けているといえる。
どのコースでも 1学期（6か月）のインターン

シップが必修で、学校と協力関係のある国内の企
業が主な実習先となっている。また、MoECRT
などの協力により、海外インターンシップもあり、
マレーシア、イギリス、ドイツ、オランダなどで
のインターンシップに学生が参加している。
教員は、大学と同様に、法律に基づき公務員と

して任命される教員と、実務家教員がいる。教員
は、コースの関連分野での学位があれば、実務経
験は必要がない。実務家教員は、その能力がコー
スに適応していることを保証するために、産業界
との協力により募集・採用されている。　
POLNES のカリキュラムは実習に比重が置かれ
ているので、それぞれの分野での知識や技術を
持った実務家教員は、実習の指導にとても有益だ
という。また、インターンシップ科目では、担当
教員二人のうち一人が実務家教員である。実務家
教員は、非常勤として、期間や授業日を決めて契
約をしているケースもある。
就職やキャリア支援には力を入れており、担当

部署として学生キャリアユニットが設置されてい
る。学生キャリアユニットは、学内で開催される
ジョブフェアや就職テスト、求人情報の提供など
の各種支援を行っている。卒業生を対象に運営し
ているポータルサイトでは、インターンシップや
採用の情報、起業に関する情報など、就職のため
に役立つ情報を掲載している。

（3）内部質保証体制
POLNES は、「教育の質保証の精神である質の

高い文化を維持するために、教育業績の継続的な
改善を確実に実施すること」を目的として、教育、

Budi�Nugroho 氏とオンラインインタビュー時の
POLNES 会場の様子
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研究、地域社会貢献の各分野で品質管理（モニタ
リングと評価）を行っている。基準は国の指針で
27 項目が決められており、これに POLNES 独
自の項目として、学生の健康やカウンセリングに
関することを加えている。
品質管理は、学科などのユニットごとに行うこ

とが義務付けられており、PPEPPと呼ばれるサイ
クルを回す形で行われる。PPEPPは、設定（イン
ドネシア語でPenetapan）、実行（Pelaksanaan）、
評価（Evaluasi）、コントロール（Pengendalian）、
改善（Peningkatan）の各頭文字をとったものだ。
ユニット責任者が基準を設定し、その基準に基づ
いて各ユニットが実行する。その評価を年2回、
決まったシステムを用いて行う。これはAMI
（Audit�Mutu�Internal9）と呼ばれている。AMIを
担当するのは学修開発品質保証ユニットである。
このユニットは、研修と試験を受けて ISOの基準
に準拠した資格を持つ教員33人によって構成さ
れている。人的資源部、財務部、施設・福利厚生
部などの管理系部署のサポートを受けて、施設・
設備や書類に関する監査も行われる。手順や基準
はマニュアルに掲載されており、それに沿って進
められる。
AMI の結果は校長に報告され、全教職員が出

席するマネジメントレビューで発表される。どの
ように対応するかは、マネジメント部門が決定す
る。改善が実行された後の報告書も学修開発品質
保証ユニットが確認する。
　

（4）BAN-PT による評価
令和 4（2022）年に、一部のコースが BAN-

PT の評価を受けた。BAN-PT の評価結果のレ
ベルは適格がA「優秀」、B「良い」、C「適切」
の 3段階だが、POLNES はコース別評価では 3
コースがA、19 コースが Bなどと評価され、機
関全体としては Bの判定を得た。高等教育機関
は全てのコースで BAN-PT の受けなければなら
ないと法律で定められており、まだ受けていない
コースは今後、順次受ける予定だという。
BAN-PT の評価を受ける準備としては、まず

9　Mutu はインドネシア語で「品質」を意味する

チームを作り、チームが自己点検・評価に関する
書類を作成した。それを BAN-PT に送付した約
2週間後に 2日間の実地調査が行われた（図 2）。
POLNES の評価を担当した評価員はインドネシ
アの大学とポリテクニックの教員が一人ずつの計
2人だった。実地調査 2日目には、評価員が作成
した実地調査の結果に関する書類（優れている点
や改善すべき点）を受取り、実地調査の 2週間
後には結果が発表されるというスケジュールだっ
た。
Budi�Nugroho 氏は、BAN-PT の評価システ

ムについて、ポリテクニックにも研究が求められ
る点や、教員が持っている技能や資格が評価に反
映されない点など、VET機関には適していない
部分があると指摘する。「現在の評価はワシント
ンアコードに基づいているが、今後はシドニーア
コード 10に変更することを検討している。インド
ネシアの全てのVET機関が協力するフォーラム
が、国際機関に働きかけてVETに適した評価が
行われるよう求めており、技術者の協会なども協
力して推進している。評価に使用するソフトの開
発も行っている」と話した。

BAN-PT の適格認定書

POLNES 提供資料より抜粋

10　技術者教育の同等性を相互承認するための国際協定。
ワシントンアコードはプロフェッショナルレベル、シド
ニーアコードはアカデミックプログラムレベルとされてい
る　https://www.ieagreements.org/accords/
washington/　�https://www.ieagreements.org/
accords/sydney/�　　2024年 3月21日アクセス
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インドネシアへのインタビュー調査のまとめと所
感
BAN-PT はインドネシアの全ての高等教育機

関の機関別評価を行うが、評価機関がない分野の
分野別評価も担っている。また、国が行う設置認
可のプロセスに組込まれ、実質的に教育機関開設
の承認もしていることから、高等教育の質保証制
度の中心となる機関であることがわかる。
BAN-PTの評価システムでは、VET機関は基

本的に大学と同じ基準で行うが、教員の一定数を
実務家教員とする、学修成果を重視するなど、扱
いが異なる部分もあった。学修成果の指標では「過
去 3年間で採用された商品・サービスの数」が

挙げられるなど、どのように調査を行うのか疑問
が残るものもあるが、非常に多くのデータや資料
を求めており、実質的・具体的な成果を重視して
いるようだった。
適合の認定期間は 5年間であるが、BAN-PT

のモニタリングで結果がよければ 5年間延長さ
れるという制度は、日本においても評価負担の軽
減のため同様の仕組みが検討されたこともあり、
非常に興味深いものだった。モニタリングとは何
をするのか、実質的に認定期間は 10年と見るの
かなど、確認しきれなかった点が多く、今後のフォ
ローが望まれる。
日本の専門職大学と類似したVET機関はポリ

【図 2】POLNES が受けた BAN-PT による実地調査のスケジュール

POLNES 提供資料より抜粋
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テクニックだということで、BAN-PT から紹介
を受けて POLNES へのインタビューが実現し
た。ポリテクニックは自然科学系の分野で実務的
な教育を行う高等教育機関で、日本では「工業大
学」と翻訳される例もある。学位は出せないもの
の、大学院への編入も可能であるなど、大学と同
等レベルの教育としてみなされているようだっ
た。インターンシップが必須で、実習中心の少人
数授業、実務家教員の存在感が大きいところなど、
専門職大学に類似している点が多かった。
POLNES は、高等教育機関として内部質保証に
も意欲的だった。
POLNES は、BAN-PT から 1年間で 20 コー

ス以上の評価を受けたと話した。書類調査の後、
2日間の実地調査が行われ、実地調査から 2週間
で評価結果を受領したという。当機構の評価シス
テムでは到底実現できないスピード感であっ
た 11。実地調査のスケジュールも提供していただ
いたが、具体的にどのような確認や面談が行われ
たのかは読取れず、更なる調査が期待される。
POLNES のインタビューには、BAN-PTの代

表者が同席した。当機構の調査研究では、今回の
ように、評価機関から学校を紹介していただくこ
とがあるが、インタビューに評価機関が同席する
のは初めてことだった。POLNES 側が遠慮しな
いか少々の心配もあったが、POLNES は複数の
方が自由に発言し、BAN-PT の評価システムへ
の率直な意見も聞くことができた。両者の関係性
が健全であることの証左といえよう。
インドネシアではイスラム教徒が 8割以上を

占める。今回のインタビューで冒頭のあいさつや、
発行する文書などにもイスラム教関連の語句が多
く見られ、教育における宗教の影響力が強いこと
がうかがえた。BAN-PT は宗教省が管轄する学
校も規制対象とのことだったが、どのような基準
で評価するのか、今後、機会があれば調査してみ
たい。
BAN-PT でインタビューを受けてくれた両氏

は、いずれも日本の大学に留学経験があった。こ

11　当機構の基本的なスケジュールでは、実地調査から
評価結果の確定まで少なくとも 4か月かかる

のインタビューの後、令和 5（2023）年 11月に
当機構事務局を訪れ、当機構理事長などとの面会
が実現した。今後、職員の交流や共同研究など、
連携を深めていくことが期待されている。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）

参考文献
・�早田幸政・前田早苗・島本英樹・田代守（2019）
「インドネシアにおける高等教育質保証システ
ムに関する実地調査報告―ASEANにおける高
等教育の地域藤堂の方向性を見据えて―」中央
大学論集　第 40号、p141-p154

・�BADAN� AKREDITASI � NASIONAL�
PERGURUAN�TINGGI�JAKARTA（2019）
「AKREDITASI� PERGURUAN�TINGGI�
KRITERIA�DAN�PROSEDUR�IAPT�3.0」

　�https://www.banpt.or.id/wp-content/
uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-
PT-3-2019-Kr i te r ia -dan-Prosedur -
IAPT-3_0.pdf　2024年 3月 21日ダウンロー
ド
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2．タイの評価機関と教育機関

①全国教育水準・質評価局
Office for National Education Standards and 
Quality Assessment（ONESQA）
สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ��

機関の所在地
�24th�Floor.,� Phayatai�Plaza�128�Phaya�
Thai�Rd.,�Rajthevee,�Bangkok�10400

日時
�令和 4（2022）年 3 月 2 日（水）15：30 ～
17：30（日本時間）

面談者
Nantha�Nguantad 氏（The�Acting�Director）
Somyot�Cheejaeng 氏（Head�of�Policy�&�
Strategy�Bureau）

Weeranuch�Suksawang氏（Head�of�Policy�
and�Strategy�Development�Section）

Nualsupak�Phunsap氏（Chief�of�International�
Affairs�Unit）

Pichit�Tippayanate 氏（IT�Officer）
調査員
陸　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
板垣　智香　評価研究部評価研究課　係長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

（1）機関の概要
タイの全国教育水準・質評価局ONESQAは、

平成11（1999）年の法改正によって平成12（2000）
年に教育省傘下の公的機関として設置された。就
学前教育から高等教育まで全ての段階の教育機関
の質保証機関であり、外部評価の実施、評価シス
テムの開発、評価員の研修などを行っている。対
象となる教育機関は6万1,000校以上で、学校種
では小学校が最も多く、5万 8,000校以上となっ
ている。
ONESQAの運営資金は国から交付されている

が、独立した組織として運営されている。意思決

定機関である理事会は 11人の理事で構成されて
いる。理事の一人である The�Acting�Director
の Nantha�Nguantad 氏は、「理事は全て教育大
臣が任命しており、企業や行政機関のOBが多い」
と説明する。教育省とのつながりは強く、多いと
にきは月に数度、教育省の政策会議に招かれて出
席している。
理事会では運営方針や評価システムの策定、予

算や各種規則の承認などを行う。理事会は
ONESQAの運営状況を四半期ごとに教育省に報
告する義務がある。
理事会には、基礎教育、職業教育 1、高等教育の

三つの質評価システム開発委員会が設置されてい
る。3委員会とも、委員は事務局長を含めて 11
人以内で、委員長は理事として理事会に出席する
ことなどが定められている。
事務局は評価・認証部、評価促進部、政策戦略

部、総務部の 4部署で構成されている。評価・
認証部は評価の実務を担当し、評価促進部は教育
機関に評価制度の理解を促す事業と、評価員の育
成を行う。政策戦略部は評価の方針や方法の策定
のほか、海外機関との協力に関する業務を行う。
今回のインタビュー協力者の一人である Somyot�
Cheejaeng 氏は政策戦略部の部長で、ONESQA
に入職する前に三つの大学での質評価担当部署の
経験がある。そして、総務部は IT 関連、人事、
法務などを所管している。事務局全体で 84人の
職員と 20人の契約職員が働いている。行政機関
などからの出向者はおらず、全員が直接採用され

1　ONESQAの評価システムでは職業教育（Vocational�
Education:�VE）と表記するが、本調査研究の対象であ
る 職 業 教 育 訓 練（Vocational�Education�Training:�
VET）と同じものとして扱う

Nantha�Nguantad 氏
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ている。
6万 1,000 校もの教育機関の評価を可能にし

ているのは、アウトソーシングの徹底である。実
際の評価実務は全国にある専門の企業に委託して
おり、委託先企業は、ONESQAが任命した評価
員を管理することが主な業務になる。1社で 2、
3校の評価を担当する。

（2）ONESQA の評価システム
タイの教育機関は 5年ごとにONESQAの評

価を受けることが義務付けられているが、大学な
どの高等教育機関のみ任意になっている。
ONESQAは、その評価システムを「内部質保

証（EQA）の基準に従った教育機関の質的発展
の実施における成功を確認するための重要なツー
ルである」とし、5年の評価サイクルごとに目標
を掲げて評価を行ってきた 2。第 1期（平成 13
（2001）～ 17（2005）年）では、目標を「始める」
とし、初めての評価を実施した。第 2期（平成
18（2006）～ 22（2010）年）は目標を「発展
させる」として、評価プロセスにおける IT技術
の活用を促進した。第 3期（平成 23（2011）～
27（2015）年）の目標は「促進する」、第4期（平
成 28（2016）～令和 2（2020）年）は「国家政
策と国際的な文脈に匹敵する」と発展していった。
ITの活用は更に進み、第 4期からは、評価の

申請や評価員と評価校とのコミュニケーション、
評価報告書の確認など、全てのプロセスがAQA
（Automated�Quality�Assurance）と呼ばれる
独自のシステムを通して行われている。なお、こ
の 2年はパンデミックのため、実地調査や研修
などもすべてオンラインで行っている。研修は、
フェイスブックのライブ機能を使い、一度に 10
万人が参加できるという。
評価システムはVETも高等教育も基本的に同

様である。当初はONESQAが策定する評価基
準に基づいた評価が行われてきたが、第 4期か
ら評価基準を廃止し、教育機関が作成した自己点
検評価書（Self-Assessment�Report:�SAR）に
基づいて評価を行うことになった。「教育機関が

2　ONESQA提供資料「外部質保証の進化」による

独自に行う内部質保証と連携することで、事務処
理の負担や重複を回避することができる」との効
果が挙げられている。
なお、評価料は教育機関ではなく、国が負担す

ることになっている。

（3）VET 機関の評価について
ONESQAは評価基準を持たないが、評価を行う

にあたっては、「枠組みとガイドライン」を定めて
公表している。幼児教育、基礎教育、VET、高等
教育の各段階で定められている。VETは、「職業教
育機関のためのEQAの枠組みとガイドライン」と
して、3側面（Aspect）に12の判断事項（Determining�
issue）と「説明」（Description）があり（表1）、
高等教育は、「高等教育のためのEQAガイドライン」
に5分野（Area）に8要素（Element）と「検討
事項」（Issue�for�consideration）が示されている（表
2）。
評価ではこのガイドラインに沿って、主に

PDCAの機能状況をチェックすることになる。
Nantha�Nguantad 氏は、「例えば卒業生に関す
る側面では、卒業生に求められる特性を身に付け
るための計画を策定し、その計画がうまく実践で
きているか、どうチェックしているか、その後ど
う改善しているか、というように PDCAを確認
する」と説明する。
あわせて、社会的責任を果たしているか、例え

ば卒業生の特性について毎年公表しているかなど
も評価の対象になる。実地調査では学生、保護者、
地域住民に対して面談を行い、評価結果に反映し
ている。
VET機関の質保証で重要とされる教員につい

ても、学生や同僚のインタビュー、学生アンケー
トも活用して確認している。高等教育の評価には
ない特徴として、教員が授業をしているところを
撮影した動画データを提供してもらい、評価の対
象にしている。
「職業教育機関のための EQAの枠組みとガイ
ドライン」では、「職業教育機関の目標と目的は、
教員と管理者の育成、協力的な職業教育プログラ
ム、教授と学修の発展のための資源の動員などに
注意を払う必要がある」（側面 2職業教育管理　
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2.3 有効性）、「評価結果は、学修者が自己改善に
役立てられるようフィードバックされ、また、教
員が継続的に自己を改善し、教職を向上させるた
めのインプットとして活用される。そして、教育
機関の教員や管理者が学修社会を構築するための
努力にも焦点が当てられる」（側面 3学修者中心
の教授・学修プロセス　3.1 体系化）といった説
明が付されている。
一般にVETでは、教育の成果として卒業生の

就職率が重視されるが、タイでは教育機関ごとの
就職率など客観的なデータは公表されていないた
め、ONESQAも就職率そのものを評価すること
はない。タイでは、近年、学校卒業後にインター
ネットを使った自営業に就く若者が一定数いると
いう社会状況も関連しているようだ。ただし、企
業などの関連機関との協力関係や、卒業生に対す
る就職先の評価など、個別の状況は評価の対象に
なっている。
なお、タイの令和 3（2021）年度の就職率（高

等教育機関とVET機関の卒業生の合計から算出
したもの）は 69.3％で、就職を希望しながら就
職できなかった卒業生は約 33％と報告されてい

るそうだ。
評 価 結 果 は、Outstanding（ 卓 越 ）、Very�

good（とても良い）、Good（良い）、Average（標
準）、Need�improvement（要改善）の 5 段階
で示される。一方、高等教育の評価では、結果は
「基準に準拠している」「基準に準拠していない」
のどちらかになる。更なる区分けとして「基準に
準拠している」は 3レベル、「基準に準拠してい
ない」は 2レベルでどのような状態に対応する
かの解説が添えられている。
第 3期の評価ではVET機関はその多くが不適

合となった。実習ですべき教育を座学で行ってい
る、実技を教員がやって示すだけで学生にさせて
いないなど、実習関連で問題が多かったという。
「座学でも、例えば関連法規を学ぶとき、読むだ
けではなく、事例集を作って学生同士で協議し検
討するといった授業になるよう期待している」。

3　https://www.onesqa.or.th/en/profile/1291/　
2024 年 3月 21日アクセス

【表 2】高等教育のための EQA ガイドライン

分野 要素
1�．国の経済・社会
の発展に対応した
機関の使命に沿っ
た経営の成果

1.1��国家戦略に対応した組
織体制�

1.2��高等教育機関マネジメ
ントの実施による成果

2�．卒業生（学士、
修士、博士）の質

2.1�学士号取得者の質
2.2�修士課程修了者の質
2.3�博士課程修了者の質

3�．研究の質
　

3.1�研究・創作活動の質
3.2��応用研究と技術革新の

質
4�．学術サービスの
成果

　

4.1��公共サービスまでカ
バーする学術サービス
の成果

4.2��特定の学術サービスの
成果

5�．内部品質保証の
結果

5.1��内部質保証システムの
達成状況

5.2��高等教育機関が提供す
るすべてのカリキュラ
ムの達成状況

ONESQA ウ ェ ブ サ イ ト「Guidelines�for�the�
Fourth�Round�EQA�for�Higher�Education」をも
とに作成 3

【表 1】 　職業教育機関のための EQA の枠組みと
ガイドライン

側面 判断事項
1�．職業教育修了者
の望ましい特性

　
　
　

1.1�適性及び実現可能性
1.2�信頼性
1.3�有効性
1.4��革新性またはベストプ

ラクティス
2�．職業教育管理
　
　
　

2.1�体系化
2.2�信頼性
2.3�有効性
2.4��革新性またはベストプ

ラクティス
3�．学修者中心の教
授・学修プロセス

3.1�体系化
3.2�信頼性
3.3�有効性
3.4��革新性またはベストプ

ラクティス
ONESQA提供資料「Framework�and�guidelines�for�
EQA�for�each� individual�vocational�education�
institution」をもとに作成
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第 4期の総括はまだまとまっていないが、「自己
点検評価書を見る限りは、かなり改善されている」
とのことだ。

（4）評価のプロセス
ONESQAの評価を受けようとする教育機関

は、まず、教育省か高等教育・科学・研究・イノ
ベーション省MHESI に申請し、ONESQAは依
頼に基づいて評価を行うという制度になってい
る。評価期間は原則として 10月 1日から翌 9月
30 日までの 1年間だが、大規模校は 9月中に終
わらず、12月までかかる場合もある。
ONESQAが公表しているフローチャート（図

1）によると、評価のプロセスは以下のようになっ
ている4。高等教育機関も同様のプロセスで行われ
ている。

実地調査前
ⅰ．評価校リストの公表
ⅱ�．ONESQAの基準に従い、AQAを通して
評価員（External�Assessor）を組織

ⅲ�．ONESQA理事長が評価員と評価校のリス
トを承認

ⅳ�．評価校と評価員の公表
ⅴ�．評価員が評価校の内部質保証結果に基づい
て自己点検評価書を分析、必要に応じて追加
資料を請求

実地調査中（実施する場合）
ⅵ�．評価チーム（The�Panel�of�Assessor）が
ONESQAの基準や手続きに基づいて評価を
実施

ⅶ�．評価員が作成した評価報告書（Assessment�
Report）の品質を確認し、AQAを通して関
連書類とともに評価校へ送付

ⅷ�．評価校がAQAを通して受取った評価報告
書を確認

4　https://www.onesqa.or.th/en/profile/1304/　
2024 年 3月 21日アクセス

評価結果に対する意見（Appeal）がある場合　
ⅸ�．評価報告書を再検討するため、ONESQA
の作業部会（The�Appeal�Working�Group）
に意見書を提出

ⅹ�．ONESQAが結果（Result�of�Appeal�of�the�
Assessment）を送付

実地調査後
ⅺ�．評価結果と開発期間の分析を EQA開発委
員会と理事会に提出し、評価結果の認証を受
ける。EQA結果の普及のため、評価結果の
概要を関係者に送付

ⅻ�．AQAとONESQAのウェブサイトを通し
てAQA評価報告書を公表／評価校へ認定書
を送付し、親組織に評価結果を転送

既述のように、ONESQAは評価基準を持って
いないので、評価校は独自の内容の自己点検評価
書を作成することになる。しかし、ONESQAの
各評価システム開発委員会が作成のルールを定め
ているうえ、各監督省庁が求める内容を記述する
必要もあり、ある程度は決まっているのが現実の
ようだ。分量は 40 ～ 50 枚程度で、教育機関の
概要、歴史、学生数、活動計画と実績、内部質保
証の結果などが盛込まれている。
実地調査は第 1期では 1校あたり 5日間ほど

かけていたが、徐々に短縮されて、現在では 2
日間が基本だ。また、実地調査を省略する場合も
ある。
評価員が調査の結果として作成する評価報告書

は、以前は自己点検評価書と同程度の分量だった
が、ここ 2年は減らして 30枚程度になっている。
評価結果やレコメンデーションが記載される。

（5）評価チームと評価員の研修
評価員はONESQAが養成し、委託先の企業

に派遣する形式をとる。ONESQAは、事前に委
託先企業と評価員を集めて説明会を行う。
評価員は、評価校が提出した自己点検評価書や

関連資料の分析、必要に応じて実地調査、評価報
告書を作成することが主な任務になる。
VET機関の評価では、1校あたり 3人の評価
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チームが組織される。リーダー、メンバー、書記
と役割分担があり、一人 1万バーツ 5 の報酬が支
払われている。大学などの高等教育機関を担当す
る評価チームは 1校あたり 4人で、報酬は一人
5万バーツである。高等教育の評価では、大学教
員や大学教員の経験があることが主な条件で、評
価員は評価校の承認が必要となるため、合理的な
理由による申出があれば、変更される場合もある。
評価員になるには、教育学などの学士号を持ち、

教育機関の質保証業務の経験が必要である。
VETと高等教育など、異なる教育段階の評価員
を兼ねることはルール上は可能だが、実際は評価
員のバックグラウンドなどに応じて限定される。
ONESQA の評価員は全教育段階で 4,000 人

弱の登録がある。評価員になるためには自ら応募
し、研修を受けた後、試験に合格する必要がある。
試験科目は、情報技術、評価の基準、コロナ禍で
の評価方法、自己点検評価書の分析手法、オンラ

5　令和6（2024）年 3月のレートで1バーツは約3.8円

イン・オンサイトの実地調査の 5分野。それぞ
れ試験で 70％以上の得点で合格になる。5分野
とも合格すると、総合試験に進む。この総合試験
は 3時間かけて行われ、別途 1時間の IT関連試
験もある。これらも 70％以上の得点で合格とな
る。令和 3（2021）年度は約 3,000 人が応募し、
最終合格者は 1,000 人を下回ったという。
実際に評価員として派遣される前には更に 1

日の派遣研修があり、これを受講する義務もある。
評価員として評価を行った後は、担当した教育

機関、同僚、委託先企業、ONESQAから評価を
受け、その結果は次回以降の派遣に反映される。
評価員資格の有効期間は 3年。期間内に評価

員としての一定件数派遣された実績があり、規定
の研修を受けると更新できる。評価員になると所
属大学などで処遇が良くなるわけではないが、評
価員としての収入を得られるというメリットがあ
る。

【図 1】ONESQA が行う評価のフローチャート

ONESQAウェブサイトをもとに作成
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②ラジャマンガラ工科大学タンヤブリ
Rajamangala University of Technology 
Thanyaburi（RMUTT）
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

（出典：大学ウェブサイト）

機関の所在地
　�39�Moo�1,�Klong�6,�Khlong�Luang�Pathum�
Thani�12110�Thailand

回答者
Apichart�Sonthisombat 氏

　�（Director� of� the�Office� of� Education�
Quality�Assurance）

※同大学の調査は、Apichart�Sonthisombat 氏
に質問票をメールで送付し、回答もメール添付で
受領した（令和 4（2022）年 5 月 31 日（火）
受領）。下記は、一部出典の記載のあるものを除き、
この回答と、添付された資料をもとに構成したも
のである。

（1）機関の概要
ラジャマンガラ工科大学の前身である技術職業教

育校ITVE（Institute�of�Technology�and�Vocational�
Education）は、昭和50（1975）年に設立された。
ITVEは、専門性の高いVETを行うことで、これま
でその価値が低かったVET機関の卒業資格を学士号
と同等に引上げることをめざしていた。自前の校舎
を持たず、学科ごとにほかの教育機関の施設を借り
て教育を行っていたが、教育の効率性と有効性を高
めるため、昭和63（1988）年、首都バンコクにほど
近いパトゥムターニーに管理機能を集約し、ラ

ジャマンガラ工科学校（Rajamangala�Institute�
of�Technology）と改名した。その後、平成 17
（2005）年には、大学卒業者の増加を目指すタイ
政府の政策により大学に昇格、ラジャマンガラ工
科 大 学（Rajamangala� University� of�
Technology）となり、9校に統合・再編された。
今回調査対象となったのはそのうちのタンヤブ

リ（RMUTT）である。「イノベーションは国を
築き、ラジャマンガラ工科大学タンヤブリはイノ
ベーションを創造する」を理念とする総合大学で、
「学術的・専門的能力、創造性、生涯学修力を持っ
た人材を生出し、育成する」「産業、社会、地域、
商業分野で利用される研究、発明、創作、イノベー
ションを創出する」など五つのミッションを掲げ
ている。
RMUTTは令和元（2019）年に政府の政策や

戦略とリンクさせた四つの戦略課題を掲げた。①
イノベーターになることを学ぶ②イノベーション
のための研究③イノベーションを通した学術サー
ビスと付加価値のある芸術と文化（イノベーショ
ンによる社会と文化の強化）④イノベーションの
マネジメント－の 4点である。現在、この戦略
課題に沿った四つのゴール、26 の重要な成果、
32 の戦略が設定され、これらに従って大学が運
営されている。

（2）教育の特徴
RMUTTは、令和 4（2022）年では、技術教育、

農業技術、家政技術、マスコミュニケーション技
術、経営管理など12学部で計117コースがあり、
2万 5,480 人の学生と 1,013 人の教員を抱える
大規模大学である 6。一部の学部では修士課程、博
士課程も置かれている。大学が令和元（2019）
年度の卒業生 6,082 人に行った調査では、回答
した 4,662 人のうち就職者は 3,530 人、非就職
者が 874 人、学業継続者は 258 人となっている。
大学の教育品質保証室ディレクターのApichart�

Sonthisombat 氏は、RMUTTの教育の強みとし
て以下の7項目を挙げた。

6　https://www.eng.rmutt.ac.th/　2024 年 3 月 21
日アクセス
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ⅰ�．卒業後すぐに起業できる
　�　起業のアイデアを育成し、トレーニングや
事業運営の収益化についての知識を提供する
ことで、起業家への成長を促進する方針を
持っている。

ⅱ�．利用可能な資源とサービス
　�　学修施設、近代的な研究室など、充実した
施設・設備と、国内外での職業体験・研修を
支える基金がある。図書館、ランゲージセン
ター、運動場、体育館、ロータスミュージア
ム、男女学生寮など、学修資源としての環境
を提供する。

ⅲ�．教育の質と水準
　�　品質保証システムを開発し、専門的基準に
沿った教育を提供することで、革新的な大学
であるための開発プランと継続的なワークシ
ステムを開発してきた。2021 年には世界的
な大学の質評価基準によるイギリスQS社 7

の評価で星 4を獲得している。
ⅳ�．経験と質を兼備えた教員
　�　教員は現代科学の知識を結集し、豊かな知
識と経験を持って教育に当たっている。人事
管理部署は、教員の基準枠組みに沿った 4
レベルの教員開発トレーニングを行ってい
る。全ての教員が、授業の質について自己評
価を行うことが求められている。

ⅴ�．卒業生の質
　�　40 年以上にわたる卒業生輩出の理念は、
知識が豊富な実務家を養成することに重点を
置く。技術的専門性は、社会的専門性ととも
に、情報技術的専門性、起業家として国内外
においてより高いレベルで学ぶことができる
特別なスキルとしての英語を含む運用能力を
備えている。

ⅵ�．学士、修士、博士課程を提供
　�　RMUTTは、学士、修士、博士レベルのコー
スを提供している。学生は、国家戦略による
人材開発のニーズをサポートするために、公
共と民間の労働市場のニーズを満たす自分の
適性に応じて研究を選択することができる。

7　イギリスの大学評価機関�Quacquarelli�Symonds

ⅶ�．多様な分野での学生支援
　�　学生育成基金を設け、単位互換制度により
留学を支援している。研究及び研究補助、海
外でのインターンシップ、共同教育、海外で
のコンペティション、展示会、ワークショッ
プ、国際シンポジウムへの参加旅費を支援す
る。

（3）内部質保証の特徴
RMUTT では、教育質保証局（The�Bureau�

of�Educational�Quality�Assurance）が内部・
外部の教育質保証の体制整備と準備を担ってい
る。何度かの組織改編を経て平成 23（2011）年
に設置されたもので、教育質保証システム・メカ
ニズム部門とデータ・情報分析部がある。使命、
義務、責任は以下のとおりとなっている。

ⅰ�．学内部局の教育質保証システム開発を管理
する

ⅱ�．学内の教育質保証について、関連機関、
ONESQAなど外部教育質評価部門と調整す
る

ⅲ�．教育の質保証システムについての理解を深
めるため、学内のあらゆるレベルの職員に教
育の質保証の重要性を認識させ、動機づけを
行う

ⅳ�．研修と教育の成果をフォローし、より高度
な教育質保証システムを開発する

ⅴ�．各部門の教育の質保証に関する情報を確認
し、教育の質保証のリスクマネジメントにお
けるナレッジマネジメントを確立する

ⅵ�．監査の実施と学内外の評価者との調整、質
向上計画作成のフォローアップ、質保証に関
する研究成果のフォローアップ、質保証に関
するデータの分析・作成を行い、また、大学
ランキングをフォローする

大学は、カリキュラムレベルでASEAN大学
連合の質保証ネットワーク（AUN-QA）の質保
証システムを採用することを予定している。学部
レベルでは、令和 2（2020）年に試験的に農業
技術、経営管理、科学技術、工、統合医療の 5学
部が EdPEx（Educa t ion � Cr i t e r i a � fo r�
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Performance�Excellence）を導入した。令和 3
（2021）年度以降、全学での導入を予定している。

（4）ONESQA への意見と提案
大学は令和 4（2022）年度中にONESQAの

評価を受ける予定で、評価員のリストは令和 4
（2022）年 6 月 6 日のONESQA理事会で承認
を経て大学に通知されることになっている。「評
価員は、ラチャマンガラ工科大学タンヤブリにつ
いて知識があり、評価員の能力と資格があり、利
害関係のない人物が選ばれることが望ましい」と
した。
自己点検評価書の作成については、すでに

ONESQAによる大学幹部への説明が行われ、様
式もAQAで提供されている。自己点検評価書の
提出も、AQAを通して行う。
ONESQAの評価システムについて、Apichart�

Sonthisombat 氏は、「状況に応じた評価基準や
AQAの開発など、発展し続けていることを賞賛
する」とした。評価結果を記した評価報告書案は、
評価校が事前に確認する機会があるなど、全ての
利害関係者とタイ国内の社会にとって、透明性が
あり、検証可能で、信頼性が高いシステムである

と評価している。また、自身がONESQAの評
価員を務めた経験から、「業務はONESQAの使
命達成のために極めて献身的に行われている。評
価員の研修では、評価員が国家に受入れられるよ
うに全てのレベルで定期的なトレーニングが行わ
れ、試験に合格する必要がある。ONESQAによ
る説明会や、評価員の疑問点を解消するための体
制も整っている」とした。
そのうえで、ONESQAがより発展するためと

して以下の提案や意見を示した。

ⅰ�．教育機関の貴重なデータを保護するため、
サイバーセキュリティを強化すること

ⅱ�．ONESQAが優れた品質保証組織であるこ
とを示すために、マルコムボルドリッジ賞 8

の基準に従うこと（EdPEx はタイの大学に
広がってきており、このプロセスやワークフ
ローを理解すれば、ONESQAの強みとなり、
EdPEx を使用する大学に対する理解が進む）

ⅲ�．評価員のために評価で使用される各種の帳

8　米国の優れた経営システムを持つ企業に授与される
賞。タイの EdPEx は、この審査基準を参照している

　　　　　 【図 2】RMUTT の内部質保証システム開発プランの概要

　　　　　　Apichart�Sonthisombat 氏提供資料より転載
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票は、重複を解消し、短くシンプルでわかり
やすく、実際の業務を反映したものに改訂す
ること

ⅳ�．VETの評価員の研修で、教員でない人が
研修モジュールを作成すると学修のステップ
があちこちに飛び理解しづらいことがあり、
試験のモジュールも回答者の知識やスキルを
判断できるものになっていない可能性がある

ⅴ�．評価の第 1期から現在に至るまで評価員
を務め、優れた評価の質を持つシニアの評価
員に賞賛、栄誉を送ること。これらの評価員
は長い間ONESQAを助けてきた人々であ
り、保持されるべき。ただし、新しい評価員
に注意を払わないという意味ではなく、成熟
度について懸念しており、仕事の一部として
品質保証を見ることによって、品質の文化を
醸成する必要がある。ONESQAの評価員は、
ONESQAが設定した基準を遵守することが
要求される。このような作業により、安全性
と透明性が確保され、親しみやすさも含め、
提示された基準に従ってチェックすることが
できる

ⅵ�．知識マネジメントで行うように、評価員の
経験や知識を、経験のない新しい評価員に伝
えること。そうすれば、評価の質が高まり、
より多くの機関が、良い知識や経験を得たこ
とを教訓として、評価を受けたいと思うよう
になる。タイの教育の質を将来的に国際的な
レベルにまで向上させるために学ぶ

Apichart�Sonthisombat 氏はONESQAの評
価員の経験があるので、ONESQAの評価システ
ムの理解を深めるため、自己点評価書を受取った
後に評価員がONESQAに送付すべき書類を示
してくれた。以下の 9点である。

ⅰ�．外部職業評価員（external�vocational�
assessors）による自己評価書審査フォーム

ⅱ�．ONESQA基準による自己点検評価書検討
のためのガイドライン

ⅲ�．COVID-19状況下での外部質評価報告書、
自己点検評価書

ⅳ�．オンライン実地調査のための教育機関の申
請書

ⅴ�．NESDB訪問地域の学校による申請書
ⅵ�．訪問のスケジュール（評価チームと教育機
関）

ⅶ�．評価チームの訪問前の準備計画書
ⅷ�．実地調査の結果の概要表
ⅸ�．COVID-19 の状況下の実地調査外部質評
価報告書

タイへのインタビュー調査のまとめと所感
ONESQAは、評価基準を持っておらず、教育

機関が独自に作成した自己点検評価書をもとに評
価を行うこと、非常に多くの評価対象校があるこ
となど、評価システムそのものに対する興味が大
きく、そのための質問に時間を割いた。
インタビューの結果、評価基準はないが、実際

は、教育レベルごとに詳しい説明を付したガイド
ラインがあり、加えてONESQAや政府が求め
る項目もあることがわかった。教育機関はこれに
沿って自己点検・評価を行うため、自己点検評価
書の内容はある程度決まってくる。評価員も、ガ
イドラインに沿って書面調査・実地調査を行うた
め、大きな問題はないということだった。

RMUTTのオフィシャル彫像。前国王ラーマ 9世の
ロイヤルエンブレムと、蓮の花で構成されている
（出典：大学ウェブサイト）
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就学前教育から高等教育まで計 6万校以上の
評価を、5年間かけてとはいえ職員 100 人程度
のONESQAが担うということにも、我々日本
の評価機関の職員にとっては現実感がなく9、その
運営方法には興味があった。実際の評価業務はア
ウトソーシングし、評価員や委託先企業への研修
をONESQAが行うということだった。特に無
理なく実現している様子がうかがえたが、委託先
企業の数も相当数に上るはずで、評価の質を担保
するためにどのような工夫をしているのかまでは
聞くことができなかった。
教育機関は評価料を負担せず、ONESQAも国

から運営資金を得ているので、これら委託先への
への委託料、評価員への報酬など全てが国の資金
で運営されていることになる。評価を受けること
が法律で定められていることは日本と同じだが、
タイ政府が教育の質保証に相当な資金を投入して
いることになる。評価員は大学を 1校担当する
と得られる報酬が日本円で 20万円近くになると
いうことだった。タイでは副業が認められている
とのことだが、日本と比べて高い報酬は評価員の
社会的地位の向上に役立っているようで、評価員
になるための試験の合格者は 3人に一人と、厳
しい選抜もうなずけた。
VETの評価で学術系の高等教育と異なる点と

して、教員の授業を撮影したものを評価対象とし、
ガイドラインでは「学修者中心の教授・学修プロ
セス」が主要項目になっていることなどがあった。
以前は実習の方法などが期待されたものになって
おらず不適合になったVET機関が多かったとい
うこともあり、技術や技能をどう教えているか、
学生が実際に身に付けているかを重視しているこ
とがわかった。
RMUTT は、ONESQA の紹介を受けてイン

タビューを申込んでいたが、文書での回答になっ
た。直接話を伺えなかったことは非常に残念では
あるが、丁寧な回答書をいただいたので、本報告
書では得られた情報をできるだけ忠実に記述し、
別途、資料やウェブサイトなどをあたって客観的

9　当機構の場合、評価校数は 7年間で 340 校程度、1
年間では最多で 90校程度である

な裏付けを取るよう努めた。しかし、回答に対す
る追加の質問を受けていただけなかったこともあ
り、理解が間違っている点や不足している点もあ
ろうことをお断りしておきたい。
もとは職業専門学校であり、高等教育進学者の

増加を受けて大学に昇格した経緯を持つRMUTT
では、学士号が取れる実学教育ということを強く
アピールしていた。タイでは学術教育に比べVET
の価値が低く見られる傾向があるが、RMUTTは
労働社会のニーズを満たす卒業生を送出している
ことに誇りを持っているようだった。
回答を寄せてくれたApichart�Sonthisombat

氏は、ONESQAの評価員の経験が長いというこ
とで、ONESQAの評価への意見は非常に具体的
だった。VETの評価員への研修や資格について
の指摘は、VET評価の難しさを表している。評
価員には、その職業分野の知識や経験だけでなく、
アカデミックなバックボーンもある程度は必要に
なってくるのだろう。また、評価員の知識と経験
の継承が重要との指摘は、評価が始まってすでに
20 年以上経過している点で日本の認証評価に
とっても同様の課題であり、賛同できるものだっ
た。
回答書の大学の沿革についての章では、王室か

ら校名を授けられたこと、王室の紋章をもとに大
学エンブレムが作られていることなど、王室との
関わりについての記述が多く、タイが王朝として
長い歴史を持つ国であることが印象づけられた。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）
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3．マレーシアの評価機関と教育機関

①マレーシア資格機構
MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY 

（MQA）
Agensi Kelayakan Malaysia

（出典：MQAウェブサイト）1

機関の所在地
�No.3539,�Jalan�Teknokrat7,�Cyber563000,�
Cyber jaya � Se langor � Daru l � Ehsan ,�
MALAYSIA

日時
�令和 4（2022）年 6月 14 日（火）10：30 ～
12：30（日本時間）

面談者
Khairul�Salleh�bin�Mohamed�Sahari�氏　
Deputy�Chief�Executive�Officer�（Quality�
Assurance）

Annurul�Asyiqin�binti�Md�Yusop�氏� �
Public�and�International�Affairs�Unit

調査員
陸　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
板垣　智香　評価研究部評価研究課　係長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1　https://www.mqa.gov.my/new/profil_MQA.
cfm#gsc.tab=0　2024 年 4月 1日アクセス

（1）機関の概要
MQA は LAN�（Lembaga�Akreditasi�Negara）

を前身とし、QAD（Quality�Assurance�Division）
の質保証部門が統合して平成19（2007）年に設置
された。LANは認証評価を行う機関であり、対象
としていたのは私立の高等教育機関であったが、
MQAは高等教育省の管轄下にある全ての高等教育
機関を対象としている。また、教育省の管轄下に
ある職業カレッジがディプロマを授与している場
合も対象となる。
公式ウェブサイトには、MQAの機能として、マ

レーシアの質保証枠組みであるMQF�（Malaysian�
Qualifications�Framework）の実装、高等教育機
関とプログラムの質保証など6項目が示されてい
る。

1�．To� implement�MQF� as� a� reference�
point�for�Malaysian�qualifications;

2�．To�develop�standards�and�credits�and�
all�other�relevant�instruments�as�national�
references�for�the�conferment�of�awards�
with�the�cooperation�of�stakeholders;

3�．To�quality� assure� higher� education�
institutions�and�programmes;

4�．To�accredit�courses� that� fulfil� the�set�
criteria�and�standards;

5�．To� facilitate� the� recognition� and�
articulation�of�qualifications;�and

6�．To�maintain�the�Malaysian�Qualifications�
Register�（MQR）

MQAを設置し、MQFを実装することは、各
国の高等教育や人的資本の開発に貢献できるとさ
れ、具体例として国際競争力の強化や質保証の地
域ネットワークの構築等が挙げられている【図
1】。

Khairul 氏は、MQAが質保証のフレームワー
クの決定と実際の評価の両方を担っているとのこ
とを他国の質保証機関とは異なる特徴として挙げ
た。一つの機関が両方を担う利点として、諸外国
との比較検証が行いやすい点があり、評価制度を



3838
調査研究１調査研究１

充実させるだけではなく、マレーシア市民やマ
レーシアで学びたい学生に対して、制度の違いを
踏まえつつ、これまで受けてきた教育が国際的に
みてどのレベルのものであるのか情報を提供でき
るとのことであった。
MQAは政府の法定機関であり、正職員は334

人である。Khairul 氏が責任者であるQAの部署
は、2人のシニアディレクターとその下に部門ご
とにディレクターが配置されている。Khairul 氏
によると、女性が多く登用されているとのことで
あった。

（2）MQA における評価
マレーシアでは基本的に機関単位ではなく、プ

ログラム単位で評価を行う。これまでMQAで
認証を行ったプログラムの数は約 1万 6,000 件
となっている。Khairul 氏が「基本的に」と述べ
たのは、一部機関でセルフ・アクレディング・オー
ガナイゼーションとして認められた機関が 19あ
ることが踏まえられている。この機関については、
質保証の面で特に優れていることが認められ、特
別措置として、提供するプログラムを自ら認証す
ることが認められている。ただし、エンジニアリ

2　https://www.mqa.gov.my/new/profil_MQA.
cfm#gsc.tab=0　2024 年 4月 1日アクセス

ング、医学など特別措置の例外とされている分野
もあり、これらの分野についてはプログラムごと
の評価を受ける必要がある。
評価領域は、プログラムの開発と実施、学生の

学習の評価など次の 7領域から構成されている。

Area�1:��Program�Development�and�Delivery
Area�2:�Assessment�of�Student�Learning
Area�3:��Student� Selection� and� Support�

Services
Ares�4:�Academic�Staff
Area�5:�Educational�Resources
Area�6:�Programme�Management
Area�7:��Programme�Monitoring,�Review�and�

Continual�Quality�Improvement3

MQA の評価は、Provisional�Accreditation
（暫定評価）と Full�Accreditation（本評価）の
二つのプロセスが存在する。暫定評価は、プログ
ラムが本評価に先立ち質の最低要件を満たしてい
るかを評価する。本評価は、高等教育機関が提供
するプログラムの教育、学習、その他全ての関連
活動が、質の基準を満たし、MQFに適合してい
るかを確認する。
評価を受ける機関が必要な書類を提出してから

評価結果の発表までの期間は 9週間である。具
体的な流れは、申請を受理した段階で最低 2人
の評価員を指名し、評価報告書を提出するための
さまざまな評価活動を行うが、そのプロセスは対
象となるプログラムによって異なる。
暫定評価の対象となる新しいプログラムの評価

は、提出された書類をベースとした評価を原則と
する。実地調査は基本的に実施しないが内容に
よっては実地調査が必要となる場合もある。本評
価の場合は、必ず実地調査を実施している。
MQAに登録している評価員は約 1,400 人であ
る。実業界関係者も約 10%登録されており、多
様性の確保に努めている。
MQAのアクレディテーションでは有効期限は

3　https://www.mqa.gov.my/new/qa.cfm#gsc.
tab=0　2024 年 4月 1日アクセス

【図１】MQA の貢献と MQF を実装する利点

出典：MQAウェブサイト 2
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定められていないが、大学の取組みの継続性を確
認し、メンテナンスを行っている。メンテナンス・
オーディットは 3～ 5年に一度行われ、そこで
質の劣化が認められた場合、既に付与した認証を
はく奪する可能性もある。例外は 23の専門職団
体に関する分野であり、これらについては認証期
間を設定している。メンテナンス・オーディット
では、より経験豊富な評価員が担当する傾向があ
る。全ての評価について、評価員に対しては適切
な報酬を支払っている。

（3）専門職団体との連携
VET4 機関の質保証は、人的資源省とも連携し、

制度を一体的に運用している。また、VETプロ
グラムの認定に関する政策決定等を行う委員会で
ある JTC（TVET�Joint�Technical�Committee）
は、MQAの代表者が構成員となっている。
一方、プロフェッションと呼ばれる専門職は、

関連する団体（エンジニア協会、医師会、薬剤師
など 23 団体）がある。これらの専門職団体は、
法律上それぞれがアクレディテーションを行うこ
とができるため、MQAは専門職団体が行ってい
る評価との整合性をとり、役割を分担しつつ評価
を行っている。MQAと専門職団体が協力して質
保証、認証を行うことになるため、両機関の連携
が特に重要となる。

②セギカレッジ サラワク
SEGi College Sarawak

機関の所在地

4　マレーシアではTVET（Technical�and�Vocational�
Education�and�Training）と表記されるが、ここでは
VETで統一する

�211� Jalan�Bukit�Mata�Kuching,� 93100�
Kuching,�Sarawak,�Malaysia

日時
�令和 4（2022）年 9月 27 日（火）14：00 ～
16：00（日本時間）

面談者
Susie�Lau�Meng�Ching�氏（Principal）

調査員
陸　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

（1）機関の概要
セギカレッジ�サラワクは、一つの大学、四つの

カレッジからなるセギグループの一つで、平成9
（1997）年に設置された。現在の学生数は約800
人、スタッフが60人（教員25人、サポートスタッ
フ35人）である。セギカレッジは学位授与機関
ではないが、令和5（2023）年からセギ大学のラー
ニングセンターのもとで学位を授与することが予
定されている。ペナン（Penang）、スバンジャヤ
（Subang�Jaya）、 ク ア ラ ル ン プ ー ル（Kuala�
Lumpur）のカレッジについても、高等教育省か
ら既に承認を得ている。
セギカレッジはセギ大学のもとで学位を授与す

るため、ラーニングセンターやカレッジ全体のこ
とについては、カレッジ自身で決定できるものと、
セギグループ本部で決定されるものがある。セー
ルスやマーケティングの戦略、授業料等はカレッ
ジ自身で決定できるが、財政、給与、人事、評価、
雇用、調達等はセギグループ本部で決定される。
ガバナンスは【図 2】のとおりである。
セギカレッジの運営資金は学生からの授業料が

約90%を占める。その他の収入として、短期コー
ス、トレーニングセッション、政府主導のトレー
ニングや研修に関する収入がある。
セギカレッジでは、MQF（Ma l a y s i a n�

Qualifications�Framework）で定められているレベ
ル3～レベル6までのコースを提供しており、授業
料はレベルによって異なる。1年～1年半で終了す

Khairul 氏（上段左）とAnnurnl 氏（上段中）
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るサーフィケートのレベル3の場合、1万～1万5,000
リンギット、レベル4（Diploma）は2万5,000～
3万5,000リンギット、Degreeプログラムであるレ
ベル6は、提携大学の授業料が別途発生することも

あり、5万5,000～7万リンギットとなっている。

（2）セギカレッジ サラワクの VET
学生は理論などを在籍期間の約半分の期間で学

び、残りの半分の期間は産業界で実践を積む
VETが行われている。実践部分では、協力評価
という仕組みを採用しており、産業界のスーパー
バイザーと教員から評価を受ける。
医学コースの場合、学生は実践として病院実習

を行うが、具体的に行うことについてはログブッ
クにまとめられており、それに従って実習を行う。
スーパーバイザーは、実習への取組み状況や実習
を通して身に付けたスキルについての評価を行
う。実習後、学生はオスキーと呼ばれる試験を受
けなければならない。試験は教員が採点し、成績
評価の一部となる。このように現場のスーパーバ

（出典：SEGi�College�Sarawakウェブサイト）5

　　　　　　　　　　【図 2】セギカレッジのガバナンス

Exams Board

College Management
Committee

 Colleges Academic
Board

Appeals Board

Academic Disciplinary
BoardBoards of Studies

SEGI Board of
Govenors

SEGi EXCO

SEGI Management
Committee

SEGi Group of
Colleges Executive
Management Board

SEGi Group of
Colleges Academic

Council

公式ウェブサイト 6 をもとに作成

5　https://colleges.segi.edu.my/sarawak/　2024 年
4月 1日アクセス

6　https : //co l leges . seg i . edu .my/sarawak/
governance/�2024 年 4月 1日アクセス
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イザーによる評価点と、教員による評価点があり、
総合的な評価で成績が決定される。
教員は、実習中に必ず実習先を訪問することと

している。初日と最終日は必ず訪問し、実習期間
が長期に渡るものについては中間にも訪問するこ
ととしている。スーパーバイザーはカレッジ側で
任命している。実習先は、ビジネスセクターや病
院については十分確保できている一方、メディカ
ルラボ等については確保が難しい場合がある。そ
のため、保健省の協力を得たり個別の病院に依頼
したりする等して実習先を確保している。
Susie 氏によるとVETコースを卒業した学生

は、その業種にほぼ全員が就職できているとのこ
とであった。

（3）セギカレッジ サラワクの内部質保証
ファカルティやプログラムについては、日々の

運用状況について評価を行っている。カリキュラ
ム・レビューでは、ふさわしいアカデミックな授
業が行われているか、学生に合ったトピックをふ
さわしいレベルで扱っているか等を確認してい
る。カリキュラム・レビューはステークホルダー
による評価が行われるが、ステークホルダーとし
ては、主に学生、学生を雇用する業界の関係者、
卒業生が想定されている。ステークホルダーは評
価レポート作成し、レポートは学長、レジスト
ラー、レギュレトリーオフィサー、各プログラム
の長等で構成されるカレッジアカデミックボード
で検討される。
学生は、レポートだけではなく、さまざまな形

で内部質保証に関与している。具体例として、毎
学期実施している授業評価や教員評価、年 2回
実施する大学全体の評価等がある。大学全体の評
価では、施設、学生支援やサービス、学校が取組
むべき点等について評価を行う。カリキュラム開

発については、ミーティングに参加することもあ
る。学生の意見を踏まえた改善事例としては、ヘ
ルスケアのディプロマのプログラムについて、学
生によるカリキュラム・レビューのインタビュー
結果をもとに実際に改善を行った事例が挙げられ
る。
教員評価も実施している。教員評価は、学期ご

とに行う学生による評価、同僚による評価がある。
改善点として挙げられるのは、指導の質に関する
ものが多い。そのため、アカデミックカウンセリ
ングを実施し、学生からの評価、同僚からの評価
の両方を提示してアクションプランを考えること
としている。当該教員が教えた経験が少ない場合
は、経験のある教員の授業を見学させたり、OJT
としてトレーニングを行ってもらったりする等の
対応をしている。

（4）MQA による評価
セジカレッジ�サラワクが直近でMQAの評価

を受けたのは令和 3（2021）年 9月である。サー
ティフィケートのレベル 2についてのもので、
サイエンス分野の Full�Accreditation（本評価）
のオーディットであった。この時は 2日間の実
地調査が行われた。評価では学生がMQAから
インタビューを受けるため、学年や分野の多様性
を確保しつつ学生を選出して対応したとのことで
あった。
評価では、基準を満たしているとして適合の判

定を受け、フルアクレディテーションを得ること
ができた。MQAの評価は基準を満たしているか
どうかの評価であり、優れた取組みを特筆して評
価することは行われない。
Susie 氏によると、オーディットに合格しな

かった場合は、MQAからそれが比較的軽微な内
容であれば改善のための猶予が与えられる一方、
入学資格のない学生を入学させている等の極めて
重大な違反の場合は、コースが実際に閉鎖される
こともあり得るとのことであった。また、MQA
の評価について Susie 氏は、評価によるコント
ロールの圧力がやや強い点を指摘している。プロ
グラムによっては、もう少し規制を緩和して各大
学やカレッジに自治権や裁量権を与えることで、

Susie�Lau�Meng�Ching 氏
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よりクリエーティブなプログラムを提供できるの
ではないかと述べている。ただし、全てのプログ
ラムを一律に緩和すべきではなく、医学や薬学な
どの人の生と死に関わるようなプログラムについ
ては引続き厳しい基準が必要であることも指摘し
ている。

マレーシアへのインタビュー調査のまとめと所感
MQAの評価は、一度適合すれば良く原則とし

て有効期限はないが、メンテナンスを行うことで、
教育機関に継続的に質保証に取組むことを求めて
いる。また、専門職団体と緊密な連携を図ること
で、評価のすみ分けを行っている。
日本の専門職大学の場合、機関別認証評価と分

野別評価を受ける必要があるが、両者は評価を受
ける周期が異なる。確かに機関別認証評価と分野
別評価は、評価の目的や基準・視点が異なるもの
の、共通部分も存在する。評価の目的が異なるか
ら当然各機関が定める独自の基準に従って 2回
実施しなければならないという発想にとどまら
ず、評価を受ける大学の負担を軽減する観点から、
機関別認証評価と分野別評価の重複感を避けるた
めの工夫が求められていると感じた。
セギカレッジ�サラワクの Susie 氏のインタ

ビューからは、マレーシアのVETの実態を把握
するとともに、評価を受ける側から見たMQA
の評価について理解を深める機会となった。日本
の専門職大学とは制度が異なるものの、事例から
得られる知見も少なくない。例えば、VETにお
ける成績評価において、実習先の評価をどのよう
に取扱うかという点は、前号の報告書（当機構の
「認証評価に関する調査研究　第 11号」）で日本
の専門職大学に対してヒアリング調査を実施した
際にも課題として指摘された点である。
また、セジカレッジ�サラワクでは、ステーク

ホルダーから出されたレポートを検討し改善に生
かしている。特に学生からの意見は、レポートだ
けではなく、アンケートや会議への参画等を通し
て積極的に学生の意見をくみ上げ、カリキュラム
や機関全体の改善に積極的に生かそうとする姿勢
もうかがえた。

� 中里　祐紀（評価研究部評価研究課　主任）
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Ⅳ　調査研究のまとめ

令和元（2019）年度に日本の新しい大学制度
として発足された専門職大学では、既存の大学と
同様に認証評価の受審が義務付けられることか
ら、既に大学機関別認証評価において多くの実績
を積んだ当機構は専門職大学の機関別評価の実施
を検討することとなった。検討に当たっては、専
門職大学の制度や特色などを適切に評価できるシ
ステムの構築が必要となるため、令和 3（2021）
年に行った国内の専門職大学の質保証に関する調
査研究に加え、今回は海外でのVETの事例研究
をすべく、高等教育の質保証を意欲的に取組んで
いるASEANのインドネシア、タイ、マレーシ
アの 3国のそれぞれの評価実施機関とVET を
行っている高等教育機関を対象に調査研究を行っ
た。
インドネシアでは、国立高等教育アクレディ

テーション機構（BAN-PT）が大学機関別の評
価システムを構築し、評価を実施している。
VET機関に対しても大学と同様に 9つの評価基
準で評価しているが、産業界との連携、卒業生の
進路などについて、特に学修成果に関しては一部
異なる基準を適用させているのが特徴である。評
価のプロセスとしては、大学の自己点検・評価に
基づく書面調査、実地調査と報告書のまとめと、
日本とほぼ同様であるが、全体の実施スケジュー
ルは日本よりもコンパクトとなっている印象であ
る。評価を担う評価員については、資格要件があ
り、要件にクリアしても、BAN-PT の試験に合
格しなければ評価員にはなれないなど日本にない
厳しい審査制度がある。それは評価の質を一定的
に担保するために有効であると考えるが、ピアレ
ビューを中心とした日本の認証評価制度に適用す
るには課題が多いと感じる。
同国ではサマリンダ・ステイト・ポリテクニッ

クというVET実施校が調査の対象である。同校
では化学工学、電気工学、観光、経営学など 10
学科に 28 のコースのVETを提供している。質
保証への取組みでは、「教育の質保証の精神であ
る質の高い文化を維持するために、教育業績の継
続的な改善を確実に実施すること」を目的として、

教育、研究、地域社会貢献の各分野でモニタリン
グと評価（自己評価）を行っている。最近では、
令和 4（2022）年に、一部のコースが BAN-PT
の評価を受けた。評価結果は 3コースがA、19
コースが Bなどと評価され、機関全体としては
Bの判定を得たが、全てのコースで BAN-PT の
評価を受ける必要があり、まだ受けていないコー
スは今後順次受ける予定である。
タイの教育機関の評価については、全国教育水

準・質評価局（ONESQA）が行っている。特徴
として、ONESQAは評価基準を持たないが、評
価を行うにあたっては、「枠組みとガイドライン」
を定めて公表している。評価ではこのガイドライ
ンに沿って、主に PDCAの機能状況をチェック
することになる。VET機関の質保証で重要とさ
れる教員について特に印象深いのは、教員が授業
を行っている様子を撮影した動画データの提供が
求められており、評価の対象にしている。評価結
果について、高等教育の評価では「基準に準拠し
ている」「基準に準拠していない」の2段階に対し、
VET の評価では Outstanding（卓越）/�Very�
good（とても良い）/Goo ｄ（良い）/Average
（標準）/Need　improvement（要改善）の 5
段階で示される。評価のプロセスは日本と同様で
約 1年間をかけて実施している。評価員につい
ては研修を行った上、試験を課しているが、合格
率は 3割程度という厳しいものである。
タイで調査した教育機関は 9つの分校を持つ

総合大学であるラジャマンガラ工科大学のタンヤ
ブリ校である。同校は教育質保証局が内部・外部
の教育質保証の体制整備などを担っており、調査
した段階ではONESQAの評価を受ける予定で
準備を進めているところである。今回の調査は書
面回答によるものであったが、回答した同校の関
係者はONESQAの評価員の経験が長いという
ことで、VET評価に関し多くの意見や問題提起
があった。
マレーシアの評価システムでは、教育機関単位

ではなく、プログラム単位で評価を基本としてい
る。「基本的に」と述べたのは、一部の教育機関
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で Self�Accreditation�Organization として認
められたことが踏まえられている。これらの機関
については、質保証の面で特に優れていることが
認められ、特別措置として、提供するプログラム
を自ら認証することが認められている。ただし、
エンジニアリング、医学など例外とされている分
野もあり、これらの分野についてはプログラムご
との評価を受ける必要がある。マレーシアの評価
機関であるMQAの評価領域は、プログラムの
開発と実施、学生の学習の評価など次の 7領域
から構成されている。VET 機関の質保証は、
MQAと人的資源省などが連携し、制度を一体的
に運用している。一方、プロフェッションと呼ば
れる専門職は、関連する団体が評価を行っている
ため、MQAはそれぞれの団体で行っている評価
との整合性をとり、役割を分担しつつ評価を行っ
ている。
マレーシアで調査したセギカレッジ�サラワク

は、一つの大学、四つのカレッジからなるセギグ
ループの一つで、セギ大学のラーニングセンター
の下で学位を授与することとなっている。学生は
理論などを在籍期間の約半分の期間で学び、残り
の半分の期間は産業界で実践を積むVET教育が
行われている。実践部分では、協力評価という仕
組みを採用しており、産業界のスーパーバイザー
と教員から評価を受けるという。
当機構では、令和 7（2025）年度から始まる

第 4期認証評価より専門職大学も機関別の評価
対象となるが、今後の検討が必要とされる専門職
大学の評価を担当する評価員の養成をはじめ、具
体的な評価の実施方法などについて、前回の国内
調査に加え、今回の海外調査の成果に多くのヒン
トが示唆されているに違いない。

�陸　鐘旻（評価事業部長　兼　評価研究部長）
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Ⅰ　はじめに

1．調査研究の概要・目的

本調査研究の目的は、高等教育の質保証へのス
テークホルダー（特に学生）参画について、欧州
の制度と実態を明らかにし、当機構の評価システ
ム改善に役立てることである。次章でも述べるが
欧州では、高等教育質保証システムへの学生参画
において長い歴史と経験がある。それらについて
は、これまでにもいろいろと研究、紹介が行われ
てきているが、実際の質保証機関（評価機関）が
導入可能性を探る目的での調査研究はまだあまり
行われていない。本調査研究は、具体的に「欧州
で行われる質保証へのステークホルダー（特に学
生）参画はどのようなものか。それは日本に導入
可能か」という問いを立て、それに対して少しで
も有益な情報が得られるよう入念な準備のもと進
められた。
調査は、文献・資料調査に加えて、より実態を正

確に把握するためオンラインインタビューおよびオ
ンラインシステムを利用したアンケート調査により
行った。文献・資料調査の対象については章末を参
考にされたい。オンラインインタビューは、質保証
関連組織と大学に対して行った。質保証関連組織と
しては、欧州高等教育質保証の基本とされる「欧州
高等教育における質保証のための基準と指針
（Standards�and�Guidelines�for�Quality�Assurance�
in�the�European�Higher�Education�Area、ESG）」
策定に関わった、欧州高等教育質保証協会（ENQA:�
European�Association�for�Quality�Assurance�in�
Higher�Education）および欧州学生連合（ESU:�
European�Students’�Union）、さらに英国の代表的
な高等教育質保証機関であり、英国内の全ての地域
で高等教育の質保証に携わっている英国高等教育質
保 証 機 構（The�Quality�Assurance�Agency�for�
Higher�Education:�QAA）の三者に対して、大学と
しては、QAAから質保証への学生参画のグッドプ
ラクティス実践大学として紹介いただいたノッティ
ンガム大学（University�of�Nottingham）、バーミン

調査研究２　欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究

ガム・シティ大学（Birmingham�City�University）、
セントアンドリュース大学（University�of�St�
Andrews）、ハイランズアンドアイランズ大学
（University�of�the�Highlands�and�Islands）の4大
学に対してオンラインインタビューを行った。
インタビュー項目は、質保証関連組織に対して

は、当該組織が行う評価における学生参画につい
て、評価プロセスにおける学生の役割について、
学生評価員について、学生が評価員として参画す
ることについての課題、評価における外部専門家
の参画について、当該組織の運営における学生参
画などである。大学に対しては、当該大学におけ
る質保証への学生参画について（ポリシー、計画、
内容、学生への報酬など）、当該大学の質保証に
参画する学生について（必要な能力・態度、学生
の募集・選抜方法、学生への満足度など）、質保
証への学生参画の成果について（学生の意見の検
討プロセス、成果の調査、成果への満足度など）、
質保証への学生参画の課題について（課題、充実
のための方策など）、学生参画に関する大学の事
務について（学生への研修、サポート、管理）、
学生以外の外部ステークホルダーの質保証への参
画について（外部ステークホルダーの種類、参画
の内容など）である。これら全てについて十分聴
き取りが出来たかは疑問であるが、限られた時間
内にかなり多くの有益な情報を得ることは出来た
と考える。
また、ESUの協力のもと評価活動へ実際に参

画した学生（ESU’s�QA�Student�Experts�Pool
登録学生）に対して、活動経験、活動における成
果、学生参画に対する意識などを尋ねるオンライ
ンアンケートも実施し、学生の生の声を集めるこ
とも出来た。
この後に続く章で、欧州での質保証への学生参

画システムの概要、個別機関・大学へのインタ
ビュー報告、アンケート結果報告を行い、日本の
高等教育質保証システムへの学生参画導入が可能
かどうかについてのまとめを述べさせていただ
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く。

〇インタビュー調査概要　
※日時は日本時間

＜質保証関連組織＞
・欧州高等教育質保証協会

�European� Assoc ia t ion� for � Qual i ty�
Assurance�in�Higher�Education（ENQA）
�実施日時：令和 5（2023）2 月 24 日（金）
17：00～ 19：00

・欧州学生連合
European�Students’�Union（ESU）
�実施日時：令和 5（2023））年 3月 3日（金）
17：00～ 19：00

・英国高等教育質保証機構
�The�Quality�Assurance�Agency�for�Higher�
Education（QAA）
�実施日時：令和 5（2023））年 2月 20日（月）
18：00～ 20：00

＜英国の大学＞
イングランド
・ノッティンガム大学

University�of�Nottingham
�実施日時：令和 5（2023）年 6月 16 日（金）
17：00～ 19：00

・バーミンガム・シティ大学
Birmingham�City�University
�実施日時：令和 5（2023）年 5月 12 日（金）
17：00～ 19：00

スコットランド
・セントアンドリュース大学

University�of�St�Andrews
�実施日時：令和 5（2023）年 6月 20 日（火）
17：00～ 19：00

・ハイランズアンドアイランズ大学
�University�of� the�Highlands�and� Islands
（UHI）
�実施日時：令和 5（2023）年 4月 28 日（金）
17：00～ 19：00

〇アンケート調査概要
�対象：ESU‘s�QA�Student�Experts�Pool メン

バー 72人
�方法：「Google�Form」を利用したオンライン
アンケート
�回答期間：令和 5（2023）年 5月 16 日（火）
～ 7月 15日（土）
回答者：15人（回答率 20.8％）

2．調査研究担当者

本調査研究は、当機構評価システム改善検討委
員会の協力を得て、当機構評価研究部において
行った。名簿は以下の通り。

堀井　　祐介　�大阪大学　学際大学院機構　教授
　　　　　　　（評価システム改善検討委員会委員）
大佐古　紀雄　�育英短期大学　保育学科　教授
　　　　　　　（評価システム改善検討委員会委員）
陸　　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

�堀井　祐介（大阪大学　学際大学院機構　教授）
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Ⅱ 　欧州の質保証の仕組みとステークホル
ダー（特に学生）参画

欧州では、欧州高等教育圏（European�Higher�
Education�Area,�EHEA）構築を謳った平成 11
（1999）年のボローニャ宣言を受けて始まったボ
ローニャ・プロセスに則って策定された「欧州高
等教育における質保証のための基準と指針
（Standards� and�Guidelines� for�Quality�
Assurance�in�the�European�Higher�Education�
Area、ESG）」が高等教育質保証の基本とされて
おり、ここに高等教育質保証活動への学生参画が
明記されている。ボローニャ宣言、ボローニャ・
プロセスともに任意の活動とされており、条約レ
ベルでの強制力はないが参加国の高等教育政策に
大きな影響力を持っている。令和 2（2020）年
までの 2段階で進められたボローニャ・プロセス
では EHEA構築に向けて原則 2年に一度の閣僚
会議が開催され、個別のテーマ毎にフォローアッ
プグループが活動を行ってきた 1、2。
ESGは、EHEAにおける質保証の基本的考え方

をまとめたものとして平成17（2005）年に策定され、
数度の改訂の後、平成27（2015）年の大幅改訂に
より現在の形となっている。2005年版の序文では、
「ボローニャ・プロセス加盟閣僚会議は、以下の目
的のために、2003年9月19日付ベルリンコミュ
ニケに、欧州高等教育質保証協会（ENQA:�
European�Association�for�Quality�Assurance�in�
Higher�Education3）、 欧 州 大 学 協 会（EUA:�
European�University�Association4）、欧州高等教
育機関協会（EURASHE:�European�Association�of�
Institutions�in�Higher�Education5）、欧州学生団体
連 合（ESIB:�European�Student�Information�

1　EHEA�https://www.ehea.info/page-how-does-
the-bologna-process-work
2　European�Education�Area　Quality�education�
and�training�for�all
https://education.ec.europa.eu/education-levels/
higher-education/inclusive-and-connected-higher-
education/bologna-process
3　https://www.enqa.eu/
4　https://eua.eu/
5　https://www.eurashe.eu/

Bureau、現在の、欧州学生連合（ESU:�European�
Students’�Union6））を招いた。その目的とは、質
保証の基準、手順、指針を合意の上まとめること、
質保証および質保証機関についての適切なピアレ
ビューシステム確立の方策について調査すること、
2005年までにボローニャプロセスフォローアップ
閣僚グループに対して報告書を提出することであっ
た。また、閣僚会議は、他の質保証機関および質保
証ネットワークの専門家の意見にも十分配慮するよ
うENQAに求めた」と記されている。また、2015
年版序文では、改訂に至る背景の説明として平成
24（2012）年の閣僚声明により、上記ENQA、
ESU、EUA、EURASHEの4団体に対して、エデュ
ケーション・インターナショナル（EI:�Education�
International7）、 ビ ジ ネ ス ユ ー ロ ッ プ
（BUSINESSEUROPE8）、欧州質保証機関登録簿
（EQAR:�European�Quality�Assurance�Register�
for�Higher�Education9）と協力し「その適用範囲も
含めて、明確性、適用可能性および有用性を改善す
るため」ESGの改正草案の作成を依頼したとされ
ている。
この ESG策定において中心的役割を果たした

のが ENQAである。ENQAは、欧州における
高等教育質保証分野での連携を促進するため
European�Network�for�Quality�Assurance�in�
Higher�Education（欧州高等教育質保証ネット
ワーク）として平成 12（2000）年に設立された。
その後、平成 16（2004）年の総会において
European�Association�for�Quality�Assurance�
in�Higher�Education（欧州高等教育質保証協会）
へと衣替えし、現在に至っている。ENQAの基
本構想は、平成 6（1994）年～平成 7（1995）
年にかけて実施された、質保証分野での協力体制
の有効性を示した「高等教育分野における質評価
パイロットプロジェクト」に遡る。このパイロッ

6　https://esu-online.org/
7　https://www.ei-ie.org/en
8　https://www.businesseurope.eu/
9　https://www.eqar.eu/
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トプロジェクトが欧州における高等教育質保証連
携に関する欧州連合理事会（the�Council�of�the�
European�Union）勧告、さらに平成 11（1999）
年のボローニャ宣言へとつながっている。
ENQAは、自らの規約において、以下をその

目的として掲げている。
⃝　�EHEA における高等教育の質の向上に貢献

する
⃝　�EHEA における質保証プロセスとシステム

を開発する
⃝　�欧州および国際社会において加盟機関を代表

する
⃝　�高等教育の質と質保証に関する問題について

欧州レベルでの政策決定に影響力を持つ
⃝　�欧州および国際社会における質保証機関間の

協力を促進する
⃝　欧州レベルにおける高等教育質保証の促進
現行の ESG2015 では、第一部で背景、範囲、

基本的考え方（概念）、目的、原則などについて
述べた後、続く第二部において、高等教育機関に
おける内部質保証、高等教育機関に対する外部質
保証、外部質保証機関の質保証の 3つのレベル
について章が設けられ、それぞれの章で以下の様
に基準とガイドラインの説明が記されている 10。
内部質保証に関する基準とガイドライン

　　1.1�質保証の方針
　　1.2�プログラムの設計と承認
　　1.3�学生中心の学習、教授および評価
　　1.4�学生の入学、進級、認定および証明
　　1.5�教員
　　1.6�学習資源と学生支援
　　1.7�情報管理
　　1.8�情報公開
　　1.9�プログラムの継続的監督および定期的評価
　　1.10�周期的な外部質保証
外部質保証に関する基準とガイドライン

　　2.1�内部質保証の考慮
　　2.2�目的に沿った方法論の設計
　　2.3�実施プロセス

10　大学改革支援・学位授与機構作成日本語訳より　
https://www.niad.ac.jp/n_kokusai/info/eu/
esg2015_japanese-translated.pdf

　　2.4�ピアレビューの専門家
　　2.5�成果に関する基準
　　2.6�報告
　　2.7�苦情と不服申し立て
質保証機関に関する基準とガイドライン

　　3.1�質保証の活動、方針およびプロセス
　　3.2�公的地位
　　3.3�独立性
　　3.4�活動の分析
　　3.5�資源
　　3.6�内部質保証と専門性
　　3.7�質保証機関に対する周期的な外部の評価

これらの項目は、ENQA会員資格審査判断基
準として用いられているだけでなく、欧州におけ
る高等教育機関、外部質保証制度、外部質保証機
関に対する文字通りの基準およびガイドラインと
なっている。
策定時から欧州学生団体連合（ESIB:�European�

Student�Information�Bureau、現在の、欧州学
生連合（ESU:�European�Students’�Union））が
関与している点は、遡れば1960年代からの世界
的な学生紛争（スチューデント・パワー）をきっ
かけとした大学改革の流れを受けている。加えて、
欧州においては初等教育段階から学校運営に児
童・生徒が関与する仕組みを持っている国もある
ことが大学レベルでの学生参画活性化につながっ
ているとの声もある。
また、第一部において「利害関係者（stakeholder）

は、高等教育機関のあらゆる関係者―学生および
教職員、ならびに雇用主や高等教育機関の外部パー
トナーなどの外部利害関係者を含む―を包含する
ものと解する」と記されている点からも学生は、
教職員と同列の利害関係者として位置づけられて
いる。さらに、ESGの個別項目においても3つの
レベルそれぞれにおいて以下の様に学生参画につ
いて言及がある。

内部質保証に関する基準とガイドライン
　　1.1�質保証の方針
　　　　�学部、大学院および他の組織部門ならび

に高等教育機関の経営陣、個々の職員お
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よび学生など、質保証に責任を負う者
　　1.2�プログラムの設計と承認
　　　　�学生や他の利害関係者の参画を得て設計

する
　　1.9�プログラムの継続的監督および定期的評価
　　　　�プログラムは、学生や他の利害関係者の

参画を得て定期的な評価を受け、改善が
図られる

外部質保証に関する基準とガイドライン
　　2.4�ピアレビューの専門家
　　　　�外部質保証は、1名あるいは複数の学生

メンバーを含む外部専門家グループが行
うべきである

質保証機関に関する基準とガイドライン
　　3.3�独立性
　　　　�公式結果の独立性：利害関係の背景を持

つ専門家（特に学生）も質保証プロセス
に参画するが、質保証プロセスの最終結
果は質保証機関が責任を負う

上でも述べたが、ESG策定およびESG2015改
訂にはESUを通じて学生からの声も反映されて
いる。加えて、ESUでは、「学生のための質探究
プロジェクト（Quest�for�Quality�for�Students�
project、以下QUEST）（25）」を運営している。
QUESTでは、Web上で学生評価委員養成、学
生向け大学評価解説、機関向け学生参画の利点説
明、その他関連資料情報を提供するとともに、
QUESTセミナーなどの研修を実施している。研
修を受けた学生を登録する仕組み（QA�Student�
Expert�Pools）も用意されている。この仕組みは
ENQA、各国の質保証機関、各国の学生評価委員
登録制度などとも連携している。これらの学生参
画は、ボローニャ・プロセス、ESGに基づく活動
であり、学生中心の学習、教授および評価、学生
支援体制構築、および、それらを含む高等教育機
関の活動に対する評価に学生の視点を入れること
に役立っている。
以上述べてきたように、欧州における高等教育

質保証システムは、ENQAを中心として学生を
含む利害関係者団体により策定された ESG に
則って運用されている。その ESGにおいては、

内部質保証、外部質保証、質保証機関の質保証の
3つのレベルそれぞれにおいて学生が参画するこ
とが明記されている。EHEAエリア内各国はこ
の ESGを遵守しながら自国の高等教育質保証シ
ステムを構築している。1960 年代からの学生紛
争において日本も大学改革は行われたが、文化的
背景の違いなどにより学生を対等のステークホル
ダーとする考え方は残念ながら発展しなかった。
欧州でのこのような歴史・背景を伴ったシステム
を日本で構築することは難しいと考えられるが、
一つの参考事例として学ぶ価値はあるものと思わ
れる。

�堀井　祐介（大阪大学　学際大学院機構　教授）

参考文献・資料
・�翻訳版「欧州高等教育圏における質保証の基準
とガイドライン」（2016 年 1月）

・EHEA�
　�https://www.ehea.info/page-how-does-
the-bologna-process-work

・�European� Educat ion � Area � Qua l i ty�
education�and�training�for�all

　�h t t p s : / / e du ca t i o n . e c . e u r opa . e u /
education-levels/higher-education/
i n c l u s i v e - and - connec t ed - h i ghe r -
education/bologna-process

・ENQA
　https://www.enqa.eu/
・EUA
　https://eua.eu/
・EURASHE
　https://www.eurashe.eu/
・ESU
　https://esu-online.org/
・Education�International
　https://www.ei-ie.org/en
・BUSINESS�EUROPE
　https://www.businesseurope.eu/
・EQAR
　https://www.eqar.eu/
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Ⅲ　質保証関連組織へのインタビュー調査

①欧州高等教育質保証協会
European Association for Quality Assurance 
in Higher Education（ENQA）

（ウェブサイトから転載）

機関の所在地
�Rue� de� l’Industrie� 10,� 1000� Brussels,�
Belgium

日時
�令和 5（2023）年 2月 24 日（金）17：00 ～
19：00（日本時間）

面談者
�Anna� Gover 氏（Director� –� Quali ty�
Assessment）

調査員
堀井　　祐介　大阪大学　学際大学院機構　教授　
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
陸　　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1．機関の概要 1

ENQA�は、高等教育質保証分野における欧州内
の協力を促進するために、高等教育の質保証のた
めの欧州ネットワーク（European�Network�for�
Quality�Assurance�in�Higher�Education）として
平成12（2000）年に初めて設立された。平成14
（2004）年に、ヨーロッパの高等教育の質の維持と

1　本節の記述は、ENQA公式サイト“About”による。（最
終閲覧：2024 年 4月 2日）

向上に貢献し、すべてのボローニャ・プロセス署
名国における質保証の発展の主要な原動力として
機能することを目的として、欧州高等教育質保証
協 会（European�Association� for�Quality�
Assurance�in�Higher�Education）に名称を変更し
た。ENQAは自らの使命を「欧州高等教育圏
（EHEA）の質保証機関のステークホルダー組織で
あるENQAは、国際的に彼らの利益を代表し、国
内で彼らをサポートし、包括的なサービスとネッ
トワーク化の機会を提供する。ENQAの傘下で、
質保証機関のコミュニティが質保証の革新を推進
し、質保証プロセスを洗練させている」、としてい
る。
ENQAは会員組織の形態を持つ。会員の範囲と

なるのは、欧州高等教育圏における高等教育質保
証組織である。ENQA会員になるためには、欧州
高等教育圏の質保証の基準とガイドライン（ESG:�
Standards� and� Guidelines� for� Quality�
Assurance�in�the�European�Higher�Education�
Area）に適合していることを証明する必要がある。
欧州高等教育圏の形成を目指して平成 11

（1999）年にスタートしたボローニャプロセスの
取り組みにおいて、当初から質保証は大きなテー
マの一つであった。ENQA が平成 12（2000）
年に創設され、ESGの初版が平成17（2005）年
に策定されたのはこの流れである。ESGは、内
部質保証および外部質保証の枠組みを提供するも
のであり、現行のものは平成 27（2015）年欧州
高等教育圏関係閣僚会議で採択された。いわゆる
E4 グループ（ENQA、EUA（欧州大学協会）、
EURASHE（欧州高等教育機関協会）、ESU（欧
州学生連合））およびその他のステークホルダー
（Education�International、Business�Europe）、
および EQAR（欧州質保証機関登録簿）が協力
してESG2015の草案を作成した。この枠組みは、
2005年版においても同じである。

2．ESG における学生参画
Anna�Gover 氏がまず強調したのは、ESGは

多くの高等教育ステークホルダーが合同で作成し



5353
欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究欧州における高等教育の質保証へのステークホルダー（特に学生）参画に関する調査研究

たことである。高等教育関係団体、質保証関係団
体、そして学生団体の代表である ESUも参画し
ている。この状況は平成 17（2005）年に ESG
初版が出た時から変わらず 2015 年版でも同じ団
体が参画した。学生の声の反映は、当初からの基
本的な考え方の潮流にある。国による若干の温度
差はあるものの、質保証への学生参画の歴史は
20 年と長く、その中でマインドセットが培われ
たことにより、学生参画はその是非を議論する余
地もなく当たり前のこととして考えられるように
なった。
もちろん欧州は特殊でユニークな背景があるこ

とは理解している。日本の状況（インタビューに
先立って調査団から若干説明した）やアジア、ア
フリカ、アメリカの機関とのやり取りを踏まえる
と、欧州とは状況は異なっているようだ。質保証
における学生参画は、欧州の方が特殊なのかもし
れない。
とはいえ、欧州でみられた傾向はアフリカや

ASEAN諸国でもみられ、学生参画のモデルに舵
が切られつつある。質保証に学生を参画させるこ
とを盛り込んだ ESGに相当する方針も存在する
し、そうでなくとも彼らの地域に合わせた形で策
定されたものがある。欧州ほどではないとしても、
学生参画を教育において重視していく方向性がみ
られるそうである。
学生が各機関の質保証の責任者に含まれるよう

に定められたことが、ESGの 2005年版と 2015
年版との大きな違いである。2005年版において
は学生参画の重要性を示唆するに留まっていた。
「学生中心の学習」（Student-centered�Learning）
に欧州高等教育の方向性の舵が切られた約10年
近く前がこの変化の起源と思われる。学生たちを
学習体験の共同創造者とみている。ただし、内部
質保証でも外部質保証でも、この「学生中心の学
習」が指す概念に対する共通理解を得ることの難
しさがある。議論の中心になるのは、学生たちを
どう参画させるかよりも「学生中心の学習」とい
う概念の捉え方が議論の的になる。
ESGの作成は長期間にわたってのオープンで

広範なプロセスを踏んでいる。ドラフト原稿を書
き、様々な方面にコンサルを求めフィードバック

を得たら、また次のドラフト原稿を書く、といっ
たプロセスを何度も繰り返した。2015 年版が出
たときは、すでに関係者はみな、一連のドラフト
を得たら、また原稿を何度も読んでいるので、よ
く理解できる状態で完成版を迎えることになる。
ESGも上から押し付けられたものではないと関
係者が幅広く捉えることができた。これこそが欧
州高等教育の質保証活動の成功要因だと思ってい
る。これは、各ステークホルダー間の協力から生
まれたものだと捉えているとのことである。
なお、欧州においては教育に限らずさまざまな

分野で多国間の政策調整の手法としてとられる
「開放的調整手法（OMC:�Open�Method�of�
Coordination）」に該当すると考えられることを
筆者から補足したい。多くのステークホルダーを
巻き込むことは、欧州ではよくとられる手法なの
である。

3 ．ENQA の会員である個々の質保証機関の学生
参画
Gover 氏によれば、学生参画する上での方針

や傾向について、質保証機関の間での大きな違い
はないが、細部での違いは見られるそうである。
すべての質保証機関で、何らかの学生参画がガバ
ナンスや意思決定機関においてなされているが、
フルタイムメンバー、オブザーバー、コンサルテー
ションといった参画する学生の置かれる立場の違
いはみられるようである。方法の立案や質保証の
プロセス設計でも学生参画がなされているが、委
員会に入っている学生たちに関与させるのか、そ
れともより広い学生代表の声をいれるのかといっ
た違いもある。教育プログラムなどの審査を行う
パネルにも、メンバーに学生を入れることが求め
られている。参画の度合いには質保証機関間での
差が出る。他のメンバーと同じ権利と責任や権限
を有することもあれば、例えば学生に関すること
までが関与の範囲とされる限定的な代表権を持つ
こともある。なお、質保証機関における学生参画
に対するレビューは ENQAでも実施しており公
刊しているが、傾向などを整理するようなことは
していないそうである。
積極的な評価や特徴ある方針を持つ質保証機関
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があるかどうかをたずねてみたところ、少し難し
い質問だとの回答があった。上述の通り、質保証
機関間で学生参画の方針の大きな違いはなく、細
部に異なりがみられるので、特徴そのものよりも、
高等教育の枠組みにおいて支援や協力が全体を通
してどのように行われているかに着目することに
なる。
そこで興味深い事例としてあげられたのがス

コットランドである。内部質保証や外部質保証に
おける学生の参画を支援する団体として sparqs
（student�partnerships� in�quality�Scotland）
がある。スコットランドの大学と協力して大学で
行う研修などを提供している。この研修は、学生
参画の内容を理解させること、そして所定の研修
を受けたアンバサダーが学内で活動してもらう役
割を果たしている。ワークショップや研究活動な
ども行い、質保証機関により外部質保証を支援す
る活動もある。
多くの国では、国全体で質保証に関わることが

できる学生のプールを有している。ここから学生
たちが外部質保証に関わることもあり、研修の
コーディネートを行うこともある。国の質保証機
関と共同で行うこともある。国際的な交流を伴う
活動もあり、言語を同じくするドイツ、オースト
リア、スイスなど、国境をまたいだ質保証の学生
グループもある。
質保証における学生参画に何らかの構造をもた

せており、それに支援があると上手くいく傾向が
ある。ただ質保証機関が策定した方針の存在だけ
ではなく、より広範に高等教育のセクターにおけ
る協力関係があってより有効に機能すると考えら
れるそうである。
学生参画について ENQAから各国の質保証機

関に行っている指導や助言についてたずねてみ

た。Gover 氏によれば、ENQA の立場では、
ESG以外の公式な方針はもっていないが、他団
体との協働において助言を行うことはあるそう
だ。最近のプロジェクトとして、質保証における
ステークホルダー参画の効果についての研究があ
り、報告書、ガイダンス、助言を出している。
この研究のひとつのポイントは、学生参画が意

味のある本質的な参画とならなければならないこ
とである。例えば、学生が参画している組織で、
実際の彼らの声に耳を傾け、投票権を与え、貢献
する機会を与えなければ全く意味がない。様々な
プログラムをレビューするパネル（評価チーム）
に関しても言える。パネルに学生を入れることが
求められているが、ENQAの立場として注視す
る必要があるのは、ただパネルメンバーに含まれ
ているかどうかではなく、彼らの意見にしっかり
耳を傾けるなど、実際にその参画の形が意味ある
本質的なものになっているかである。
そして、学生参画は、他のステークホルダーよ

りも質保証活動に関与する時間が短くなってしま
うこともある。学生は学生の期間である 3～ 4
年という限定的なものとなる。当然ながら、学生
の参画は他人のために行う性質が強くなる。つま
り学生の参画の成果は彼らが学生である期間には
あらわれてこないことがとても多い。だからこそ、
研修やサポートを大切な焦点として学生たちに提
供する必要があり、また早期に学生を巻き込むこ
とも必要になる。さらに、できるだけ早く彼らに
成果を伝えるコミュニケーションが必要である。
学生たちは、自分の活動がどう次に繋がったのか
知りたいはずで、できるだけタイムリーかつ迅速
なフィードバックを行うことを重視する必要があ
る。なお、日本と違って年齢が多様な傾向にある
欧州において、若い学生が参加できているかどう
かを確認したところ、18 ～ 22 歳の学生たちに
特に参画を促しているとのことであった。最初に
高等教育受益者となる層の意見を反映することが
最も重要と考えている。年齢の高い学生の意見を
反映することも重要だが、そうした学生は意見も
異なりやすいことから、同じ学生でも別の種類の
ステークホルダーになると考えられるとのことで
あった。

インタビューの様子。左上がAnna�Gover 氏
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学生時代に質保証活動に関わった学生たちが高
等教育分野に強い興味をもち、自身のキャリアに
つなげていった例がある。特に欧州レベルの活動
に参画した学生にそういう傾向がよく見られる。
ESUの活動に関わった学生が、国レベルや欧州
レベルの高等教育や質保証に関係する団体に就職
した事例として欧州質保証機関登録簿（EQAR）
に入職した者のうち、少なくとも 3名の学生は
かつて ESUで活動していたことがあげられた。

4．ESG における外部ステークホルダー参画
ENQAでは、内部質保証において外部ステー

クホルダーを学外ならば何らかの形で定義してい
るかどうかをたずねた。Gover 氏によれば、
ENQAとしてはESGに記載した以外の定義はな
いとこことだった。その大学がもつ背景に従属的
なものだからというのが理由のようだ。
学外ならば、まずは卒業生が中心となる。例え

ば学生たちの雇用主になる労働市場のニーズに対
応できているか、卒業生がもっていたキャリアへ
の期待に応えられたかといったことを聞き取る意
味でも卒業生は大切である。さらに、様々な外部
パートナーに対して良い活動ができているかも確
認できる。大学の活動にもよるが、地元のビジネ
スや地元の地方自治体など、様々なパートナー団
体やコミュニティに対してステークホルダーとな
り得るし、国際的な活動をする大学なら、より国
際的なパートナーが出てくる。
なお、詳細を伺うことはできなかったが、雇用

主との関係づくりの方法が多岐にわたっているこ
ともうかがうことができた。例えば職業訓練の専
門学校の場合だと、その業界のスキルを学んでい
るので、業界団体や雇用主などともつながりを作
るのは比較的容易となる。逆に大学など教育の範
囲が広くなってくると、これが難しくなる側面が
ある。

5 ．ENQA が Agency Review を行う際に評価
チームに加わる学生評価員
Agency�Review（質保証機関に対する評価）

にたずさわる学生評価員に対して ENQAで行う
研修についてGover 氏にたずねた。通常では、

新規でレビュアーとなった学生たちに、1日研修
を行う。多岐にわたったトピックをカバーし、原
則論、方法論、ESGを扱う研修、ESGの中でも
とりわけ解釈が難しい項目や、レビューに必要な
項目に関して、追加での議論も行われる。評価の
プロセス、インタビュープロセス、勧告書の作成、
コンプライアンスが守られているかどうかの決定
などをテーマに、ロールプレイ形式の研修も行っ
ている。学生は在籍期間が短いからこそ、特徴的
な研修を行うことが重要なのはAgency�Review
で も 同 じ で あ る。ENQA な ど の Agency�
Review に携わる学生は、ESUから推薦されて
いる。すでにESUで十分な研修がなされており、
ENQAから行う研修は ENQA特有の内容に関
わるものとなる。長期にわたって ESUとのパー
トナーシップを築いているので、研修内容にも強
い信頼を置いている。
ESUが質保証エキスパートとして学生を選ぶ

際には、何らかの形で自大学での内部質保証に関
わった経験がある学生、もしくは国レベルで自国
の質保証機関に関わった経験がある学生がまず入
る。その中から、欧州レベルの機関でさらに経験
を積むことを希望しているので、最も経験値が高
く、また国際的な経験もあるグループになる。特
に ENQAは国際機関なので、異文化理解や国際
感覚への敏感さは非常に必要とされている。これ
は学生だけでなくすべてのステークホルダーに求
められることでもある。
ENQAでは、Agency�Review にたずさわる

学生評価員と契約を結ぶが、レビューごとに結ば
れるフリーランス契約なので、ENQAスタッフ
としての扱いにはならない。報酬は支払をしてい
るが、評価員の中でも、議長や報告書のドラフト
原稿を書く事務局長（Secretary）になるとより
大きな責任が生ずるので、より多くの報酬が支払
われる。
研修は、以前は年に 1回対面のみで行われて

いた。現在は、より効率的でコスト削減にもなる
ためオンラインにシフトしている。ただし、face�
to�face の良さも活かすべく一部対面のセミナー
も行っている。また、研修は、新しい評価員だけ
でなく経験のある評価員に対しても行っている
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が、私たちが彼らの声を聴く機会ともなることか
ら、これも対面でその良さを活かしている。コロ
ナ禍以降どこの組織でも同じかと思われることだ
が、ENQAでも両者の良いところをできるだけ
うまく活用して、対面とオンラインのバランスを
確立する努力をしている。メリットとデメリット
のバランスのとり方が重要だと思っている。
学生からのクレームはほとんどない。他のメン

バーは質保証の専門家や他の質保証機関のメン
バーやアカデミアの人物であるため、学生参画に
ついても十分容認している。学生たちは意見に耳
を傾けてもらえない気持ちにはなっていない。他
のメンバーから学生評価員が貢献不十分であると
のコメントを受けたことがあるが、学生が試験時
期と重なってしまって時間のやりくりの難しさが
あったことが原因と思われる。ESUからは信頼
できるメンバーがスクリーニングされて推薦され
ていることを考慮すれば、これは非常にまれなこ
とである。
　

6．その他関連して得られた知見
国際的に高等教育分野でもDEI（Diversity、

Equity、Inclusion）の重要性がうたわれている
中で、学生参画における多様性や包摂などに関し
てもGover 氏にうかがってみた。
これは欧州においても非常にホットかつタイム

リーなトピックである。質保証に限らず、高等教
育全体での学生参画やアクセスをどのように推し
進めるのかが課題となる。多くの議論がなされて
おり、ニーズ、評価、ポリシー方針の策定、実践
レベルでも必要性が叫ばれている。社会全体から
の支援でよりアクセスを広げていかなければなら
ない。社会の多様な側面において学生団体を参画
させる必要性をめぐった議論がなされている。質
保証では、特別の難しさがあり、質保証に関わる
ような学生は、すでに発言することに関して自信
をもっていて実際にそれができ、機会へアクセス
する術をすでに持っている。そのようなタイプで
はない、より広い学生たちに対してどうやって門
戸を広げていくか、今後より議論されなくてはな
らず、私たちももっと積極的に取り組まないとい
けないと思っているそうである。

欧州でもっとも議論されているのは、高等教育
へのアクセスをさらに増加させること、そしてア
クセス増加に伴って多様化する学生たちへの適切
なサポートをいかに行うかになる。もう一つのト
ピックは、学習のパスが柔軟になってきている中
で、教育の受け方が変わってきていることである。
18歳で大学に入って学士課程 3年間プラス修士
課程 1年間を経て、社会人となるか学問を更に
究めるかというルートだけではなく、生涯学習や
リスキリングも含めて継続的な学習が重視されて
いる中で、学生の学び方も異なってきている。こ
うした変化にどのように質保証を合わせて多様化
させていくか、彼らの新しい意見をどうやって取
り組んでいくかが難しいところになっている。正
直にいえば、多様な声を集約することについては
改善すべきことがもっとある。質保証に直接関
わってくる学生の団体は、本質的には多様だと言
い切れないと思っている。
また、ENQAの学生参画や欧州の各大学の学

生参画の活動が、コロナ禍において継続できてい
たかどうか、そして現在はコロナ禍以前に近いレ
ベルまで活発な活動が行えるように回復している
かもGover 氏にたずねた。
まちがいなく影響は出ていた。特に ENQA会

員の機関に関しては、直接的な影響を受けたし、
国の状況によるが、最初に検討したのは、質保証
の有効期間の延長であり、即実行に移した。コロ
ナ禍に入って、認証の更新が迫っている機関に対
して、どのような形で認証するのかの模索が続い
ていたため、とりあえず延期した。大学側も、ま
ずいかにして教育を続行するかが課題であった。
緊急対応のフェーズが過ぎてコロナ禍が長期戦

になった時に、すべての活動をオンラインに移行
した。サイトビジット（実地調査）も、ステーク
ホルダーへのインタビューも、そして研修やイベ
ントもオンラインで行った。現在は、上述のよう
に、対面とオンラインのメリットとデメリットを
考慮しながら、バランスを取って方法を取捨選択
しているとのことである。

7．まとめと所感
本インタビューについて以下にまとめる。
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第 1に、多様なステークホルダーとの長期的
な協力関係の構築を、オープンな政策調整の手法
を通じて成し遂げていることが、欧州高等教育に
おける質保証とそこにおける学生参画のシステム
を首尾良く機能させることにつなげていることで
ある。
第 2に、欧州高等教育でも「学生中心の学習」

へシフトしていることを背景として、より学生参
画をしっかりと機能させるように動いていること
が明白になっていることである。同様の政策がい
われて軌を一にする日本として、欧州の対応に何
を学ぶのか、またどのように連携できるのかを検
討することも喫緊の課題であると考える。
第3に、国ごとの違いや機関ごとの違いは、もっ

ぱら細部においてみられることである。大きな違
いがないのは、ESGの効果も大きいと思われる。
細部の違いがあることの是非については、各国や
各大学が抱える背景もあって、大義としての学生
参画を守るための「ハンドルの遊び部分」として
柔軟に解釈する方が妥当と考えられる。
第 4に、今回の ENQAおよびスコットランド

の 2大学へのインタビューを通じて、スコット
ランドの sparqs の取り組みは、たいへんに特徴
的であり、今回インタビューには至っていないが、
さらに深く掘り下げる必要があると考えられる。
第 5に、学生の多様性も考慮した学生参画の

構築も視野に入れている。DEI なども、欧州高
等教育全体での課題となっていることから、今後
学生参画のあり方にこうした議論の影響が及んで
くるストーリーは、十分に想定できる。
第 6に、ESUによる十分な研修が積み上がっ

ており、Agency�Reviewにおいては評価員の質
も総じて非常に高いことがうかがえることであ
る。
最後に、「学生参画が意味のある本質的な参画

とならなければならない」ことについて、「本質
的な参画といえるどうかをどのように判断するの
か」との疑問が調査団からも上がり、この点につ
いてインタビューでうかがったことへの回答につ
いて以下触れる。
本質的な参画といえるかどうかの判断は非常に

難しい。ENQAが質保証機関をレビューし、質

保証機関は高等教育機関をレビューするが、その
際には学生に直接話を聞くことが重要である。サ
イトビジットで学生へインタビューする際には、
学生だけが参加する場として自由に発言してもら
い、発言内容の秘匿性が守られる形にして安心し
て話してもらう環境を作り出すことが必要であ
る。報告書でも、彼らの発言を発言者が分からな
い形で引用することをしっかり確認することも必
要である。そのようにして、本当の意見が出る形
で話を聞いていくことが重要であり、それから多
様な人物から同じ形で話をきくことも重要であ
る。さらにできるだけ多くの人から話を聞くこと
で、クロスチェックすることができるし、話の中
から何らかのパターンが導き出されることもあ
る。学生以外のステークホルダーにも話を聞き、
彼らが学生の言い分や主張を受け入れることを是
としているか確認する必要がある。このようにい
ろいろな人に幅広く聞き取りながら秘匿性を守る
ことが重要だと考えている。だからこそ、外部質
保証評価を行うにあたっては、サイトビジットと
インタビューをしっかり入れておくのが重要であ
る。書面調査だけではなく現場で話を聞くことで、
よりニュアンスに富んだ内容や微妙な情報を引き
出すことができる。実際のインタビューを通して
現状把握をすることが重要である。
このような回答を得ると、「高等教育のあるべ

き姿の答えは、すべて学生のなかにある」といっ
ても過言ではないと考えてしまう。そして、やは

ENQAのオフィスが入る建物（出典：Google�Earth）
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り「形式的参画」より「本質的参画」の方が明ら
かに実効性が高くなる（というよりも「形式」に
は何らの意味もない）ことがよく分かる。高等教
育における最大の受益者は当の学生であることは
論を俟たない当たり前のことである。そして現実
の高等教育現場がその学生のために機能している
かどうかを真摯に問い続けてその機能性を追求す
るためには、「本質的に」学生を参画させること
が当たり前という欧州高等教育で共有されている
理念にいきつく。
一方、欧州での学生参画の動向や将来の日本へ

の影響を、高等教育分野ではない大学教員に話題
提供すると、「理解はできるが日本では無理でしょ
う」の類のコメントをいただくことが多い。こう
したコメントを発する教員の思いも、同じ日本の
高等教育機関に身を置く人間だからこそ、体感的
に理解できるのだが、では、この彼我の差は何に
由来するのか、「日本では無理」と単純に諦めず、
この差の由来を今後も粘り強く追求していくこと
で、あるべき「日本型の学生参画」の姿が導き出
せるかもしれない。そして、その「あるべき姿の
答えは、すべて学生のなかにある」のだろう。

�大佐古　紀雄（育英短期大学　保育学科　教授）

参考文献
・�ENQA公式サイト（最終閲覧：2024 年 4月 2
日）

　https://www.enqa.eu/
・�sparqs 公式サイト（最終閲覧：2024 年 4月 2
日）

　https://www.sparqs.ac.uk/
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②欧州学生連合
European Students’ Union（ESU）

（ウェブサイトから転載）

機関の所在地
�Mundo-Madou.�Avenue�des�Arts�7/8,1210�
Bruxelles

日時
�令和 5（2023）年 3 月 3 日（金）17：00 ～
19：00（日本時間）

面談者
�Horia�Onița 氏�（Vice�President）1�

調査員
堀井　　祐介　大阪大学　学際大学院機構　教授
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
陸　　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1．機関の概要
欧 州 学 生 連 合（ESU:�European�Students'�

Union）は、ヨーロッパ各国のナショナル学生団
体（NSU:�National�Student�Union）2 を統括する
組織である。40か国45のNSUが加盟している。
国連の地域区分では西アジアに分類されるアルメ
ニアやイスラエルなど、欧州周辺諸国のNSUも加
盟している（図1）。傘下には約2,000万人の学生
がいるとされている。
昭和 57（1982）年の設立当初は、アイスラン

ド、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、
ノルウェー、フランスの 6か国 7NSUによって

1　役職はインタビュー当時のもの。2024 年 3 月現在、
Horia�Onița 氏は President である
2　NSUは高等教育機関ごとに組織されるローカルの学
生団体を国レベルで統括する団体で、専門分野別に複数
のNSUがある国もある

組織され、西欧州学生団体連合（WESIB:�the�
West� European� Student� Information�
Bureau）と呼ばれていたが、政治的変化に応じ
て欧州全域に活動を広げ、平成 2（1990）年に
名称から「西」を外して欧州学生団体連合（ESIB:�
the�European�Student�Information�Bureau）
になった。その後、学生の意見を代表し利益を促
進する政治的組織へ発展し、平成 19（2007）年
5月から現在の名称になっている。
ESU の目的は、欧州の学生の意見、ニーズ、

視点を代表することに加え、地域、国、欧州の各
レベルで、高等教育政策と意思決定の場で学生の
参画を確保・強化し、学生の意見を生かすことで
ある。また、高等教育政策に関する専門知識の情
報源になり、国や地域を越えた学生のつながりを
構築して情報・知識・経験の交換を促進すること
も重要な目的としている。年に 4回開催される
ESUのイベントには加盟NSUの代表が集まり、
さまざまなトピックでのセミナーやワークショッ
プが行われる。
運営上の意思決定は加盟NSU全てが参加する

理事会（Board�meeting）で選ばれた9人の委員
で構成する執行委員会（Executive�Committee）

図 1　ESU に加盟する NSU の地域割合

北欧
27.3%（12団体）

東欧
22.7%（10団体）

南欧
20.5%（9団体）

西欧
20.5%（9団体）

西アジア
9.1%（4団体）

ESUウェブサイトをもとに作成。地域は国連の区分
による 3

3　https://esu-online.org/about/full-member-
directory/　2024 年 3月 21日アクセス
国連の地域区分 https://unstats.un.org/unsd/methodo�
logy/m49/　2024 年 3月 21日アクセス
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が行う。このほかに執行委員会の任命による3人
のコーディネーターがいる。事務局はベルギーの
首都ブリュッセルに置かれている。
ESUは、欧州内外のさまざまな政府・非政府組織

と連携する組織である。多くの研究プロジェクトを
欧州高等教育質保証協会（ENQA）や欧州大学協会
（EUA）といった国際機関と協働で行っている。財
政 的 に は、 欧 州 委 員 会（EC:�European�
Commission）の執行組織である欧州委員会教育文
化 総 局（EACEA:�the�European�Education�and�
Culture�Executive�Agency）から多くの支援を受け
ている4。

2．欧州での学生参画
欧州共通の高等教育質保証の基準とガイドライ

ンである ESGでは、内部質保証、外部質保証と
もに学生が参画することが義務づけられている。
ESUは、この ESGの原案の策定から携わってお
り、ENQAなどとともに著者として名を連ねて
いる。学生の質保証参画の意義について、ESU
の 副 会 長（Vice�President） で あ る Horia�
Onița 氏は、「学生の学習は環境に左右されるし、
学生は卒業後に労働市場に参入する存在だ。その
コミットメントとして学生が質保証に参画するこ
とが重要で、価値がある」と話す。
ESGは欧州全ての国で同じように守られてい

るわけではないため、学生参画も十分とはいえな
い国もある。その理由として、一般的には、学生
に十分な研修が行われず、質保証の意義が理解さ
れていないこと、国や大学固有の問題、文化的な
要因などが挙げられる。これらの理由のほかに、
Onița 氏は地域性に着目する。欧州の北部や西部
にある国々と、南部や東部の国々では異なるとい
う。「欧州でも北部や西部では、ESGをあくまで
ガイドラインとして捉え、質の改善や開発のため
にフレキシブルに対応していくという考えが強い
のに対し、東部や南部の国は、政府から支給され
たお金に見合う質を担保するための説明責任であ
り、その通り実施すべきもの、最低限の基準の確

認としている国が多いようだ」。
また、質保証活動に対する学生への報酬やその

他のメリットが十分でないことも指摘する。学生
が評価員として活動するとき、国によっては評価
チームの他のメンバーより報酬が低いことや、出
張費などの実費も十分支給されないこともあり、
モチベーションが続かない理由になっている。
ESUの研究では、「学生参画は量と質の両面で望
ましい水準に達しておらず、社会的地位の低い学
生や不利な立場にある学生の参画はほとんど見ら
れない」ことが明らかになっている（ESU2021）。
学生参画が十分であるように見えても、それが

義務的、形式的になっているところもある。
「チェックリストにチェックするための単なるプ
ロセスや、しているふりだけということもある。
学生参画は国の方針として求められるが、学生に
その成果が見えづらいことが多く、学生自身が参
画する理由がわからなくなってしまうという理由
もある。ESUでは学生参画というコンセプトを
押付けるのではなく、学生が貢献できることがわ
かるようなツールを開発し、NSUや高等教育機
関が自由に使えるよう提供している」。

3．「学生から見たボローニャ」の刊行
欧州高等教育教育圏の形成を目指した「ボロー

ニャ宣言」が掲げる目標達成に向けた一連の改革
ことを「ボローニャ・プロセス」という。ESUは、
平成 15（2003）年以来、「学生から見たボロー
ニャ」（BWSE:�Bologna�with�Student�Eyes）
という出版物を通して、ボローニャ・プロセスの
実施状況を学生の視点で観察・評価してきた。加
盟NSUに行ったアンケート調査の結果をまとめ
たもので、最新版は令和 2（2020）年 12月に発

Horia�Onița 氏

4　https://esu-online.org/about/　2024 年 3 月 21
日アクセス
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行された。
BWSE では、各国の高等教育におけるガバナ

ンスへの学生参画、社会的側面、質保証、認知、
流動性と国際化、構造改革、学生中心の学習、高
等教育財政などについて、オンライン調査の手法
を用いてNSUからデータを収集し、分析してい
る。ここで ESUは、高等教育政策の意思決定・
準備の過程における学生の代表権について、「衰
退している」と結論づけた。意思決定と準備の過
程の両方に学生が参画しているNSUはわずか
30％であり、「学生は最終的な結果を変えるため
の実質的な影響力を持つことができていない」と
した。NSUのコメントとして「学費や生活費を
稼ぐために働く必要がある学生にとって、勉学と
仕事を両立しながら高等教育のガバナンスに参加
することはしばしば問題がある」との実情も紹介
している（ESU2020）。
Onița 氏は、「ボローニャ・プロセスは法的な

拘束力があるわけではないので、国や高等教育機
関による温度差はある。資金的な問題や、法律で
定められていないために学生参画が進まない国も
ある」と説明する。BWSE によると、国として
学生の参画を最低レベルで確保するための法制度
があるのは 77.5％となっている（ESU2020）。

4．学生への研修
ESUの重要な事業の一つに、学生に対する研

修があり、さまざまなレベルでの研修ツールを開
発して、NSUや各校の学生団体、または質保証
機関（評価機関）に提供している。研修内容は、
学生のカリキュラムなど学術関連、キャリア、心
理面、住宅関連など学生生活に直結したものを基
本とし、これに国や高等教育機関の状況に応じて
学生に必要な情報を把握し、カスタムメイドして
いる。NSUや各校の学生団体が研修を企画・実
行するサポートも行う。
ESUには研修のために、プールオブトレーナー

ズ（ESU’s�Pool�of�Trainers）と呼ばれる専門
分野の講師がいる。質保証、財政、組織のあり方、
人事、建物の建設、広報など、高等教育の運営に
関する専門家たちで、人材は加盟NSUやそのほ
かの学生団体、知人などからも募り、現在は 20

人程度が登録されている。ESUが主催する研修
の講師になるほかに、NSUや各校の学生団体の
依頼に応じて派遣している。

5．学生の組織「エキスパートプール」 
ESUは、高等教育の質保証に関して専門的な

知識や経験のある学生を集めた、ESU’s�QA�
Student�Experts�Pool（ 以 下、Experts�Pool）
を組織している。学生の質保証に関する知識の向
上と、質保証プロセスに学生を参画させることを
目的としており、令和 6（2024）年は、78人が
活動している。
Experts�Pool のメンバーに期待される任務と

して、ウェブサイトには以下の点が挙げられてい
る。
・質保証に関する自らの経験を共有すること
・�質保証や学生の参画に関するトピックについ
て議論すること

・�各国において、マルチプライヤー・エージェ
ント（multiplier�agent）として活動するこ
と

・�質保証に関する記事やその他の文書を国内・
国際レベルで広めること

・�会議や研修会の準備に貢献すること
・�ESU のポリシーペーパーなど、研究やその
他の要請に対するフィードバックを行うこと

・�国際レベルで開催される質保証関連イベント
をプールに通知すること

・Experts�Pool を推進すること
・�Experts�Pool のメンバーであることを明ら
かにすること

・品質保証への学生の参画を促進すること

Experts�Pool のメンバーの任期は 1年間なの
で、毎年、春には ESUのウェブサイトを通じて
新しいメンバーの募集が行われる。平均して約
200 人の応募があり、所属校の学生団体やNSU
での質保証参画の実績、評価員としての経験や回

5　https://esu-online.org/pools/qa/　「Members�of�
the�QA�Student�Experts�Pool」�2024 年 3月 21日アク
セス
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数、質保証に関する論文の有無、学会などの参加
実績、経歴書などを考慮して選抜される。応募書
類には志望動機に関するエッセーもあり、モチ
ベーションも重要な要素である。応募者の年齢は
22 歳から 28 歳程度。これは、学士課程 2年ま
たは 3年生くらいから学生団体やNSUで活動を
始めて、Experts�Pool に応募する段階では修士
課程や博士課程に進学していることが多いためだ
という。
応募者の国籍は欧州全土にわたるが、地域的な

傾向も見られる。「例年、バルカン半島にある国々
や、ドイツ、ポーランドから多く応募がある。
NSUが応募を働きかけている国や、外部質保証
を積極的に行っている国の学生が多いと思う。理
由はわからないが、イギリスからはほとんど手が
挙がらない」。最終的には、国や地域、性別、年齢、
専攻分野などのバランスも考慮して選ばれる。
メンバーリストを確認すると、トルコやグルジ

アなど加盟NSUがない国の学生も複数いること
がわかる。過去には、アフリカのある国の学生が
一時的に参加した実績がある。この時は、その国
のNSUで Experts�Pool と類似した仕組みを作
る構想があり、ESUの活動内容を体験したいと
の要望を受入れたとのことだ。
ESUは、質保証機関や国際機関から学生評価

員の派遣依頼を受けると、Experts�Pool から学
生を選んで派遣する。国によって質保証制度が異
なるため、学生がどの国で評価経験を持っている
かは選抜の重要な指標である。

6．学生のための活動を続ける理由
ESUは学生の組織であるが、執行委員は現役

の学生でない人もいる。Onița 氏は、ルーマニア
の大学で修士課程を修了し、弁護士としてすでに
10 年のキャリアがある。弁護士の仕事と ESU
での活動は両立できるものではないため、現在は
ESUの職務に専念している。
Onița 氏は、在学時代に大学の学生団体で活動

を始め、ルーマニアのNSUで、質保証への学生
参画、学生の研修、方針の策定、各種の調査など
において先導的役割を担った経験を持つ。活動を
始めるきっかけは、大学の授業に対する不満だっ

た。「私は法学部で学んでいたが、授業が非常に
保守的だと感じていた。ディベートを取入れるな
どの新しい試みは推奨されず、プログラムはまる
で 100 年前と同じもののようだった。契約書の
効率的な書き方、クライアントとの交渉の仕方、
あるいは法廷はどのようなものでどう動くのかと
いったことも教わらなかった。そして、法律家に
なるための十分な準備ができていなくても卒業で
きてしまうことに疑問を持った」。
弁護士としてのキャリアを中断し、決して高く

ない報酬の ESUで活動を続けているのは、「高
等教育では、資金調達やガバナンスなどの方針に
よって、質保証活動が影響を受ける。逆に、質保
証の方針によって高等教育の運営は影響を受ける
こともある。つまり、相互作用がある。私にとっ
て、それが大きかった。この活動は、情熱に突き
動かされて関わっている人が多く、私もその一人
だ」と語った。

7．まとめと所感
欧州では、大学ごとにローカル学生団体があり、

それらを国レベルで統括するNSUがあり、ESU
には欧州全域のNSUが加盟するという構成に
なっている。国際機関は数多くあるが、ESUは
学生のために学生が運営する団体ということで、
言語や文化、歴史、経済的なレベルも大きく異な
る国々をまとめるのは非常に難しいのではないか
と予想していた。ESU に長く関わっている
Onița 氏は、質保証への考え方の地域性や、学生
への経済的な支援の違いなどの問題点を挙げた。
しかし、欧州全体を統括することの困難さという
のはそれほど感じていないようだった。学生の権
利を守り利益を追求することは、欧州ではどの国
でも当たり前の活動であるのだと改めて感じた。
今回の調査で特に注目した Experts�Pool は、

欧州や周辺地域から公募して組織したものだ。質
保証のトレーニングをして学生を専門家に育てる
ことが主な目的ではなく、もともと専門性を持っ
た学生たちを集めた組織である。すでに自国の
NSUなどで活動経験があり、質保証への情熱と
知見を持っていることが条件なので、この中から
ESUの活動を担う人材も出るのだろう。
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翻って日本では、学生団体はなじみのない組織
である。ローカルの学生団体に相当するのは各大
学の自治会や学生会などだろう。当機構の評価に
おいても、これらの代表の学生がインタビューに
対応してくれることがあるが、大学祭の企画・運
営など、学生の課外活動のサポートが主で、教員
や大学に学生の代表として意見や要望を述べる役
割という意味合いは薄いように思える。欧州での
質保証への学生参画の在り方は、日本からは数段
進んでいるといえるだろう。
重要なのは、今回、ESUから得た知見を日本

の高等教育にどう生かしていくかだ。欧州で示さ
れた課題として、学生参画の質保証について法的
な規制がない国や、学生への経済的支援が少ない
国は学生参画が進まないことが挙げられたが、こ
れらは日本でも同様で、国や自治体の支援や促進
政策は不可欠だ。また、日本ではNSUはないも
のの、ビジネス、ボランティア、キャリア開発な
どの目的で全国規模や都道府県を越えた広域の学
生団体が存在するようだ。これらを見ると、日本
の学生が団体活動をしないわけでも、主張がない
わけでもないことがわかる。欧州とは学生参画の
歴史も文化的背景も異なるが、それを踏まえたう
えで日本独自の学生参画の在り方への検討が望ま
れるだろう。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）

参考文献
・�ESU（2020）� Bologna� with� Student�
Eyes2020　同 p13　Figure4-1、p14、p15　

　�https://esu-online.org/wp-content/
up l oad s /2021 /03 /0037 -Bo l ogna -
Publication-2021-WEB3.pdf　2024 年 3 月
21日ダウンロード

・�ESU（2021）「STUDENT�PARTICIPATION�
Innovative�Practice�Guide」p7　

　�https://esu-online.org/wp-content/
uploads/2021/07/GUIA-STUPS_v03.pdf�　
2024 年 3月 21日ダウンロードESUのオフィスが入る建物

（出典：Google�Earth）
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③英国高等教育質保証機構
The Quality Assurance Agency for Higher 
Education（QAA）

（ウェブサイトから転載）

機関の所在地
�Southgate�House�Southgate�Street�Gloucester�
GL1�1UB�United�Kingdom

日時
�令和 5（2023）年 2月 20 日（月）18：00 ～
20：00（日本時間）

面談者
Rob�Stroud氏（Director�–�Quality�Assessment,�
England）�

Ailsa�Crum 氏（Director�of�Membership,�
Quality�Enhancement�&�Standards）

調査員
堀井　　祐介　大阪大学　学際大学院機構　教授　
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
陸　　　鐘旻　評価事業部長　兼　評価研究部長
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1．機関の概要
英国高等教育質保証機構（QAA）1 は、英国の

代表的な高等教育質保証機関であり、英国内のす
べての地域で高等教育の質保証に携わっている。
イングランドにおいては教育大臣の指定機関とし
て、学生局（Office�for�Students）2 の高等教育
機関登録制度における登録要件の審査の一部であ
る「質・基準レビュー」を実施している 3。

1　https://www.qaa.ac.uk/
2　https://www.officeforstudents.org.uk/
3　p.42�高等教育・質保証システムの概要�英�国�第 3版
（2020）、大学改革支援・学位授与機構

2．QAA が行う評価における学生参画について
QAAのQuality�Code の「アドバイスとガイ

ダンス」における Student�Engagement におい
てはLearning�/�Teaching�に焦点をあてている。
パートタイム学生なのか、学びのレベルはどうな
のか、など学びにおけるモードに関する部分を
Engagement と表現しており、文脈における学生
の立ち位置が重要と考えている。学生をどのよう
にして最初の段階から巻き込むかに関心がある。
それは、質保証に関するレビューだけでなく、高
等教育機関が学生を対等なパートナーとみなし、
出来ているものを与えるのではなく、設計段階か
ら学生を巻き込み関与させることが「アドバイス
とガイダンス」における Student�Engagement
になる。繰り返しになるが、教育機関が学生の経
験を最初から設計し、それを提供するのでなく、
設計段階から学生が参加することが重要である。
設計段階に関わる学生と学んでいる学生が異なる
ことはありうる。時には同じ学生であることもあ
り、その場合は co-creation として自ら学びのプ
ロセスを体験することになる。
設計の段階に学生に関与させることの課題とし

ては、学生の時間を取ってしまうこと（学生参画
の時間が限定的）、教職員と比べた場合、専門性
が劣る、ほとんどの場合が学生個人のまだ数少な
い経験に基づいて判断してしまう点などがあげら
れる。しかし、学生の視点は非常に有益なので、
学生に対する advice�and�guidance が重要で、
高等教育機関がどうすれば有効な形で学生の参画
を招くことができるのかというところのアレンジ
メントの仕方、手配の仕方または仕組みの作り方
など、どのように対応すればいいかを記している。
具体的なグッドプラクティスとしては、スコッ

トランドの大学には学生とのパートナーシップの
考えがある（イギリス全体にもある）4。教員だけ
でなく職員が関与する場合もあり、多くの大学で
student�engagement 担当スタッフがいる。課
題もあるが、学生の関与は常にポジティブな結果
につながっている。
過去15から20年にわたってstudent�engagement

4　https://www.enhancementthemes.ac.uk/
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が進んできている。大学の規模、種類によって温度
差はあり、平成24（2012）年に高等教育が拡大し
た時に設立された新興私立大学の中には学生参画を
十分理解していないところも未だある。イングラン
ドでは、平成30（2018）年に私立と公立を同じ評
価システムで見ることになったが、繰り返しになる
が、異なる規制で設立された高等教育機関の間で温
度差、スピード感など差はある。

3．評価プロセスにおける学生の役割について
UK全体で学生団体からのレポートが必須とさ

れているわけではない。スコットランドでは共同
作業（教職員と学生が共同で作成する）となって
いるし、イングランドでは大学と学生団体がそれ
ぞれ別々にレポートを作成している。とは言って
も、学生団体からのレポートは非常に価値があり、
その意義は高いと認識している。学生団体のレ
ポートは、団体でまとめたものだけでなく、個々
の学生のレポートをまとめたものもある。これら
は学生の生の声、学生の経験の裏付けとしてレ
ビューチームのエビデンスとして活用している。
個々の学生のアンケート回答に基づくものなの
で、直接的な評価の対象ではなくあくまでもエビ
デンスとして位置づけている。
学生面談でも学生レポートをエビデンスとして

使い、学生が懸念を示している項目については、
他の関係者への面談でも活用する。アンケート実
施をサポートする一貫としてQuality�Code を
提供し、それを参考にアンケートは作成いただく。
根拠となるアンケートについては大学が用意する
場合もあるが、多くの場合は学生団体がアンケー
トを用意する。

4．QAA の学生評価員について
学生評価員は、教職員の評価員と同じ仕組みで

募集、研修を行っている。レビューに関心のある

学生をWebサイトで公募する。かなり多くの応
募者が集まるので選ぶのに苦労する。
レビューチームの一員となる学生評価員はそれ

ぞれの学生が持っている知識や経験を必ず考慮に
入れる。レビュー対象となる高等教育機関のこと
を分かっている学生評価員を選ぶ。例えばポリテ
クニックならポリテクニックのことを、カレッジ
ならカレッジのことをわかっているまたは知識の
ある学生を選ぶ。学生評価員の基準に関するハン
ドブックがある。
スコットランドではスコットランド限定になる

ので大学に協力を求めることもある。スコットラ
ンドでは年間 4から 5 件のレビューがあり、1
件あたり1または2名の学生をあてる（負担配分、
学士課程／大学院課程でわける）。それに対して
30 名程度の学生が応募する。イングランドでも
応募学生の比率はほぼ同様である。
手を挙げた学生を選定する際には、学生の知識

レベル、経験を考慮する（評価対象についての知
識、経験）を考慮する。実際のところ興味がある
人が応募してくれる。本当に高等教育機関の質の
向上に貢献したいと思っているかどうかそれぞれ
の参加意向の真剣さを判断する。レビューチーム
に対して自分の帰属している教育機関ではないと
ころの評価を行うため、純粋に他の教育機関の質
の向上のために貢献したいと思っているかどうか
が判定基準となる。学生にしか分からないこと、
有益な洞察を与えてくれることもあるので学生も
専門家（expert）であると考えている。レビュー
チームに参加することも student�engagement�
/�enhancement につながっている。
学生グループとして研修は行うが、目的と内容

は教職員向け同じであり、それにより全員が同じ
チームの一員となる。スコットランドではオリエ
ンテーションとして導入部がある。
学生評価員への報酬は、教職員と同額で、実働

日数に応じて、一日あたり 290 ポンド支払われ
る。学生評価員の所属大学に負担考慮の点で連絡
することは特にない。教職員評価員と同様に学生
個人の責任の範囲、自分で大学に許可を取って、
自分で時間管理する。評価員を行ったことを踏ま
えて求職時にQAAから推薦状を出し、それが就

Rob�Stroud 氏（左）とAilsa�Crum氏
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職活動に役立っているケースはある。

5 ．学生が評価員として参画することについての
課題
大学内での student�engagement と同じ課題

ではあるが、レビュープロセスが数ヶ月にわたる
ので、学生の時間を取ってしまうことが課題であ
る。学生には事前に説明して納得してもらうが課
題であることに変わりは無い。また、QAAとし
ては他の評価員と平等に扱うよう留意している
が、学生の自信のレベルが他の評価員と異なるた
め、引け目を感じている点も課題である。

6 ．QAA が行う評価における外部専門家の参画
について
外部専門家の定義はいろいろあるが、アカデ

ミックレビュー活動（レビューする側）に参加す
る学部専門家としてはアカデミックスタッフの
み。国内外の多様な外部専門家が関わる。レビュー
の対象となる人に関しては例えばアカデミックス
タッフに限らず大学周辺の自治体やその地元の産
業、例えば学生を採用する企業などそういった人
も含めて外部専門家（external�expert）として
いる。
卒業生の雇い主、教育課程に組み込まれたイン

ターンシップ先も評価員に含めることが最近新し
い評価手法として導入された。これらの評価員は
学生よりも大学のことを理解していないので、そ
の点は課題である。高校関係者は外部専門家には
含まれない。

7 ．QAA の運営における学生参画
学生2名が理事会（governing�board）メンバー

となっている。全国学生連合団体代表 1名と公
募で選ばれた 1名である。学生団体代表は職指
定として理事会メンバーとなることを理解してい
るし、公募の方も基本的には自分でスケジュール
管理できる人が手を挙げている。QAAと雇用関
係にあるわけではなく、独立した存在として理事
会に参加している。学生戦略諮問委員会の共同議
長も学生が務めている。彼らに対して、旅費、宿
泊費の実費は支払うが報酬は無い。彼らに対して、

研修ではないが導入としてQAAの機能の仕方、
直面している課題や日々の運営のされ方、理事会
の意義、メンバーの役割などについてのオリエン
テーションは行っている。学生理事からもこのオ
リエンテーションは役に立っているとの声があ
る。学生理事は他の理事と全く同様の議決権があ
る。学生理事であっても非営利機能としての
QAA理事会メンバーとしての権限、義務がある。
時間の課題はあるが、学生理事は非常にモチベー
ションが高いと感じている。

8 ．まとめと所感
QAAが提唱する学生参画（Student�Engagement）

ではLearning�/�Teachingに焦点をあてている。質
保証に関するレビューだけでなく、高等教育機関が
学生を対等なパートナーとみなし、出来ているもの
を与えるのではなく、設計段階から学生を巻き込み
関与させること、学生が学びのプロセスを体験する
ことが重要。学生参画においては、学生の時間や専
門性が十分無いこと、学生が自信を持って対応出来
ないこと、個人的な意見で判断してしまうことなど
が課題である。Quality�Code�for�Higher�Education�
Advice�and�Guidance�Student�Engagementにこれ
らへの対応についてのアドバイスが記されており、
それらに基づいて多くの大学で学生参画対応窓口が
設けられている。対応の仕方は大学によって温度差
はある。学生代表や学生団体が作成するレポートは
レビューのエビデンスとして重要である。QAAが
行うレビューにも学生評価員がおり、学生の知識レ
ベル、経験を考慮する（評価対象についての知識、
経験）を考慮する。実際のところ興味がある人が応

QAAのオフィスが入る建物
（出典：Google�Earth）
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募してくれる。本当に高等教育機関の質の向上に貢
献したいと思っているかどうかそれぞれの参加意向
の真剣さを判断する。学生への研修は基本的には教
職員評価員と同じである。学生評価員の経験は就職
に役立つ場合もある。学生以外の外部ステークホル
ダーの関与はアカデミックを除くと限定的。QAA
の運営にも2名の学生が理事会メンバーとなってい
る。学生理事会メンバーは他の理事会メンバーと対
等の権限で活動している。
QAAが行うレビューの評価員、QAA理事会

メンバーとしても、大学レベルでの学生参画と同
様に他の委員と対等の権限が学生が活動している
点は注目すべきであるが、Quality�Code の
Student�Engagement およびGovernance にお
いて記されていることから、英国高等教育では当
たり前として実施されている。日本では、学生の
位置づけが異なるためここまでの学生参画は難し
いと思われるが、目指すべき方向性の一つとして
英国での実践は参考になる。

�堀井　祐介（大阪大学　学際大学院機構　教授）

参考文献
・�UK�Quality�Code� for�Higher�Education�
Advice�and�Guidance�Student�Engagement�
（QAA）
　�https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-
code/advice-and-guidance-student-
engagement.pdf?sfvrsn=6224c181_3

・�QAA�Code�of�Good�Practice�in�Governance
　�https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/about-
us/qaa-code-of-best-practice.pdf?sfvrsn=�
f6e9f281_48
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Ⅳ　英国の大学へのインタビュー調査

1．調査対象 4 大学の概要

本調査研究では、英国の 4大学（うち、イン
グランド 2大学、スコットランド 2大学）に対
しインタビュー調査を行った。各大学の概要につ
いて記載する。

＜イングランド＞
ノッティンガム大学
University of Nottingham
所在地：University Park Nottingham, NG7 2RD 
United Kingdom

（出典：大学ウェブサイト）

明治 14（1881）年に開校したノッティンガム
で初めてとなるシビックカレッジ（civic�college）
が後のノッティンガム大学である。昭和3（1928）
年に現在のメーンキャンパスであるユニバーシ
ティパークに移転、昭和23（1948）年に学位授
与権を獲得し、現名称となる。ファカルティ（学部）
は芸術（Arts）、工学（Engineering）、医学・健
康科学（Medicine�and�Health�Sciences）、科学
（Science）、社会科学（Social�Sciences）の五つで、
500以上の学位プログラムを提供している。
令和元（2019）年から令和 2（2020）年期の

学部学生数は 2万 5,122 人。うち、英国以外の
学生は 4,070 人である。マレーシアと中国にも
キャンパスを持っており、それぞれ約 5,000 人、
約 8,000 人の学生が在籍している 1。マレーシア

1　https://www.nottingham.ac.uk/ppsc/student-

校で得られる学位は、マレーシア政府の法定機関
であるマレーシア資格機構（MQA）によって認
定されることが大学の品質マニュアルに掲載され
ている。
英国内で、新卒雇用主がターゲットとする大学の

第2位（High�Fliers�Graduate�Report�2023）、研
究力は第7位（Research�Excellence�Framework�
2021）、大学ランキングでは第16位（THE�World�
University�Ranking�2024）であることを公表して
いる2。卒業生への評価は高く、平成28（2016）年
には卒業生の94.4％が6か月以内に就職や進学し、
高度技能職への就職率は 82.5％である（The�
University�of�Nottingham�2017）。QAAの評価で
も、グッドプラクティスとして「学生の就職力を高
める幅広い機会を提供することで、大学の戦略目標
の一つを達成している」と評価されている
（QAA2016）。

バーミンガム・シティ大学
Birmingham City University
所 在 地：15 Bartholomew Row Birmingham 
B5 5JU United Kingdom

（出典：大学ウェブサイト）

1843 年 3 設立のバーミンガム・ガバメント・ス
クール・オブ・デザイン（the�Birmingham�

statistics/student-statistics-2019-20.aspx　2024 年 3
月 21日アクセス
2　https://www.nottingham.ac.uk/　2024 年 3 月 21
日アクセス
3　日本では江戸時代の天保年間にあたる
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Government�School�of�Design）がその起源で
ある。昭和 46（1971）年、五つの学校を統合し
てポリテクニック（Polytechnic）に発展、平成
4（1992）年に大学に昇格してセントラル・イ
ングランド・イン・バーミンガム大学（University�
of�Central�England�in�Birmingham）になる。
平成 19（2007）年に現在の名称に変更した。
芸術・デザイン・メディア（Arts,�Design�and�

Media）、ビジネス・法・社会科学（Business，
Law�and�Social�Science）、健康・教育・生命科
学（Health,�Education�and�Life�Science）、� コ
ンピューティング・工学・環境構築（Computing,�
Engineering�and�the�Built�Environment）の 4
ファカルティ（学部）を持ち、学士課程で 142
のコースがある。
100か国から3万1,000人以上の学生が集う多

様性に富んだ大学として知られており、フルタイム
学生の約65％が非白人であること、約45％が最も
所得の低い地域からの学生であることなどを公表し
ている（Birmingham�City�University2023）。イン
タビューでは、学生の多くのがその家庭で初めての
大学生であるとの説明を受けた。恵まれない背景を
持つ学習者が高等教育に参加できるようにアドバイ
ス、サポートをするWidening�Participationチー
ムがある4。
QAAで平成 22（2010）年に受けた評価の結

果を見ると、グッドプラクティスとして、「学習
経験が向上させる大学と学生の緊密で持続的な
パートナーシップ」「学生アカデミックパートナー
制度により達成された学習と教育のイノベーショ
ンの促進」などが挙げられている（QAA2010）。
直近では、イングランドの学生局OFSが実施す
る機関別評価であるTEF（Teaching�Excellence��
Framework）において、令和5（2023）年度に「学
生経験」で金賞、「学生成果」で銀賞を得てい
る 5。

4　https://www.bcu.ac.uk/about-us/schools-and-
colleges/widening-participation　2024 年 3 月 21 日
アクセス
5　https://www.bcu.ac.uk/news-events/news/bcu-
clinches-gold-for-student-experience-in-latest-tef-
ratings　2024 年 3月 21日アクセス

＜スコットランド＞
セントアンドリュース大学
University of St Andrews
所在地：College Gate St Andrews KY16 9AJ

（出典：大学ウェブサイト）

1413 年 6 に設立されたスコットランドで初め
ての大学で、英語圏でも3番目に古い大学である。
16 世紀半ばまでに 3カレッジを統合し、19 世
紀には芸術、神学、生物学、物理科学の教育研究
において発展。1980 年代は研究機能を高めるた
めの幅広い投資プログラムを展開し、今日の国際
的な研究拠点としての地位を得た。平成 21
（2009）年にスコットランドで初めてとなる女性
学長が誕生している 7。ガーディアン紙の「The�
best�UK�universities」ランキングで、2年連続
トップになる 8 など、英国でも屈指の名門校とし
て知られている。
ファカルティ（学部）は芸術（Arts）、神学

（Divinity）、医学（Medicine）、科学（Science）
があり、令和 3（2021）年 - 令和 4（2022）年
1 学期の学生数は学部 8,260 人、大学院 2,164
人 9 と、今回調査対象となった 4大学では最も小
規模である。高い知名度により世界 130 か国か
ら学生を集めるが、大学は、令和 7（2025）年

6　日本では室町時代の応永年間にあたる
7　https://www.st-andrews.ac.uk/about/history/
brief/　2024 年 3月 21日アクセス
8　https://www.theguardian.com/education/ng-
interactive/2023/sep/09/the-guardian-university-
guide-2024-the-rankings　2024 年 3月 21 日アククセ
ス
9　https://www.st-andrews.ac.uk/about/facts/
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までに学部学生数を 1万人にする戦略目標を掲
げている。
大学の内部質保証は、教育政策品質部（Education�

Policy�and�Quality）が担当している。QAAのス
コットランド部門であるQAAスコットランドの
評価を令和2（2020）年に受け、学生の代表と参
加に関する確立された効果的なシステムがあると
高く評価された（QAAScotland2020）。

ハイランズアンドアイランズ大学
University of the Highlands and Islands（UHI）
所在地：12b Ness Walk, Inverness, Scotland, 
IV3 5SQ

（出典：大学ウェブサイト）

平成 10（1998）年に設立された IT や地域拠
点の活用による遠隔学習を中心とした教育機関で
ある。平成 20（2008）年に学位授与権を獲得し、
平成 23（2011）年から現名称になっている。平
成 29（2017）年には博士課程を設置した。
大学名に含まれる「ハイランド」とは、スコッ

トランドの北部一帯の高地を指し、その周辺の
島々を含めてハイランズアンドアイランズ地方と
呼ばれている。UHI は、長く職業教育訓練機関
しかなかったこの地域に、各方面からの強い要望
を受けて設立された。アクセスレベルから博士号
までの教育を提供する、「スコットランドで初め
ての、ヨーロッパでも数少ない第 3段階教育機
関（tertiary� institution）」10 である。このような
背景があるため、インタビューでは、外部ステー
クホルダーへの意識の高さがうかがえた。

10　https://www.uhi.ac.uk/en/about-uhi/　2024 年
3月 21日アクセス

12のカレッジと研究機関（アカデミック・パー
トナー）、70 以上の学習拠点を持つ。令和 3
（2021）年から令和 4（2022）年の全学生数約
3万 6,000 人のうち、高等教育段階の学生は約 1
万 800 人で、25 歳以上が約 56％、英国籍の学
生が約 94％を占めている 11。
QAAスコットランドの評価を令和3（2021）

年に受けており、学習と学生経験をサポートする
ツールとしてのバーチャル学習環境や、学生のメ
ンタルヘルスのサポートなどが優れているとされ
た。また、推進事項として、学生団体（Student�
Union）と協力して学生代表の役割を推進するこ
とや、学生調査の結果の活用が挙げられている
（QAAScotland2021）。内部質保証に関しては、教
育の質、学術水準、強化の管理に関する重要組織
として the�Quality�Assurance�and�Enhancement�
Committeeが置かれている。

� 小林　澄子（評価研究部評価研究課　課長）
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2．インタビュー結果のまとめ
大学名

項目
ノッティンガム大学
（University�of�Nottingham）

バーミンガム・シティ大学
（Birmingham�City�University）

セントアンドリュース大学
（University��of�St�Andrews）

ハイランズアンドアイランズ大学
（University�of�Highland�and�
Island）

質
保
証
へ
の
学
生
参
画
の
実
態

・�学生を質保証に加えることは非
常に重要（不可欠）なものであ
り、大学としても関わらせたい
と考えている

・�school、faculty、department
のレベルに応じて経験豊富な学
生が参画するというヒエラル
キー的構造があり、教育卓越性
の保証につながっている

・�学生代表は他の委員と平等の権
限を持って参画する

・�学生の要求が必ずしも通るわけ
ではないが、変えない場合はな
ぜ変えないのかについてきちん
と説明する

・�学生の個人的主観か、学生代表
としての声なのかについては、
直接聞いてみて確認する

・�コースの承認、再承認、コース
のレビューに学生が参画してい
る

・�学生団体から大学レベル、学部
レベルの委員会等に参画する
（student�officer）
・�参画する学生は正規メンバー
で、他のメンバーと同等の資格
を有している

・�評価規則（assessment�regulation）
を作成する際にも学生が参画する

・�学生団体がstudent�representative
を支援するチームを持っており、
representativeとしての活動心得
などを教えて自信を持たせるように
している

・�QAAScotland を通じて、全大
学に学生中心の質保証が求めら
れている

・�さまざまなレベルで学生代表が
いて、大学が行う全てのレ
ビューに参加している

・�大学と学生組合はパートナー
シップ協定を結び、大学院生の
経験や関与の強化などを定めて
いる

・�年度末に学生に授業に関する質
問紙への回答を求めているが、
次年度はその授業を受講しない
学生にとっては恩恵が受けられ
ないので、回答率は低い

・�学生協会HISAが大学の質保証
への学生参画を支えている

・�HISA は大学とのパートナー
シップ協定により、大学の全て
の委員会に参加し、学生参画の
ための研修を受けられることに
なっている

・�クラスごとに、コース委員会に
出席して学生の意見を伝える
「Student�Voice�Rep」の配置
が必要

・�近年、クラスレベルでも学生代
表のなり手が確保しづらいこと
が起きている。

・�大 学 が 毎 年 行 う Quality�
Monitoring の報告書を学生パ
ネルが確認し質疑を行っている

質
保
証
に
参
画
す
る
学
生

・�参画する学生は学生団体がリク
ルートしている

・�student�educational�officer
には学生団体が要件を設定して
いる

・�学生が自ら作成したマニュフェ
ストに基づき投票により選出さ
れる

・�大学としては、データ、エビデ
ンスを理解し、質保証に関心を
持ち、学生全体の利益を考える
学生が望ましいと考えている

・�大学と学生団体は定期的に会合
を設けており、両者のパート
ナーシップが重要と考えている

・�student�educational�officer
の出身学部は、人文系（arts）
の学生が比較的多い

・�学生代表は学生自身が選び、大
学側は選定に関与しない

・�Student�Officer や Academic�
Board に参画する学生は積極
的である

・�学業への影響はないように配慮
しており、活動する学生の卒業
が遅れたりはしていない

・�学生団体が研修を担当してお
り、実施する責任がある

・�Student�officer（任期は 1年）
として活動する期間は一種のサ
バティカルになり、その期間は
学生団体が報酬を払う

・�質保証参画の意欲や意識が高い
学生が多く、学生代表は立候補
で決まることが大半である

・�学生組合のサバティカル役員は
1年の任期で報酬があるが、授
業は免除されない

・�学生代表は、全てのレベルで学
生組合を通じて選出される

・�クラス代表→スクール代表→学
生組合の役員というように、下
のレベルの代表からステップ
アップする学生もいる

・�理事会や学術評議会など最上位
の会議体を含めて学生代表が所
属し、学生の声を届けている

・�学生代表は、クラス、コース、
学部、カレッジ（地域）レベル
で選出される

・�各代表から更に選出された学生
全体の代表「Student�Officer」
が 3人いる

・�Student�Officer は、学生の意
見を集約して伝えることができ
る人がいる一方で、個人の意見
を伝えがちな人もいる

・�Student�Voice�Rep は、学生
のために、HISA とともにテー
マや課題を設定することが推奨
されている

学
生
参
画
の
成
果
、
課
題

・�学生が参加しない大学運営はあ
り得ない

・�学生は影響力を持っており、
チャレンジングな課題ほど学生
との合意が重要

・�学生代表が毎年入替わることが
課題であり、前年度は合意した
のに、次年度は合意しないケー
スもある

・�代表の学生の個人的な差がある
点、学生の多様性をカバーでき
ているのかも課題の一つ

・�学生からのフィードバックは昇
進の重要な要素だが、学生の人
気と学生にとって重要なことは
違う場合があるのでバランスが
重要

・�コースが承認されることに加え
て、コース（案）に学生の意見
を反映できていることは成果で
ある

・�コース実施期間に行われるモニ
タリング過程で学生の声を取り
込んでいる

・�学生団体と大学が共催で研修を
実施し、ガイダンスノートを作
成の上配付している

・�学生の意見の中には学生代表と
しての意見ではない個人的な意
見も含まれる

・�学生が自信を持っていないこ
と、学生参画に興味を持つ学生
が減っていることは長期的な課
題である

・�学生組合のサバティカル役員は
1年交代のため、慣れるのに時
間がかかる

・�同様に、1年の任期では学生組
合の取組みが長期的に安定した
ものにはなりにくい

・�学生の質問紙への回答率の低下
が最近顕著であり、改善のため
のプロジェクトを行っている

・�勉強や仕事で参画への時間が不
足している学生が多い

・�学生は、質保証のプロセスや参
画に関する知識が不足している

・�学生が質保証に携わる能力に自
信が持てない

・�学生の意見を大学に真剣に受け
止めてもらえるという信頼感が
低い

・�時間、予算、研修などのリソー
スが不足している

・�コロナ禍以降、学生の活動全般
に変化が生じ、学生代表の確保
が難しくなっている
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大学名

項目
ノッティンガム大学
（University�of�Nottingham）

バーミンガム・シティ大学
（Birmingham�City�University）

セントアンドリュース大学
（University��of�St�Andrews）

ハイランズアンドアイランズ大学
（University�of�Highland�and�
Island）

大
学
側
の
サ
ポ
ー
ト
（
研
修
、
担
当
窓
口
な
ど
）

・�学 生 団 体 へ の 窓 口 と し て
registrato�department がある

・�毎年、大学は学生団体に資金を
交付し、学生代表の研修も行っ
ている

・�学生代表への研修は、学生団体、
大学窓口、学部の 3重構成で、
それぞれ異なる内容の研修を
行っている。

・�全体としての公式な研修は年度
初めに 1回 1時間程度である

・�学生と良い関係を作る方が生産
的であると考え、非公式な研修
も多数実施している

・�大学としてQAチームが 15～
20 の小委員会に参画する学生
代表のサポートを行っている

・�学部レベルの委員会等に参画す
る学生の支援も行っている

・�会議資料を事前に配付し、学生
からの質問に答えているなどし
ているが、学生代表が求める支
援のレベルが増大していると感
じる

・�QAAなどが開催する学生参画
の発展に関するカンファレンス
などを通して、学外関係者との
情報交換を行っている

・�UK�Quality�Code�for�Higher�
Education に 自 ら の 活 動 を
マッピングし、確認している

・�大学ではなく、学生組合が学生
代表への研修を行う

・�sparqs がスコットランドの全
大学の学生を対象とした質に関
するパートナーシップなどの研
修を行う

・�大学は学生代表が効果的に機能
しているかを検証するプロジェ
クトを始めており、今後、その
結果をもとに学生代表への積極
的な関与を予定している

・�学生組合の大学側の窓口は教育
担 当 副 学 長 で、Education�
Policy�and�Quality�がサポー
トするほか、各スクールなどで
職員が学生の自主性を尊重しな
がら対応している

・�sparqs が研修パッケージを作
成し、HISAが提供している

・�Student�Officerやカレッジ（地
域）代表には報酬を支払う

・�委員会のCommission�Officer
は、学生代表に対し、会議前に
面談して会議の進み方や使用さ
れる用語の説明をするなどの
フォローをしている

・�HISA に常勤職員を置き、学生
が質問や相談ができるようにし
ている

外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
参
画

・�多くのコースは専門職団体に
よってアクレディテーションを
受けている

・�全 て の コ ー ス に external�
examinar 制度を設けている

・�5 年ごとに学部の評価（EEAR）
が行われる際は、外部のステー
クホルダーが参画する

・�同窓会は重要なステークホル
ダー（学位プログラムの見直し
など）である

・�地域の学校とは良好な関係を
保っているが、質保証には関与
していない

・�コース承認等においては、学術
界（イングランド内の他大学）、
産業界から参画している

・�専門分野に関して「service�
users」と呼ばれるグループが
あり、利用者の経験がカリキュ
ラムに生かされている

・�外 部 試 験 官（external�
examinars）制度があり、コー
スの基準をチェックする役割を
担っている

・�質に関する年次報告書を提出す
る Scotish�Funding�Council
が第一のステークホルダーであ
る

・�学術的な基準を満たすために責
任を負うQAA、専門教育の基
準を満たしているか検証する各
種専門職団体も重要

・�高校、高校教員、地域コミュニ
ティ、企業も、大学の諸活動を
支えるという意味ではステーク
ホルダーといえる

・�企業には、卒業生の質について
フィードバック、大学が行う調
査への参加、コース開発への助
言などをしてもらう

・�納税者として大学に資金提供す
るスコットランド市民の声を、
UHI�FOUNDATIONなどを通
じて聞き取っている

・�ハイランズアンドアイランズ開
発公社は雇用創出や持続可能な
コミュニティのために重要なス
テークホルダーである

・�スコットランド政府やその傘下
の Scotish�Funding�Council
との関係構築が必要である

・�そ の 他、QAAやQAAScotland、
UHI職員、地元自治体も影響が大
きい
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3．各大学のインタビュー調査の結果

①ノッティンガム大学
University�of�Nottingham�

日時
�令和 5（2023）年 6月 16 日（金）17：00 ～
19：00（日本時間）

面談者
Sarah�Speight 氏�（Pro-Vice�Chancellor,�
Education�and�Student�Experience）

Kimberley�Edwards 氏（Chair,�Quality�and�
Standards�Committee）

調査員
堀井　　祐介　大阪大学　学際大学院機構　教授
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1 ．ノッティンガム大学における質保証への学生
参画
学生を質保証に加えることは非常に重要（不可

欠）なものであり、規制当局の要件のみならず大
学としても関わらせたいと考えている。英国の多
くの大学では学生団体（Student�Union）があり、
そこで学生を雇用して質保証に関わらせている。
学生団体の学生教育代表（student�education�
officer）は質保証委員会の委員となっている。学
生委員は他にも重要な意思決定にも関わってお
り、学位プログラム（コース）への変更について
は学生と協議し同意を取り付けないと行けない。
その他のレベル、例えばコースレベル、モジュー
ルレベルなどあらゆるレベルに学生が参画してお
り、それら各レベルへの学生参画について、学内
で規程が整備されている。質保証活動としては、
毎年のチェック、5年に一度の点検（学部毎）な
ど様々な形態がある。
全てのコースに学生代表をおいており、それら

は、学生団体がリクルートしている。School、
faculty、department のレベルに応じて経験豊

富な学生が参画するというヒエラルキー的構造が
あり教育卓越性の保証につながっている。学生代
表のうち、学生教育代表には常勤職員扱いの給料
が払われているが、その他のレベルの学生は無給。
自らの能力向上のために参画している。現在、学
生団体において全てのレベルの学生にも給与を支
払うかどうかの検討が始まっている。
コースレベルでの質保証では学生はどのような

活動をしているのかという点については、各種
フィードバックが必要なので、サーベイの結果、
learning�community�fora などを通して意見を
集める形を取っている。また学内の公式な委員会
である teaching�and�learning 委員会でも学生
参画が行われ、他の委員と対等の権限で参加して
いる。例えば、新しいコースを作る場合は、現在
の学生、卒業生双方から意見を聞いている。学生
からこの授業、教員がダメという声がでることは
あり、その場合、なぜそう考えるのかについて議
論し改善につなげる。教員への不満については、
すぐに変えられるものは変えるが、あまり建設的
でない場合でも出来るだけ取り上げるようにして
いる。要求が必ずしも通るわけではないが、変え
ない場合はなぜ変えないのかについてきちんと説
明することになっている。学生代表の意見につい
ては、個人的主観なのか学生代表としての声なの
かについては、直接聞いてみて確認する。
student�voice という概念・表現は英国高等教育
では非常に重要。

2 ．大学の質保証に参画する学生
上でも述べたが、参画する学生は学生団体がリ

クルートしている。学生教育代表には学生団体が
要件を設定している。また、学生が自らのマニュ
フェストを作成し、このマニュフェストに基づき
学生間投票により選出される。大学としては、デー
タ、エビデンスを理解し、質保証に関心を持ち、
学生全体の利益を考える学生が望ましいと考えて
いる。ただ、その他の学生代表を学生団体がリク
ルートするときはマニュフェストはなく、立候補
するだけ。立候補者がいない場合もあったり、立
候補者が多すぎる場合もある（多すぎるのは良く
ないと考えている）。学生のタイプによって代表
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としての作業が難しい場合もある（パートタイム
学生だと時間が無い、アルバイトしないとやって
いけない学生など）。そのため、学生団体におい
て全てのレベルでの報酬を検討し始めた。
大学と学生団体は、副学長と学生団体との会合

など定期的に会合を設けている。担当者は、毎月
1回学生教育代表と面談し、2ヶ月に 1回は学生
団体全体と会っており、両者のパートナーシップ
が重要と考えている。ノッティンガム大学は研究
大学なので、理想的には学生代表にもこの点を理
解して欲しいし、学生には自主自立で学んで欲し
いと考えている。
学生教育代表の出身学部は、人文系（arts）の

学生が多いようには思う。医学系は学ぶことが多
いので時間が取れないのではないか。また、医学、
看護系は学位取得後の雇用についても他の学部と
異なるので学生教育代表の経験があまり役に立た
ないのではないかと考えている。

3．質保証への学生参画の成果
一つ目としては学生は影響力を持っていると感

じている。何かを変えたいときに学生が合意すれ
ば容易に物事を進められる。チャレンジングな課
題ほど学生との合意が重要である。二つ目には、
NSS（大学の評判、リーグテーブルに大きな影響
がある）への影響力があるため、学生との協力関
係が重要である。大学の戦略的プロジェクト（学
位プログラムの再設計など）においても学生は重
要なパートナーであり、学生の意見を取り入れる
ことでより質の高い教育プログラム構築につなが
る。学生が参加しない大学運営はあり得ないと考
えている。

4．質保証への学生参画の課題
学生参画の課題は、毎年学生代表が入れ替わる

こと。そのため、前年度は合意したのに、次年度
は合意しないケースもある。また、学生の多様性
をカバーできているのかも課題の一つ。さらに、
学生代表の代表制（全学生に対して代表して意見
を述べているのか）の点や個人的な関心、能力に
差がある点も課題である。
スポーツ（ラグビーなど）、趣味（化学部、歴

史部）などのサークルへの学生参画が重要である。
多くの学生にとっては、学生団体よりこれらの
サークルの方が重要。これらのサークルも大学と
して支援することも重要である。これらの団体か
らの声も聞いていきたい。サークルとの対話は規
程化はされていないが広く声を聞いている。例え
ば、法学部では法サークル代表が法学部長と定期
的に会合を持っている。
学生参画に否定的なスタッフがいた場合の対応

としては、規則・要件の点からは、学生を関与さ
せなければならないとなっているので、学生参画
の各種最低基準が設けられていることを説明す
る。大学文化として学生参画に対して最低基準以
上のことを行っている。経験に基づき学生参画が
効果的だと理解しているスタッフから周りのス
タッフに説明してもらう。
スタッフのリクルートにも学生は関与している

（採用時のインタビューにも参加する、昇進時に
も学生との関係性がいいと言うことを証明しない
といけない）。学生からのフィードバックは昇進
の重要な要素。昇進に関して、学生からの人気と
学生にとって重要なことは違う場合があるのでバ
ランスが重要。

5．学生参画に関する大学の事務
学生団体への窓口としてRegistrar's�Department

があり、200名以上のスタッフ（学生団体対応以外
の多くの業務がある）がいる。学生団体は30名～
40名のスタッフがいる。また、毎年、大学は学生
団体に資金を交付している。学生代表に対する研修
は学生団体が行うが、委員会で学生に求められる役
割、期待はどういうものなのかなど、レベルによっ
ては大学も研修を行っている。さらに学部において
も研修が実施されているので、学生代表への研修は、
学生団体、大学窓口、学部の3重構成となっている。
学生団体、大学窓口は一般的な内容の研修を行い、

Sarah�Speight 氏（左）とKimberley�Edwards 氏
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学部によって委員会構成も異なるため学部の実態に
即した研修を行うなど、それぞれ異なる内容の研修
を行っている。全体としての公式な研修は年度初め
に1回1時間程度である。いい関係を作る方が生
産的と考えているので、それ以外にも非公式な研修
（メンタリングなど）も多く実施している。学生団
体は、リーダーシップ研修などについて外部団体を
利用するなど学外研修を活用している例がある。

6 ．学生以外の外部ステークホルダーの質保証へ
の参画
多くのコースは医学系、エンジニアリング系、

法学系など専門職団体によってアクレディテー
ションを受けているほか、全てのコースに外部試
験官（external�examiners）制度を設けている。
外部試験官は、教育質保証の専門家であり、3年
から 4年担当し、モジュール、アセスメントな
どのデザインを確認する。外部試験官は、
Advanced�HE の資格（teaching�qualification）
などを持っている。�
外部試験官制度が一番よい方法かどうかは分か

らないので、このシステムの見直しも検討される
かもしれない。
他に、卒業生団体（同窓会）も重要なステーク

ホルダーで有り、アンケートなどでコース再設計
や、どのようにすれば在学生がコースでの有効に
学習できるかなどについての助言を受けたりして
いる。5 年ごとに学部の評価（Educational�
Enhancement� and� Assurance� Review,�
EEAR）が行われるが、そこにも外部のステーク
ホルダーが入り、そこでは、コンプライアンス確
認、学位の通用性などの判断に外部専門家が関与
する。地域の学校とは良好な関係を保っているが、
質保証には関与していない。

7．QAA の評価について
QAAの code�of�practice は非常に重要であ

り、定期的な研修会、質保証トレーニング、
code�of�practice などのツールは役に立ってい
る。平成 30（2018）年以降は学生局（Office�
for�Students）が規制当局となっており、QAA
の役割は変わってきている。令和 5（2023）年

に QAA が質保証機関から外れた。QAA の
code�of�practice はゴールドスタンダードでは
あるが、学生局のスタンダードも出てきている。
QAAは任意のメンバーシップ団体であり、ノッ
ティンガム大学は加盟している。QAAと協力し
て、中国とマレーシアキャンパスの質保証を行っ
ているなど、QAAのレビュープロセスは重要と
考えている。QAAは全ての専門分野でのスタン
ダード作成に取り組んでいるため、学位プログラ
ム設計に役立っている。

8．まとめと所感
ノッティンガム大学における学生参画は、質保

証委員会、コース、モジュール等の教育単位レベ
ル、年度毎のモニタリング、5年に一度の学部で
の教育プログラム点検など様々なレベル、形態が
ある。全てのコースに学生代表が置かれており、
それらは学生団体がリクルートしている。大学全
体、学部、学科とそれぞれのレベルにおいて学生
代表が置かれる構造があり、それが教育卓越性の
保証につながっている。委員会レベルだけでなく、
全学でのフォーラムや副学長と学生団体との定期
的な会合、各種サークルなどを通した学生からの
意見聴取も行われている。委員会等における学生
は他の委員と対等の権限を持っている。学生から
の改善要求が全て通るわけではないが、改善しな
い、出来ない場合は、それに対する説明が求めら
れる。student�voice という概念・表現は英国高
等教育では非常に重要という発言は非常に印象的
であった。高いレベルで参画する学生を選ぶ際に
はマニフェストに基づく選出である点も興味深
かった。一部のレベルにおいては学生代表に報酬
が支払われているがそれ以外は無給とのことで
あった。特にチャレンジングな課題に対しては学
生との合意があること、つまり、学生が質保証に
参画することで改革を進めることが容易になると
いう点があるとの発言もあった。学生代表への研
修を学生団体が行うが、大学側の窓口、学部の窓
口でも学生代表への対応がなされている。学生以
外の外部ステークホルダーとしては、専門職団体
や外部試験官制度があげられる。また、同窓会も
学内改革への情報提供、アドバイスを行っている。
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②バーミンガム・シティ大学
Birmingham City University 

日時
�令和 5（2023）年 5月 12 日（金）17：00 ～
19：00（日本時間）

面談者
Victoria�McGrath 氏（Head�of�Quality�
Enhancement�and�Policy）�

Clare� Portlock 氏（Head� of�Academic�
Standards�and�Governance）

調査員
堀井　　祐介　大阪大学　学際大学院機構　教授
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1 ．バーミンガム・シティ大学における質保証へ
の学生参画
コース（教育プログラム）の新設承認レビュー、

再承認レビュー、定期的レビューにあたっては全
てのケースにおいてに学生が参画し、その声を反
映させている。ちなみに、コース承認の際の小委
員会（panel）には全てのステークホルダー（学
内外）が参画している。具体的には、他大学の外
部専門家、科目・分野の専門家、在籍している学
生が参画し、コースの内容、評価方法などについ
て学生視点で評価している。
新しいコースの承認にあたっては、学生メン

バーは、評価方法、学習負荷などの点を含めてコー
スについてどのような印象を持つかという点から
意見を述べる。学生の意見は他のメンバーと同等・
同様に扱われている。参画する学生には、準備お
よび当日の 5時間の会議への報酬として小委員
会メンバーとして 100 ポンド支払われる。
大学として、コース承認等のポリシーに学生の

参画を明記しており、これは、5年に一回の定期
的なコースの再承認にも適用される。再承認のプ
ロセスへの参画には二通りあり、それについては
periodic�review�panel�handbook に明記され

ている。先ず一つ目としては、そのコースに対し
て書面またはビデオによる学生としての経験につ
いて説明した資料を小委員会に提出する。その中
身は、どのような学習を行ったか、何が身につい
たか、改善点はあるかなどである。この資料作成
についても規程（Student�Submission�Guide）
があるが、あまり細かい点までは規定していない。
分量についてもそれほど多くを求めてはいない。
二つ目としては、小委員会に直接委員として参加
する形だ。この場合の学生は、学部から 1～ 2
名の学生を選出（資料提出に対しては、一人 150
ポンド支払われる）し、その学生たちが学部学生
全体の声を集めてまとめる（コースレベルでの
student�representative となる）ことになる。
この学生が学生団体（Student�Union）のメン
バーではない場合は、二日間の活動になるため
200 ポンド支払われる。この periodic�review�
panel に対してはブリーフィングや研修などがあ
る。
ガバナンスへの学生参画としては、学生団体

（Student�Union）から大学レベル、学部レベルの
委員会等に参画する（Student�Officer）。学生団体
から Student�Officer と して Academic�Board、
Learning�and�Teaching�and�Quality�Committee
に参画する。学生は正規メンバー（他のメンバー
と同等の資格）であり、発言権が保障されている。
また、会議においては、学生はしっかりと意見を
表明することを促される。また、school�feedback�
forumなど他にもっと非公式な会合にも学生を参
画させることもある。評価規則（assessment�
regulation）を作成する際にも学生が参画する。ま
た、大学として、学生代表システム（student�
representation�system）も整備しており、各コー
スに student�representative がいて、学生の声
（フィードバック）、例えば学びに対するコメント
などをまとめて教員・学部へ提供する。さらに、
学部を代表するschool�representativeもいる（コー
ス representative から選出される）。学生団体が
student�representativeを支援するチームを持って
おり、representativeとしての活動心得などを教
えて自信を持たせるようにしている。
これらの学生団体の活動についてはかつては
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QAAによるレビューでも用いられていたが、現
在は、学生局（Office�for�Students）がレビュー
活動担当となっており、必要な場合には、学生局
に学生の声を提出している。また、学生局は全国
的な学生調査であるNational�Student�Survey
（NSS）を活用して学生の声を聞いている。バー
ミンガム・シティ大学でもNSSと同じ質問を使っ
て学内での調査も行っている。

2．質保証に参画する学生
コースの承認、再承認、コースのレビューの小

委員会に参加する学生は、現在は、コース承認は
コース担当のチームから推薦、選出されている。
積極的にコースに参加している学生なのでコース
のサポーターの役割も担うことになる。ただし、
評価視点の客観性の担保に疑問が生じる場合もあ
る（コース担当教員のことをよく知っているため、
学生があまり発言をしたがらない等の例もあっ
た）。コース承認小委員会では学生委員向けの研
修はないが、上記の観点からも、現在、この仕組
みの変更を検討中で、小委員会に参加する学生に
対する研修について education�development�
service（教員、学生双方にサービスを提供する）
と仕組みの変更について議論を始めたところであ
る。学生に自信をつけさせるプログラムなどを活
用してより適切な学生が参画できるような仕組み
を考えている。バーミンガム・シティ大学に来る
学生の多くはいわゆるファースト・ジェネレー
ション（家族の中ではじめて大学に進学する）な
ので、学生に自信を付けさせる（学生の成長）の
点からも学生参画を有効に活用していきたいと考
えている。
student�representation�systemは、学生自身

が選ぶ（大学は関与しない）。そのため、立候補
が少ないという問題はある。また、キャリアのプ
ラスになるという考えから立候補する学生もいる

が、大学として特に要件を設けてはいない。選出
の仕組みは、representation�system�academic�
staff�handbook に記されている。折角選ばれて
も、上でも述べたように委員会などで積極的に発
言しない場合もある。その場合は、学生団体に責
任があるためが研修を担当する。上述の Student�
Officer や Academic�Board に参画する学生は
積極的である。これらの学生は卒業が遅れたりは
していない（学業への影響はないように配慮して
いる）。Student�Officer（任期は 1 年）として
活動する期間は一種のサバティカルになるので、
その期間は履修・学習しなくてもいい（その期間
は学生団体が給料を払う）。

3．質保証への学生参画の成果
コース承認等では、コースが承認されるかどう

かが成果になるが、学生が委員として議論してそ
の意見を盛り込めるかどうか、コース（案）に意
見を反映させることが出来ていることも成果と考
えている。コース承認等の小委員会の報告書は
Learning� and� Teaching� and� Qual i ty�
Committee に提出され、その段階で大学として
適切な議論が出来ていることの保証を得ることに
なる。学生からどの程度の声が来ているのか確認
するアンケートなどを通じて、小委員会のメン
バーにコース承認に関するフィードバックも行っ
ている。
course�monitoring�and�enhancement という

コースが実際に運用されている期間に行われるモ
ニタリングプロセスでも学生の声を取り込んでい
る。そこでは、データに基づき risk�areaを特定し
ているほか、NSSの結果（student�experience、
completion、progression、�continuation） も 見
ている。この結果に対して、大学側、特にコース
対応チームはaction�planを作ることが求められ
る。学生局は学生中心の考えのため、学生に関す
るmonitoring に関心がある。NSSは、7月に結
果が出て、学生局は、大学のパフォーマンス評価
にNSSの結果を加味する。また、NSSの結果は
上述のように、大学内でも活用される。加えて、
internal�course�survey の結果も検討し、コース
担当のチームがsurveyの結果にしっかり対応して

Victoria�McGrath 氏（左）とClare�Portlock 氏
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いるかを見ている。つまり、NSS と internal�
course�survey�の結果が course�monitoring�and�
enhancement に取り込まれ、大学側が行動計画
（action�plan）を策定する形となる。これまでの
活動に対して、フィードバックが改善に貢献して
いるのかがあまり見えていないという結果があっ
たので今後、大学として対応する予定である。
これらの他、卒業後、一定期間に実施され、学

生の卒後状況を調査（進学、就職、昇進など）す
る graduation�outcome�survey、大学院での学
びに関する調査 post�graduate�taught�survey、
大学院博士課程での研究状況調査post�graduate�
research�survey も実施しており、これら全ての
survey の結果がそれぞれ該当する委員会で検討
されている。

4．質保証への学生参画の課題
学生代表の積極性が課題である。個人的意見の

みで、学生代表としての意見ではなかったりする
こともある。これらの課題に対応するため、先に
も述べた学生団体による研修に加えて、学生の積
極的な発言を促したり、学生代表であるという認
識を高めるため、学生団体と大学が共催で
Student�Voice�Committee を開催し学生参画シ
ステムの改善について検討したりしているほか、
委員会での学生委員の役割、委員会でどういう点
に着目すればいいのかなどが記されているガイダ
ンスノートという冊子も配布している。学生団体
の中に、学生代表をサポートするチームがあり、
委員会の前に学生代表と一緒に書類を確認するな
どの支援を行っている。現在、学生委員募集およ
び選抜について改善方策を検討中である。学生が
自信を持っていないことや、学生参画に興味を持
つ学生が減っている（学生代表に応募する学生が
減っている）ことは、長期間にわたる問題であり、
学生層の問題（経済力など）もあり簡単には解決
しない。

5．学生参画に関する大学の事務
大学として、学生参画を支援するチームとして、

Quality�Approval�Team があり、学生代表が
コースの承認、定期的な見直しの小委員会（年間

で 15 から 20）に参加するにあたっての支援を
行っている。学部レベルの委員会等に参画する学
生の支援も行っているほか、会議資料を事前に配
布し、学生からの質問に答えている。最近、学生
代表が求める支援のレベルが増大しているように
感じているため、どのように学生を選別し、適切
なトレーニングを提供するかについて検討を始め
ている。また、QAAなどが高等教育における学
生参画発展に関するカンファレンスなどを開催し
ており、そのような場を通して、学外関係者との
情報交換も行っている。UK�Quality�Code�for�
Higher�Education に自分たちの活動をマッピン
グし確認している。高等教育質保証の専門家によ
るネットワークもいくつもあるので、それらを通
しても自分たちの活動の向上につながる情報収
集・交換を行っている。

6 ．学生以外の外部ステークホルダーの質保証へ
の参画
コース承認等においては、学術界（イングラン

ド内の他大学）、産業界からのステークホルダー
も参画している。これにより、バーミンガム・シ
ティ大学のやり方が他大学で求められているもの
と同じであることを確認しているほか、産業界か
らの参画は、提供している授業が学生の卒後の進
路にしっかりと対応出来ているのかを判断するた
めのものと考えている。その他に、専門分野に関
して service�users と呼ばれるグループがある。
例えば、National�Health�Service などの利用者
がその経験をカリキュラムに活かしてくれてい
る。また、外部試験官（external�examiners）と
いう制度もあり、コースの基準をチェックする役
割を担っている。外部試験官は、他大学の教員で
あるため、他大学の教員がどのように学生を評価
しているのかを見ることが出来るほか、学生に対
する評価システムに関する意見がもらえる。その
意見は、course�monitoring�and�enhancement
に反映させている。

7．まとめと所感
バーミンガム・シティ大学における質保証への

学生参画については、コース（教育プログラム）
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の新設承認レビュー、再承認レビュー、5年に一
回の定期的レビューにおいて学生が小委員会
（panel）に参画し、コースの内容、学習負荷、
評価方法について学生視点での評価を行ってい
る。小委員会では他のメンバー（他大学の外部専
門家、科目・分野の専門家など）と平等の権限を
持ち対等に発言している。これらの仕組みについ
ては、大学の規程等で定められている。定期的レ
ビューにおいては、学生が自らの経験に基づき
コースに関する説明資料を提出することが特徴的
な点としてあげられる。
その他にも大学全体レベル（Academic�Board,�

Learning� and� Teaching� and� Qual i ty�
Committee など）、学部レベルのガバナンスへの
参画として、各種委員会に学生が参画している。
参画する学生は、学生団体から選出されており、
これらの委員会においても学生は正規メンバーで
あり、他の委員と対等の立場が保証されている。
また、コースレベル、学部レベル、大学全体レベ
ルそれぞれに学生代表が選出されており、学生団
体が研修などを通してこれらの学生の活動を支援
している。これらの代表の選出には大学は関与し
ていないが、活動に対して報酬を支払ったり、学
生に自身を付けさせるプログラムを用意したりす
るなど大学側の支援も行われている。
学生が自信が無く、委員会等での発言に消極的

である点、個人的な意見を述べて代表制に疑問が
ある点など課題はあるが、概ね、学生参画は大学
内活動として成果が上がっていると認識されてお
り、NSS など各種アンケート結果と併せて大学
の各種改善に役立っている。
インタビュー調査を通して、大学側が学生参画

を学内規程で定めている点、学生団体が学生委員
選出、研修、支援など積極的に活動している点、
学生参画を学生の成長につなげる視点を備えてい
る点など、英国の大学における学生参画の要素が
実装されていることが確認できた。システムとし
て学生参画が組み込まれているため、各種活動が
うまく回る好循環となっているようであった。

�堀井　祐介（大阪大学　学際大学院機構　教授）
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・�Periodic� Review� Handbook� Pol icy,�
Procedure�and�Guidance�（BIRMINGHAM�
CITY�UNIVERSITY�）
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CITY�UNIVERSITY�）

・�S t u d e n t � S u b m i s s i o n � G u i d a n c e�
（BIRMINGHAM�CITY�UNIVERSITY�）
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※オンラインインタビュー

1．質保証への学生参画の実態
Nicola�Milton 氏によれば、スコットランドで

は学生が教育の営みに積極的な役割を果たすこと
を奨励している。Quality�Enhancement のため
に学生参画の効果を高めるよう促していくことの
重要性が強く認識されている。
スコットランドでは、QAAを通じてすべての

大学に学生中心の質保証を行うことが求められて
いる。学内ピアレビューにおいても学生参画が必
須となっており、学生の視点が重視されている。
そして大学においては上位から下位まで様々なレ
ベルで学生の代表が出されている。学生は大学が
行うすべてのレビューに参加しており、上述の組
織レベルだけではなく、様々なワーキンググルー
プや作業部会レベルのレビューにも学生が参加し
ている。学生は、定期的に様々な調査や質問紙等
の形で、学術的・非学術的の双方の面からフィー
ドバックを出すことが求められている。また、学
生が代表の役割をしっかりと果たすことができる
ように、研修機会の提供を通じて学生の支援を
行っている。つまり、学生は入学してから卒業す
るまで様々なところで、学生としての体験に由来
するあらゆる観点に基づく参画が求められている
ことになる。こうした取り組みは、スコットラン
ド政府からQAAを通じての国からの要請でもあ

り、報告もしなければならない。
④にて後述するUHI 同様に、大学と学生組合

（St�Andrews�Students’�Association：名称は
Association だが、別称でYourUnion との標記
があること、Milton 氏もインタビューで「Union」
と表現していたことも考慮して本稿では「組合」
と訳す）とがパートナーシップ協定を結んでいる。
確認できる最新版の 2021-22 年版協定は、前半
で大学と学生組合とで協働する事項として、大学
院生の経験や関与の強化をはじめとする 5項目
を掲げ、後半ではパートナーシップのあり方につ
いて記述されている。
1 年が終わると、学生が年間で 3 つ学ぶモ

ジ ュ ー ル の そ れ ぞ れ に 対 し て、Module�
Evaluation�Questionnaire という質問紙に回答
するように、学生に依頼している。この質問紙に
は、例えば「授業の組み立てはどうなっているの
か」「授業の評価方法についてどう思うか」など、
様々な質問がある。学生から得られたフィード
バックに対して、まずスクールレベルで学生とと
もに議論をし、さらに全学レベルでも当該の授業
がグッドプラクティスに値する取り組みか、逆に
スクールレベルないしは全学レベルで介入が必要
な授業かを判断する。なお、質問には、定量的な
質問と定性的な質問の両方が入っており、定量的
な質問は「5段階評価」だそうである。定性的な
質問への回答は、スクールレベルで目を通すこと
になっている。現状では、文章による回答を分析
するソフトや仕組みは整っていないそうだ。
ただし、Module�Evaluation�Questionnaire

については、上記のフィードバックを元に改善を
為したとしても、その質問紙に回答した学生は次
の年には受講しないため、改善前後の変化が見え
にくい、あるいは質問紙に回答を提供したことに
よる恩恵が見えにくいことから、質問紙への回答
率がかなり低くなってしまっている状態を生んで
いることが課題だそうだ。
全学レベルにおいては、全英で行われている調

査になるが、National�Student�Survey（NSS）
がある。当学も毎年学部の最終学年の学生が参加
している。大学として調査を実施している機関か
らフィードバックを得ることができる。さまざま
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な大学や高等教育機関が参加しているため、他学
とのベンチマークも可能である。例えば、学生の
満足度がオックスフォードやケンブリッジの学生
と比較してどのくらいなのか、比較することがで
きる。大学院レベルの学生に向けても同様の調査
がある。
実際に、質問紙調査などで、あるいは学生代表

がたとえばクラスレベルやスクールレベルで何か
発言して、それが改善や変化として何か成果が出
たケースはあるかをたずねた。例えば、スクール
レベルのフィードバックや、NSS の結果から、
学生満足度が低いとされたところに対して、ス
クールの主要なメンバーが集まってそこに対する
何らかの対処をするようにしてきた。一例を挙げ
ると、当学には所定の 3週間の間に、教員から
学生に対して学習成果などのフィードバックを提
供する仕組みがある。その中でより細かいフィー
ドバックを受けたい、あるいは教員から口頭で
フィードバックを受けたが、書面によるフィード
バックが欲しい、といったコメントが出てきたこ
とがあった。しかし、当学での考え方は教員が学
生に対して与えるフィードバックは、書面に書か
れたものでも、口頭によるものでも、同じフィー
ドバックであるという立場をとっている。した
がって、学生に対してそもそもフィードバックが
もつ意味は何なのか、を啓蒙する必要があったと
いう結論を得て、実際に実現させた事例があった。

2．質保証に参画する学生
パートナーシップ協定の記述によれば、学生組

合は、学生が多くを占める理事会と、団体内から
直接選挙で選ばれた 5 人のサバティカル役員
（Sabbatical�Officers）によって運営されている。

サバティカル役員は、「福祉」「教育」「学生の開
発と活動」「イベントとサービス」の 4分野の「局
長（Director）」と「組合長（President）」で構
成される。なお、体育組合（Athletic�Union）
も存在するが、本稿では詳細は割愛する。サバティ
カル役員および学生代表となった者は、大学理事
会（University�Court）、学術評議会（Academic�
Senate）やそれらの委員会といった、最も戦略
的で最上位に位置付けられる会議体を含めた幅広
い層の委員会組織で、学生の利害に関わる声を届
ける。なお、大学理事会には 3名の学生が、学
術評議会には 6名の学生が所属する。
Milton 氏によれば、下位レベルでの学生代表

も含めて、すべての学生代表が学生組合を通じて
選出される。出席する会議をどのように振り分け
るかについて、大学と学生代表との間で取り組ん
でいることとして、ひとりがすべてのワーキング
グループに出席するのではなく、どの代表がどの
領域の会議に出席するのが適切か（いわば適材適
所）を考慮した配置を作業として行っているそう
である。
Milton 氏によれば、サバティカル役員の任期

は 1年間で報酬を伴うものである。また、「サバ
ティカル」とはいうものの、授業への出席は免除
されないとのことである。その他のコース代表や
レビュー参加などには特に報酬は発生しないが、
履歴書に学生の時に行った経験として記載するこ
とで、就職活動の際に雇用主に対して自らの能力
を示すことができるメリットがあるそうだ。
上記の「適材適所」に関して、下位レベルの代

表から、徐々にステップアップして上位層の代表
に挙がっていく形や、経験に基づいたステップ
アップがあるのかをたずねたところ、以下のよう
な回答があった。
各スクールを代表するのが School�President

という役職（1名）になる。その下にそれぞれい
わゆる、クラスを代表する学生代表として、
Class�Representative があり、通常は 6～ 7名
ほど代表がいる。School�President も Class�
Representative も選挙で選出されるが、通常は
Class�Representative の経験がある学生が、次
に School�President の選挙に出馬して経験し、

Nicola�Milton 氏
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その経験を積んだ学生がサバティカル役員の選挙
に出るケースが多くみられる。もちろん、必ずし
も全てこのステップに従っているわけでなく、学
生の自信の度合いなどによって、階層の低いレベ
ルの代表経験がないままサバティカル役員にいき
なり出馬する学生が出ることもある。
一方、学生代表が選挙で決まらないこともある。

2年前に大学院生のサバティカル役員が空席に
なった。この時は他のサバティカル役員がその分
の役割も担うことが求められた。大学院レベルの
学生代表を選出する難しさの理由として、まず 1
年コースの大学院に在籍している学生が多いこと
や、PhDレベルの研究に普段多くの時間を割い
ていることも背景としてある。
だが、他の代表はだいたい立候補で埋まるよう

だ。特に、Class�Representative は、役職を通
して参画していくことで大学に変化を起こすこと
ができる、あるいは学生体験をより良いものに向
上させることができる、そうした可能性を持つ役
職として受け止められており、多くの学生に人気
のある役職なのだそうだ。
他学では、Class�Representative レベルでも

なり手がいなくて困っているところもある一方
で、その人気の源泉をたずねてみた。これは、学
生の気質に依るところもあるのでは、との話しで
あった。セントアンドリューズ大学は英国の中で
もトップ大学の 1つで、学生の意識も高く、参
画への意欲、何らかの変革を起こす意欲、学生参
画によって大学の生活にも変革を起こしていく意
欲が強く、積極的な学生が多いとの認識であった。
逆に、望ましくない学生が代表になるような事

例があるかどうかもうかがった。あり得る話しだ
し、実際そうなった例も過去にはある。選出され
た学生は、多くが非常に献身的で思慮深い。しか
し中にはサバティカル役員に選出されても、期待
していたほどの参画をしない場合もあったし、仕
事がしにくい学生が選ばれてしまったこともあっ
た。しかしそれに対しては、単純に個々に対処す
るほかには何もできない。というのも、大学側は
学生代表の選出に携わっていない。あくまで学生
による学生組合によって選出された代表なので、
大学側から学生代表を変えるための要望を上げる

ことはできないとの話しであった。
学生代表に対しては、あくまで組合を代表して

意見するような心がけを求めている。ただ、学生
代表は、出席する委員会で提起される議題の一つ
一つについて、実際に学生がどういう意見を持っ
ているかを確認・相談することができず、「おそ
らく学生たちはこういう意見を持っているだろ
う」という想定を以て発言することになってしま
う。いずれにせよ、組織を代表しての意見を述べ
るような心がけを求めている。

3．学生参画の成果、課題
Milton 氏から挙がった課題がいくつかある。
第 1に、サバティカル役員の任期の短さから

来る不慣れさがある。サバティカル役員が毎年交
代する度に、大学のポリシーや手続などに慣れる
時間がかかる。
第 2に、取り組みの継続性が担保されにくい

ことがある。これは必ずしも悪い課題とは言い切
れないことではあるが、サバティカル役員はそれ
ぞれにマニフェストを持って就任しており、取り
組みたいと思っている事柄がある。毎年掲げられ
るマニフェストの内容にもよるが、どうしても長
期的に安定した取り組みがなされにくい。
第 3に、すでに触れられていることと重複す

るが、質問紙に回答してもらう方式については、
ここ数年で回答率がかなり低下してきている問題
がある。現在立ち上げている小プロジェクトとし
て、全学的にどのくらいの負担量の調査や質問が
あるのかをまとめ、負担量を減らす、より核心を
突く問い方で学生から意見を集める方法を検討し
ている。たとえば、フォーカスグループを組織し
てフィードバックを集める、一部屋に集合してホ
ワイトボードを使いながら話題を広げつつフィー
ドバックを集めるなど、フィードバックの収集方
法を研究するプロジェクトを行っているそうだ。

4．大学側のサポート（研修、担当窓口など）
研修に関しては、大学ではなく学生組合が実施

している。サバティカル役員、School�President
から Class�Representative に至るまで、大学の
機構の仕組み、衝突や問題が起きたときへの対応
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なども含めた情報提供を行っている。その他に政
府から資金援助を受けている sparqs が、スコッ
トランドのすべての大学の学生を対象とした研修
を提供している。特に質に関するパートナーシッ
プや研修の機会を提供しており、これに参加する
ことを促している。
もう一つ大学として、学生代表の仕組みが効果

的に機能しているかを検証するための新しいプロ
ジェクトが立ち上がっている。それは、学生代表
からフィードバックをもらう、つまり学生代表と
しての経験をどう認識しているか、あるいはその
経験からどのような影響を及ぼすことができた
か、といったフィードバックをもらうものである。
これにより、学生代表は大学からより多くの支援
を必要としていることが判明した。例えば出席す
る委員会に関する学生代表の役割に対する理解を
より深める助けが必要であり、学生代表の役割に
柔軟性を持たせる、さらにどの委員会に出席すべ
きかから検討していく、などの点で、より多くの
支援を必要としていることが判明し、現在、学生
代表を選出する人数といった問題ではなく、より
本質的なところで、学生代表がどのような影響を
及ぼすことができるかという観点から、多様な作
業が現在進行中だそうだ。このプロジェクトはま
だ始動したばかりで、9月から始まる次年度にお
いて、学生代表に対して導入を含めた研修を提供
するなど、積極的な参画をしていく予定である。
そこから、大学として学生代表に対して行う関わ
りがどのような影響をもたらすかに関しても、評
価していきたいそうだ。
教育担当副学長（Vice-Principal�of�Education）

が、学生組合の窓口を担っている。ただし、それ
をサポートする形でMilton氏が所属しているチー
ムが学生とのやり取りをしている。チームは、全
学レベルでは4人で対応している。他にも部局レ
ベルやスクールレベルでの学生とのやりとりもあ
るので、そこでは、それぞれの部局やスクールの
職員が直接対応している。
学生の自主性にも強い配慮を行っている。例え

ば、委員会に出席する学生を、大学から決めてし
まうようなことをすると、学生代表からその不適
切さを指摘されることが想定される。さまざまな

委員会や会議体において、どのサバティカル役員
が出席するのかは、学生に委ねられている。あく
まで、パートナーシップ協定に沿った運営をして
いるのである。

5．外部ステークホルダー参画
外部のステークホルダーについては、3点が挙

げられた。
第 1 に、Scottish�Funding�Council である。

毎年、その年に実施したレビューとその結果につ
いてまとめた、質に関する年次報告書を提出する
必要がある。
第 2に、QAAである。大学としての学術的な

基準を満たす責任を負う機関であるため、会議や
様々な対話、文書の提出が必要になる。例えば全
学レベルのレビューは 6年に 1回実施しなけれ
ばならないが、ここにも関わってくる。
第3に、様々な専門職の団体との関わりがある、

医学分野であれば、医学専門職団体が、あるべき
専門教育の基準が、大学で提供している医学教育
で満たされているかどうかを専門家の観点から検
証する。例えば、ある大学が医学学位を授与した
としても、その専門教育がもし専門職団体として
求める要件を満たしていないと判断されれば、そ
の「学位」では医者としての実務はできない。こ
れ は、 政 府 か ら の 要 請 と い う よ り PSRB
（Professional� Statutory� and�Regulatory�
Bodies）の観点から要件を満たしているかどう
かということを判断して認証を受けているととら
えることができる。
また、英国全体、スコットランド全体での要請

として、またQAAからの要請として、外部試験
（External�Examination）により、成績評価と
しての適切さの基準を満たしているかどうかを確
認する仕組みがある。また、新しいモジュールや
コースを立ち上げるときにも、外部試験によるレ
ビューが入ってくる。また、大学として規定を作
る時に外部の立場から評価を行う方法論として、
④にて後述する外部試験が使われる。
また、日本では、高校（の教員）や地域コミュ

ニティや企業も外部ステークホルダーとして想定
されているが、Milton 氏によれば、それらは違
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う意味で外部ステークホルダーといえると思うと
の返答であった。例えば、地元のコミュニティで
学生組合が様々なボランティア活動を行ってい
る。グローバルにもローカルにも、企業でのイン
ターシップや研修の機会がある。地元の高校で数
週間インターンを行うことが授業のモジュールに
組み込まれている講座もある。インターンや研修
になると、全世界で展開している国際的な大学と
して、全世界でプログラムを提供しているので、
その中で学生に対して一定水準以上の体験を提供
する営みは、質保証の枠組みの中に入ってくると
の回答であった。

6．QAA の評価システムについての意見
QAAのレビューに対する準備を進める中で、

例えば、教授・学習や質保証に関する取り組みを、
Reflective�Analysis として書面で事前に提出す
る必要がある。これが非常に膨大だが、学生が実
際に文書の作成という形で携わっている。実地調
査においても、実際に学生代表に対して評価団が
インタビューを行う、さらには評価団の中にも学
生代表が入っている。つまり、レビューのありと
あらゆるプロセス、そして、レビューされる側に
もレビューする側にも、学生が深く関与している。
学生を強力に中心に据えた仕組みになっている。
レビューに関しては、スコットランドがとって

いるアプローチは、英国の他の地域とは異なる点
があり、Enhancement（改善・強化）ベースで
ありつつピアレビューの形式をとっていることが
挙げられる。レビューにおいて、大学として質や
学術水準に関するしっかりした明確な考え方を打
ち出すことが期待され求められている。そして、
ほとんどの大学でレビューから効果が得られてい
るのではないか。結果からは、大学のグッドプラ
クティスを見つけつつ、逆に改善が必要な分野を
特定もする。まずは基準が満たされているかを判
断するが、良い取り組みにも評価をし、場合によっ
ては勧告もなされる。これまで 20年以上続いて
いる非常に成熟したレビューの方法論として確立
されているものだと考えているとのことであっ
た。

7．まとめと所感
セントアンドリュース大学における学生参画の

特徴として、④にて後述するUHI で記したこと
とも多くが重なる。ここでは、重複にならない要
素を中心に、以下所感を交えてまとめたい。
第1に、すでにかなり取り組みが洗練されてい

ることが挙げられる。QAAによる強化指向型機関
レビュー（ELIR:�Enhancement-led�Institutional�
Review）の2020年版では、学生代表とのパート
ナーシップが優れているとの評価を受けている。
このことについて、Milton氏の見解として、本稿
でも触れた学生の気質によるところや、比較的小
規模な大学であることが、パートナーシップの確
立にも有利に働いたかもしれないこと、そして20
年にわたる長期の取り組みが文化として醸成され
て大学に浸透しているということをあげていただ
いた。その上で、学生とのパートナーシップがしっ
かりと機能しており、学生と職員との間のやり取
りや取組みをとても尊重している、そうした土壌
から、学生自らが大学に対して変化を起こすこと
ができることを学生自身も認識していることも、
挙げていただいた。
第 2に、学生の気質が、その大学における学

生参画の性質や文化を左右する要素になる可能性
があることも示唆された。ただ、大学の属性（伝
統や規模）だけに単純に左右されるのではなく、
大学の教職員が背景としての属性も含め、何を考
慮して学生参画の環境を整備しているかによるも
のと考えられる。特に、どのようにして学生に「効
力感」を高めていくかを意識していたところが、
印象深い。

�大佐古　紀雄（育英短期大学　保育学科　教授）

参考文献
・�Partnership� Agreement� between� the�
University� of� St� Andrews� and� the� St�
Andrews�Students’�Association,�2021-22���
（最終閲覧：2024 年 3月 29日）
　�https://www.yourunion.net/pageassets/
about/policies/2021-11-University-
Partnership.pdf
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・�University�of�St�Andrews ホ ー ム ペ ー ジ
（Governance）（最終閲覧：2024 年 3月 29日）
　�https://www.st-andrews.ac.uk/about/
governance/
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④ハイランズアンドアイランズ大学
University of the Highlands and Islands （UHI）

日時
�令和 5（2023）年 4月 28 日（金）17：00 ～
19：00（日本時間）

面談者
Iain�Morrison氏�（Dean�of�Student�Experience）
Kevin�Sinclair 氏�（Student�Engagement�
Manager）

調査員
大佐古　紀雄　育英短期大学　保育学科　教授
小林　　澄子　評価研究部評価研究課　課長
中里　　祐紀　評価研究部評価研究課　主任

※オンラインインタビュー

1．質保証への学生参画の実態
UHIにおける質保証への学生参画を大きく支え

ているのは、第一に同大学の学生団体である
HISA（Highlands� and� Islands� Students’�
Association：ハイランズアンドアイランズ学生
協会）である。両者は、学生の学習経験の向上を
目 的 と し て SPA（Student�Partnership�
Agreement）を締結している。なお、HISA は
16歳以上の同大学の学生は全員が自動的に会員と
みなされる。
SPA は、平成 23（2011）年 9 月にスコット

ランド政府が発表した「Putting�Learners�at�
the�Centre�–�Delivering�our�Ambitions� for�
Post-16�Education」によって導入が勧告された
ものであり、HISAの公式サイトによれば、UHI
は、スコットランドでこのような協定を結んだ最
初の大学の一つだそうである。インタビュー調査
時点では SPA2022 が最新のものであったが、令
和 5（2023）年 12 月 1 日に新たに SPA2024-
26（以下断りがない限りこの最新版を「SPA」
と標記する）が締結された。
SPAの記述によれば、大学とHISAは、「緊密

に連携して」大学の関連するすべての委員会に参
加し」、学生参画の役割を果たすための「サポー
トや訓練を受けられるようにしている」。実際に、

「教授会、質保証強化委員会、学術評議会、カレッ
ジ理事会などを含む関連するすべての大学や学術
パートナーの委員会に出席し」、「欠員が生じた場
合は学生に欠員が生じたことと参加方法について
通知がされる」とのことである。各クラスにコー
ス委員会に出席してコースでの学習経験に関わる
問題について学生からの意見を大学に伝える
「Student�Voice�Rep」（以下 SVR）を配置する
必要がある。カリキュラムの改訂など学生の学習
経験に関わる大きな変更を行う場合は、フォーカ
スグループや相談イベントを設定し、学生たちが
こうしたグループやイベントに参画する。これら
の学生代表は、その代表としての役割を果たすた
めに、必要な訓練やサポートを受ける。また、他
の学生代表と相互にサポートし合う機会もある。
（p.3）

上記の書面によって把握したことに加えて、イ
ンタビューで得られたことも紹介したい。
毎年実施しているQuality�Monitoring にも学

生が参画しているとうかがった。職員が作成した
報告書を、パネルを設けて職員と学生とが確認し
学生からも質疑ができるようになっているそうで
ある。このようなパネルは、上記の大きな変更を
伴う場合にも設けられ、だれもが平等な立場と権
限で参加するそうである。

2．質保証に参画する学生
SVR は、クラスレベルだけではなく、コース

レベル代表、学部代表、そしてUHI 全学で 12
箇所あるカレッジ単位で出る地域代表（Regional�
Representative）もある。この地域代表は、上
級委員会（Senior�Committee）や、カレッジの
運営委員会（Board�of�Management）にも参
加しており、全学レベルでの学生代表もいる。大
学の意思決定においては、短期的なワーキンググ
ループだけではなく、最高意思決定機関である大
学理事会（University�Court）にも代表が入っ
ている。
代表者は、クラス単位で選出された代表から学

生全体の代表を選出し、1年任期でフルタイムの
Student�Officer を担う。大学全体で、HISA が
担っている Student�Officer が 3 名存在する。
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他にも上述の通りカレッジごとに代表が選ばれる
が、フルタイムまたはパートタイムでの活動を
行っている。
この方法の重要な考え方として Iain�Morrison

氏から受けた「クラス単位の代表から最高の意思
決定機関まですべてのつながりをつくっていく」
という説明が、SVRの構造をイメージとして理
解する上ではとてもわかりやすい。
Morrison 氏から Student�Officer の実態につ

いてうかがうこともできた。他の学生の意見を吸
いあげることにとても長けている人々もいて、情
報共有、Focus�Group の運営、オンライン上で
の多様なコミュニケーション手段を活用し、集団
の意見を集約して声を上げることができる。一方、
個人的な意見をあげてしまう学生代表もいて、特
定のイシューにのみ強い情熱を傾けて活動してし
まうようになると、必ずしも学生集団の代表とし
ては声が反映されていない状況になり、一般の学
生にとってはフラストレーションがたまる状況に
なっていることも推察される。
上位レベルの代表を選出する際には、選挙を行

い決まった公約を掲げて選出されるので、あらか
じめ代表が何をするのかは明確にされている。
そして SPAの中でも、議論の枠組みが定めら

れている。また、焦点を置くテーマや取り組むべ
き課題についての枠組みも SPAで定められてい
る。Kevin�Sinclair 氏によれば、SPAの中では、
HISAとともにテーマや課題を設定することが記
されているが、これらは、学生が大切だと考える
テーマ、あるいは調査などを行ってテーマが設定
されていく。その上では、HISAに対してエビデ
ンスに基づいてテーマを設定することが重要であ
り、これを推奨しているとのことである。

3．学生参画の成果、課題
学生参画の課題についてうかがったところ、

Morrison 氏からは以下の 5点が挙がった。
第 1に時間不足がある。そもそも学業に多忙

であり、働きながら学ぶ学生も多い。第 2 に、
質保証のプロセスや参画に関する知識の不足があ
る。第 3には、質保証に携わる上での能力面で
の自信が学生に持てていないことがある。第 4
には、学生代表として為したフィードバックを大
学に真剣に受け止めてもらえるという学生から大
学への十分な信頼が欠けていることがある。そし
て第 5には、リソース不足がある。取り組みた
いことは多々あるが、時間、予算、提供するため
の研修などが足りない。
こうした課題を克服し乗り越えていく必要があ

り、方法として Morrison 氏や Sinclair 氏から
は以下の 5点が挙がった。
第 1に、さらに参加しやすい体制を整えるこ

とがある。例えば、参画の方法や学生からのフィー
ドバックの提出方法について明確に情報を伝える
必要がある。第 2には、質保証のプロセスへの
理解や求められるスキルを身につけるために必要
な支援や研修をしっかりと提供するという対応策
がある。第 3 には、信頼関係の構築のために、
学生に対して、「学生の声を聞きたいと思ってい
ること」、「フィードバックをもとにして次の行動
をとっていること」、「その結果どんな成果が得ら
れたのか」、「フィードバックをもとに何らかの行
動を取ることができない場合でもその理由を説明
すること」に努めている。第 4には、質保証に
関するリソースとして、支援スタッフの配置や、
時間、資金を提供している。ただし、学生からは
質保証参画のための時間がかかりすぎて十分には
割けないと学生が捉えているという課題がある。
実際に、クラスレベルの SVRでさえも、なり

手の確保が課題になっているそうだ。コロナ禍以
降、学生の活動全般に変化が生じている。例えば、
キャリアアドバイスのセッションに出席する学生
が減少したり、ボランティア活動などに参加する
学生が減少したりしている、という傾向がある。
学生が自分にとってもっとも合理的な時間の使い
方を考えた結果、このような傾向が生まれている
とみている一方で、講義への出席や図書館利用に
関しては学生の参画が減っている傾向はなく、あ

Iain�Morrison 氏（左）とKevin�Sinclair 氏
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くまで課外での活動でみられる変化のようであ
る。
SVRは、以前は大学やQAA�Manager が管轄

していたが、数年前に HISA に移管された。
HISA が SVRの制度を管理しながら、代表のリ
クルート活動、研修、支援を行ってきたが、十分
に機能できていない部分や、組織的な観点からの
課題が浮かび上がったそうである。このインタ
ビューで例として挙がったのは、学生代表のデー
タベースがうまく機能せず、HISAが制度運営を
始めてから代表に立候補する学生が減少してし
まったことである。このため、この制度運営はいっ
たん大学に戻されており、この 2年間で起きた
問題の解消の見通しは立っているとのことであ
る。HISAと大学が緊密に連携を取りながら解決
を進め、HISAがこの管理を問題なく効率的に行
えるようになったときには、あらためてHISA
に運営の権限を戻すことが望ましいとのお考えで
あった。

4．大学側のサポート（研修、担当窓口など）
研修については、SPAに基づいて実施している。

ただ、研修の内容や方法については、sparqs
（student�partnerships�in�quality�Scotland）が
一連のパッケージを作成している。ここが作成し
たモデルに従って、HISAが提供する形で、クラ
ス代表に対してはオンラインあるいは対面型での
研修を受講することが可能になっている。クラス
代表よりもさらに高いレベルの代表者に対しても
研修パッケージという形で提供されている。なお、
上位レベルの Senior�Officer の場合は、HISAで
はなく、全国レベルでNUS（National�Union�
of�Students）から提供されるものもある。
この sparqs は、平成 15（2003）年に設立さ

れた団体である。現在は慈善団体（charitable�
status）の格を持ち、「学生が自分や他者の教育
経験に前向きで恩恵のある変化をもたらすことが
できる環境を促進することによって教育を進歩さ
せるために、スコットランド資金評議会から資金
提供を受けている」団体である。この目的に沿っ
て、学生への支援、機関への支援、セクターへの
支援を行っている。（「About�sparqs」より）

報酬については、3名の Student�Officer に関
しては、仕事と同じ扱いとなり支払いがある。地
域代表に対しても、パートタイムの仕事としての
扱いになり、Student�Officer と同額の報酬が支
払われている。上記以外の、より下位のレベルの
代表者に対しては報酬がないボランティアとして
の活動となっている。なお、報酬額は最低賃金と
同等の水準の金額が支払われているはずであると
のことであったが、報酬額に関する回答がこのよ
うに不明確であった理由は、HISAが法人格を持
ち、大学とは別の独立した団体であることも背景
にある。
また、地域代表にも数日間の研修が提供されて

いる。大学や教職員との関係のつくり方、代表と
しての仕事の仕方、その仕事が実際にどう機能す
るのかを含めた研修がなされる。
ただし、こうした研修を行っても完璧とはいえ

ないと、Morrison 氏は断言する。委員会は、
フォーマルな傾向が強い会議であり、学生の立場
に立てば、出席するだけでも怖じ気づいてしまう
心配がある。会議の形式への対応への難しさや、
会議において使用される言葉を理解していないこ
とへの懸念がある。そのため、委員会に置かれて
いるCommittee�Officer の役職の立場から、会
議に先立って学生代表と面談し、会議の進み方、
使用される用語などについて説明するように促し
ているとのことである。
さらには、学生代表が気軽になんでも質問し、

対話することができる環境づくりが大切と考えて
いるそうだ。このこともあり、HISAでは常勤職
員を雇用している。この常勤職員は、大学運営に
関わる過去の事例や抱えている問題や状況を含め
て、大学運営に関する全般的な事情を把握してお
り、学生代表が、この職員に質問をしたり、話を
したりすることができるようになっている。
Student�Engagement�Manager の 立 場 か ら
Sinclair� 氏や同僚の方々が、この Committee�
Officer に対して働きかけも行っている。より上
位の代表者である Senior�Representative に対
しても、何でも聞けて話せるメンターのような役
割を果たす人間がいる。そして、これと同じ構造
が下位レベルの代表に対しても用意されており、
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レベルに関係なく学生団体や大学から同じような
支援が受けられるようになっている。

5．外部ステークホルダー参画
学外のステークホルダーについても、いくつか

を挙げていただいた。
第 1が企業である、卒業生の質に関心をもち、

企業が求めるスキルや知識が身についているかど
うか、フィードバックの提供、フォーカスグルー
プでの意見交換、アドバイザリーパネルへの参加、
多様な調査への参加、新たなコース・プログラム
を開発する際に意見や助言を得ることもある。こ
れらは、労働市場の観点からのものであるが、他
にも、看護や歯科など多様な専門（職）団体があ
り、私たちの提供しているプログラムがその専門
団体の基準を満たしているかどうかもみられる。
第2に、スコットランド市民である。納税者とし

て大学に対して資金提供を行っている立場であり、
大学教育の質に関心がある。そこに耳を傾ける必要
がある。市民の声は、いくつかの方法で届くように
なっている。例として、「UHI�FOUNDATION」
を通してのコミュニケーションがある。年に数回、
定期会合を開き、市民・市民団体が出席する。
University�Boardのような意思決定機関とは異な
り、この「FOUNDATION」の場合は、私たちの
活動がコミュニティのニーズを満たしているのか、
そしていかなる方法でニーズを満たしているのか、
といった情報を共有する、いわば一方向の情報共有
の場となっている。
第 3 には、政府の資金で運営されている

Highlands�and�Islands�Enterprise（HIE：ハイラ
ンズアンドアイランズ開発公社）があり、雇用創
出や持続可能コミュニティのために非常に重要な
ステークホルダーとなる。UHIも、この団体の取
り組みの一環として設立されたため、大学のミッ
ションとして経済活性化や雇用創出が重要な使命
のひとつと捉えている。遠隔で地域が多数存在す
るエリアなので、密にこの経済開発団体と連絡を
取っているそうだ。なお、UHIがカバーするスコッ
トランドの約半分のエリアと重なるようにHIEも
エリアをカバーしている。
第 4に、スコットランド政府も重要なステー

クホルダーとしている。出資元であることはもち
ろんのこと、UHI の活動を幅広い観点から見て
いる。政府がもつ Scottish�Funding�Council と
も定期的に会合を持っている。他にも、政府ない
し政府機関の関係者や、大学がカレッジを置く地
方の関係者とも定期的な会合をもっている。強い
関係を構築することで、UHI に影響が及ぶ政策
形成に逆に影響を及ぼすことができるようにした
いとの思惑がある。
第 5に、QAAも重要なステークホルダーとし

て挙がる。QAAはUHIの評価システムに対して、
批判的な観点から助言を得られたことも含めて、
非常に多大な貢献となっている。また、パートナー
シップアプローチによりQAAとスコットランド
の強い関係づくりにも大きく貢献している。
また、学内ではあるが、UHI の職員も重要な

ステークホルダーと認識している。職員の声も
しっかり届くメカニズムとマネジメント体制を構
築している。
なお、Sinclair 氏からは、地元自治体の存在と

支援もあることの補足があった。

6．QAA の評価システムについての意見
QAAの行っているレビューは大学にとって非

常に役に立つ有用なものと考えているそうであ
る。非常に公平で厳格なレビューに基づいた報告
書が公表される。また、公表前にはUHI に対し
てコメントを加える機会が提供される。最終版が
出てくる前にさまざまな作業があり、勧告、ある
いは他の形でもって必要な作業が発生することも
ある。いずれにしても提起された課題に関しては
真剣にかつ真摯に受け止め、現在進行中のものも
含めてさまざまな改善への取り組みを行ってい
る。
そして、その取り組みに主に責任を負うのが

Quality�Committee という組織になる。この委
員会はQAAの報告書の内容や、報告書内で実行
しなければいけないとされたことに関して、まず
緊密かつ細かなモニタリングを行う。各事項につ
いて担当が割り振られ、役員レベルへの報告を適
宜行う責任を負っている組織でもある。報告書の
中で指摘をされた事項の例の一つとして、学生の



9292
調査研究 2調査研究 2

退学率を下げるために戦略的なアプローチを検討
せよというものがあった。大学全体として、大規
模かつ大々的な退学防止プログラムを展開してお
り、UHI における学生の在学の各段階において、
より多くの支援を提供し、退学率を下げていくこ
とを目指した取り組みを行っている。そして、
「Enhancement」（向上・強化）をベースにして
いることが、スコットランドの質保証システムの
強みであるとMorrison 氏は考えている。QAA
へのレビューにおいて優れた取り組みと評価をさ
れたことでも、スコットランドの評価システムの
プロセスの中では、それをさらに優れたものにし
ていくためには何ができるかを考えていくことが
求められる。従って、優れた取り組みについても
議論を重ね、一方で反省点についても検討して改
善につなげる活動をしているとのことである。

7．まとめと所感 
UHI における学生参画の特徴として以下数点、

所感を交えてまとめたい。
第1に、クラスレベルから全学運営レベルまで、

すべての階層で縦横に学生参画を担う代表を置き
つつ、これらの「点」をつなげて「線」にするこ
とに強く意を用いていることが挙げられる。イ
メージ的な記述で恐縮だが、おそらく「線」が強
くなることでやがて「面」としての性格を帯びて
より有効な学生参画を実現することを理想として
いるように見える。
第 2に、学生団体HISA との積極的な協力連

携関係を大学として構築して、運営にプラスに活
かそうとする考え方が強力かつ明確に表れてい
る。欧州の多くの地域に共通することでもあるが、
ここでも学生の参画は大学運営の大前提となって
いる。その連携を明文化するために SPAを締結
して、お互いになすべきことや課題を共有・明確
化していることも大きい。
第 3に、スコットランドにおいては、スコッ

トランド全域の学生を支援する sparqs が学生代
表に対する研修内容をパッケージ化して広く提供
していることをはじめとして、多角的な支援をし
ていることも大きい。スコットランドの他大学で
の調査でも同様の知見が得られている。

第 4に、大学としてのステークホルダー意識
が非常に高いことも背景としてうかがえることに
ある。英国内でもとりわけ経済状態が厳しいと言
われるスコットランドの半分のエリアをカバーす
る大学だが、とりわけ北部が中心で 12のカレッ
ジが散在しており、オンライン授業の割合もそれ
なりにある。地域の大学が生み出す人材の質は、
そのまま経済に影響するとの強い危機感があろ
う。ゆえに、スコットランド政府、地方の関係者、
自治体、企業、市民まで、幅広く大学の教育・研
究の質への関心が高く、大学の最大の当事者であ
り将来の社会・経済の担い手ともなる学生を大切
にする意識にもつながっているであろうことは、
想像に難くない。この点は、地方で地域との密接
さを重視することが求められる高等教育機関が多
い日本においても、大いに参考になることだと考
える。
第 5に、上記のような特徴は持ちつつも、学

生の現実の厳しさも垣間見えたことは指摘してお
きたい。学生からの代表のなり手の減少、学生代
表のデータベースの件を例として学生団体の運営
にも大学から手を入れざるを得なくなるほどの不
手際が生ずることが起こりうること、これらは、
大学の運営に関する知識や技術のみならず、社会
経験・対人経験も不足していることが背景にある。
しかし、この点は学生にはほぼ落ち度がない話で
あることにも留意しなければならない。
第 6に、その点で、UHI の学生参画に関わる

スタッフは、学生がいかに自己効力感を含めたプ
ラスのマインドをもちながら参画ができるかを、
日々の学生との接点業務の中でも、常に考えて工
夫しているようにみえる。
上述の通り、学生参画の課題も決して小さなこ

とではない。しかし、大学が、全学的に、クラス
レベルから全学運営レベルまでの階層において、
しっかりと明文化された合意のもとに学生の代表
を参画できるようにする体制を整え、それを社会
全体が支援している構図がある。オーバーな表現
かもしれないが、学生には大学や地域のたくさん
の味方がいるととらえることはできないか。厳し
い社会環境が背景にあるとはいえ、単に制度を作
るだけではなく、そこに「いかに学生を大切にし
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ながら、より学生にとって良質な教育を提供する
ことを追求していくか」が大切であることを思い
知らされた。まさに、「学生参画は仏を作って魂
をも入れなければならない」のである。

�大佐古　紀雄（育英短期大学　保育学科　教授）
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Ⅴ 　欧州の質保証における学生参画に関す
る ア ン ケ ー ト　 ―ESU’s QA Student 
Experts Pool メンバーを対象として―

1．アンケート調査概要

①目的
本調査は、欧州の質保証に参画する学生の実態

を欧州全体レベルで把握し、日本で質保証への学
生参画を推進するに当たっての示唆を得ることを
目的とする。
欧州における質保証への学生参画の取組みは、

日本でも先進事例として取上げた研究が散見する
が、実際に参画する学生がどのような考えをもっ
て参画しているかについては、十分に明らかに
なっていない。評価機関が、今後の評価システム
の在り方について検討する場合、参画した学生に
対するヒアリングによって得られた知見が、当該
学生や大学特有のものなのか欧州で参画する学生
に広く確認される考えや傾向なのかを把握するこ
とは、検討を進める上で重要となる。
今回、インタビュー調査先の一つである欧州学

生連合 ESUの調査協力を得られたことから、
ESU’s�QA�Student�Experts�Pool（以降、Experts�
Pool と表記する。）のメンバーとして欧州レベル
で質保証への学生参画に携わる方に対してアン
ケート調査を実施することとした。

②方法
ESUの協力を得て、Experts�Pool のメンバー

72人に対して行った。
アンケートは「Google�Form」で作成し、

President（依頼時はVice�President）のHoria�
Onit，a 氏に送信、Horia�Onit，a 氏からメンバー
に転送してもらう形で実施した。
実施期間を令和 5年（2023）年 5月 16日（火）

～ 6月 15 日（木）としたが、回答数を増やすた
めHoria�Onit，a 氏の許可を得て、回答期間を 7
月 15 日（土）まで延長した。メンバーへの延長
の連絡もHoria�Onit，a 氏を通して行った。

③アンケートの内容と回答者数
アンケートの設問は、「Ⅰ　ESU’s�QA�Experts�

Pool で活動する以前の質保証への学生参画に関
する活動経験」～「Ⅳ　あなた自身のこと」の 4
章で構成されている。設問を 18とし、Ⅲ -（2）
では 7、（3）では 10の具体的な項目に対して考
えを聞いた。
回答者の負担を考え、可能な限り選択式の設問

としたが、Experts�Pool に応募した動機、達成
したい点、得られた成果、質保証の学生参画の必
要性については、記述式とした。
質問票は、当機構の評価システム改善検討委員

会委員で本調査研究の協力者である堀井祐介氏、
大佐古紀雄氏からの意見を踏まえつつ、評価研究
部評価研究課で作成した。本アンケートの英語名
は「Questionnaire�on�student�engagement�
in�quality�assurance」である。
作成したアンケートは、Experts�Pool のメン

バー 72 人に送信し、15 人から回答を得た。回
答率は 20.8%である。

④分析に当たっての留意点
調査対象とした「ESU’s�QA�Student�Student�

Experts�Pool」は、平成 21（2009）年に始まっ
た ESU内の組織で、欧州全土で質保証への学生
参画を推進し発展させる方法と位置づけられてい
る。参画する学生は欧州全土から選出されており、
ESU の政策立案や国レベルを含む質保証のレ
ビューに参画している。評価者としても豊富な経
験を有している者が多い。このような経験を有し
た者が選出されるケースが多いことから、メン
バーは 1人をのぞき大学院生以上であった。
以上を踏まえると、回答者は、質保証への学生

参画の実態をさまざまなレベルで把握しており、
俯瞰的な立場から学生参画の実態について語るこ
とができると考えられる。一方、彼らの経歴を考
慮すると、彼らの知見は欧州の質保証に参画する
一般的な学生より高いレベルである点に留意する
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必要がある。
本アンケートは英語で実施した。本報告書で回

答者の発言を引用した箇所及びⅢ -（4）の自由
記述回答の日本語訳は、翻訳ソフト（DeepL）
を利用して翻訳したものを意味が変わらない範囲
で一部修文している。

2．集計結果と分析

Ⅰ 　ESU’s QA Experts Pool で活動する以前の
質保証活動経験

＜設問の意図等＞
Experts�Pool で活動する前の活動経験につい

て聞くことで、回答者の実態を把握することを目
的としている。質保証に参画できることを知った
時期、活動を開始した時期、活動開始後の経験に
ついて聞いた。

（1 ）あなたが大学の質保証に学生が参画できる
ことを知った時期はいつですか。当てはまる
ものを選択して下さい。

（2 ） あ な た が 質 保 証 へ の 学 生 参 画 に つ い て
Student Council, Student Union（SU） な
どの組織に所属して活動し始めた時期はいつ
ですか。当てはまるものを選択して下さい。

「学士課程 1年目と」回答した者が多いが、そ

れ以外の学年も選択肢ごとに複数いる。「大学院
入学以降」に知った者もおり、活動を知り、活動
を開始する時期は多様である。
活動を知った時期と実際に活動を開始した時期

については、一致している者が 10 人と多いが、
活動を知った時期が活動を開始した時期より早い
者が 3人、逆に活動を開始した時期が活動を知っ
た時期より早い者が 2人いた。
前者は、活動を知った後実際に活動することを

決めるまでに一定の期間を要したと考えられる。
後者は、質保証への学生参画以外の活動に興味を
持ってStudent�CouncilやStudent�Union（SU）
の構成員となり、活動を通して質保証への学生参
画の取組みを知り、関心を持ったと考えられる。

（3 ）National Student Union （NSU）に所属し、
board member、officer、staff 等として活動
した経験がありますか（現在も所属している
場合も含みます）。

「経験がある」と回答したのは 7人で、回答者
の約半数がNSUに所属した経験を有している。
「経験がない」と回答した者についても、8人の
内 5人は（4）の設問においてReview�Panel と
して参画した経験があると回答しており、何らか
の評価経験を有する者が多い。

【図 2】Ⅰ -（2）あなたが質保証への学生参画に
ついて Student Council、Student Union（SU）
などの組織に所属して活動し始めた時期はいつで
すか。当てはまるものを選択して下さい。

学士課程入学以前
0.0%（0人）

学士課程1年目
40.0%（6人）

学士課程2年目
20.0%（3人）

学士課程3年目
20.0%（3人）

大学院入学以降
20.0%（3人）

【図 1】Ⅰ -（1）あなたが大学の質保証に学生が
参画できることを知った時期はいつですか。当て
はまるものを選択して下さい。

学士課程入学以前
0.0%（0人）

学士課程1年目
46.7%（7人）

学士課程2年目
13.3%（2人）

学士課程3年目
13.3%（2人）

大学院入学以降
26.7%（4人）
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（4 ）ESU’s QA Experts Pool に入る前に、次の
評価に Review Panel として参画した経験が
ありますか。［①大学　② ENQA の Agency 
Review　③ QA body（ENQA 以外）］
大学の評価にReview�Panel（評価員）として

参画した経験があると回答したのは 9人である。
ENQAの Agency�Review（質保証機関に対す
る評価）に参画したのは 1人のみであったが、
ENQA以外のQA�body（質保証機関）の評価
員の評価経験がある者は 8人であった。
回答者の選択状況を確認すると、大学と

ENQA以外のQA�body の両方を経験した者が

【図 3】Ⅰ -（3）National Student Union （NSU）
に所属し、board member、officer、staff 等と
して活動した経験がありますか（現在も所属して
いる場合も含みます）。

はい　46.7%
（7人）

いいえ　53.3%
（8人）

9 人いる。一方、これらの経験を有しないまま、
直接 Experts�Pool に入った者が 5人おり、5人
の内NSUに所属した経験もない者が 3人いる。
3人の活動開始時期は、大学院入学後が 2人、学
士課程 3年目が 1人となっており、開始時期が
比較的遅かったことが影響している可能性があ
る。

Ⅱ　ESU’s QA Experts Pool での活動
＜設問の意図等＞
Experts�Pool で活動したいと考えた理由や活

動開始後の状況を聞くことで、回答者の実態を把

【図 6】Ⅰ -（4）ESU’s QA Experts Pool に入
る前に、次の評価に Review Panel として参画
した経験がありますか。［③ QA body（ENQA
以外）］

はい  53.3%
（8人）

いいえ  46.7%
（7人）

【図 5】Ⅰ -（4）ESU’s QA Experts Pool に入
る前に、次の評価に Review Panel として参画
した経験がありますか。［② ENQA の Agency 
Review］

はい  6.7%
（1人）

いいえ  93.3%
（14人）

【図 4】Ⅰ -（4）ESU’s QA Experts Pool に入
る前に、次の評価に Review Panel として参画
した経験がありますか。［①大学］

はい  60.0%
（9人）

いいえ  40.0%
（6人）
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握することを目的としている。応募した理由、活
動を通して達成したい点、実際に得られた成果に
ついて聞いた。

（1 ）あなたが ESU’s QA Experts Pool に応募し
た理由を簡潔に記述してください。
15 人全員から回答があった。主な内容は次の

2点である。
第一は、欧州全体の高等教育の質保証への貢献

である。「これまで国レベルの組織で活動した経
験を生かして、欧州の高等教育の質向上に貢献し
たい」「ESUが導入に主導的な役割を果たした取
組みに引続き関与する必要がある」等の意見が
あった。
第二は、自身が主に活動する国以外の質保証に

ついて学ぶ機会の獲得である。「欧州全体や他国
の質保証について学ぶ」「知識を広げ、最新のト
レンドを把握する」等の意見があった。学ぶ理由
については、「自国にノウハウを持帰りたい」な
ど自国への還元を目的として挙げているケース
と、「評価者としてのQA経験の多様化」など個
人の成長を重視する意見があった。

（2 ）あなたが ESU’s QA Experts Pool で達成し
たいと考えていることについて簡潔に記述し
てください。
15 人全員から回答があった。前問の回答をよ

り具体的に記述した回答が多くみられた。欧州の
高等教育の質保証に貢献する手段として、「自身
が貢献できるレビューへの参画」「学生のニーズ
をパネルに反映させる」などが挙げられた。
活動を通して学びたい点の具体例としては、「欧

州の高等教育と質保証」「欧州規模で高等教育に
影響を与える文書や法、プロセス」「各国のQA
システムの違い」などが挙げられた。自国への還
元については「活動を通して得た知識や経験を自
国の学生と共有すること」「自国のQAイニシア
ティブに生かす」「教育プログラムの改善やス
チューデントサクセスに役立てる」などの意見が
あった。
個人の成長の観点からは、「他の学生代表との

交流・協力」「欧州全域で幅広い人脈を獲得する」

などの経験を重視する意見や、身に着けたい能力
として「コミュニケーション」が挙がった。活動
後に到達したい姿として「QAのプロフェッショ
ナルになる」「時代のニーズや地域の実情に対応
した専門家の育成に貢献できる専門家になる」な
どが挙げられた。

（3 ）あなたが ESU’s QA Experts Pool での活動
を通して得られた具体的な成果について記述
してください。
14 人から回答があった。具体的な成果として

は、次の三つにまとめることができる。
第一は、欧州の高等教育の質保証を推進する観

点からの成果である。具体的な活動として、「自
分自身の知識やスキルを国際的なプラットフォー
ムに持込む機会を得た」「国際的な会議の場で学
生を代表し、学生の声を届けた」「ESGの改定前
の調査などの重要な調査に参画した」などが挙げ
られた。その結果得られた成果として、「学生の
権利や利益のためのためにロビー活動を行い、最
終報告書にそれらを盛込むことができた」「NUS
や国家機関を通した改善の提案ができた」「国の
質保証機関と ESU との協定締結に向けたプロ
ジェクトを立上げた」などが挙げられた。
第二は、評価を行う立場からの成果である。具

体的な活動として、「自国の大規模な機関別レ
ビューに参加した」「QA機関のさまざまな審査
委員会に参画した」「自国以外の大学のアセスメ
ントに参画した」などが挙げられた。その結果得
られた成果としては、「評価結果への反映」が具
体的な成果として挙げられた。
第三は、個人の能力向上の観点からの成果であ

る。具体的には「大学のベストプラクティスと
ウィークポイントを見つけ、建設的なフィード
バックを与える方法」などQA活動に関係する
能力が挙げられた。コミュニケーション能力など
比較的汎用性の高いスキルに関する記述はなかっ
た。

Ⅲ　質保証への学生参画についての考え
＜設問の意図等＞
質保証の学生参画に対する回答者の考えについ
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て確認することを目的としている。設問は日本の
質保証への学生参画の推進の観点から取上げられ
る要素を盛込み、日本の学生との共通点や相違点
を把握することも意図している。
質保証についての知識を得る方法、参画する上

で重視する点、現状の評価について聞いた。質保
証への学生参画に対する現状の評価について聞く
際は、回答内容を正確に理解する観点から、日本
では質保証への学生参画がまだ一般的なものとは
なっていない現状を伝え、可能な限りその選択肢
を選んだ理由についても回答を依頼した。回答者
の負担に配慮して必須回答とはしなかったもの
の、多くの回答を得ることができた。
最後に、質保証への学生参画の必要性を中心に、

自由記述で回答を求めた。欧州における質保証へ
の学生参画に対する考え方を把握することに加
え、日本で質保証への学生参画を推進する理由を
説明する際の参考となる新たな視点が得られるこ
とも期待して設定した。

（1 ）あなたは活動に必要な質保証についての知
識をどこから得ていますか。当てはまるもの
を全て選んでください。［① Student Union
等が提供する研修プログラム　②活動する組
織の先輩・メンバーからの情報　③ QA body
が提供する研修プログラム　④所属大学の教
職員　⑤その他］

「Student�Union 等が提供する研修プログラ
ム」「活動する組織の先輩・メンバーからの情報」
「QA�body が提供するプログラム」はいずれも
選択率が高く、活動に必要な質保証の知識を得る
ために重要な役割を果たしている。「所属大学の
教職員」を選択したのは5人にとどまっているが、
回答者の大学所在国を確認したところ1、北欧及び
西欧の者は全員が選択している。逆に東欧は0人、
南欧及び西アジアは 1人となっている。いずれ
の選択肢も選ばなかった者が 1人いたが、高等
教育政策を学んでいることが自由記述欄に記され
ていた。したがって、東欧、南欧及び西アジアで
は、北欧及び西欧と比較して所属大学の教職員の

1　地域は、国際連合の区分に基づく

関わり方や支援が十分ではない可能性がある。

（2 ）あなたが質保証への学生参画に関する活動
を行う理由として、以下の a ～ i はどの程度重
要ですか。該当するものを選択して下さい。

　a 次のレベルで大学の発展に寄与することがで
きる。［ⅰ）所属大学　ⅱ）大学所在国　ⅲ）
ヨーロッパ］

大学の発展はさまざまなレベルが存在すること
から、「i）所属大学」「ⅱ）大学所在国」「ⅲ）ヨー
ロッパ」の 3レベルに分けて調査を行った。
所属大学レベルでは、非常に重要と回答した者

が 11人、重要と回答した者が 4人で否定的な回
答を選択した者はいない。大学所在国、ヨーロッ
パと対象が広くなるにつれて非常に重要と回答し
た者が減り、「重要」と「あまり重要ではない」
の選択肢を選ぶ割合が増加している。全てのレベ
ルにおいて、最も否定的な選択肢である「全く重
要ではない」を選択した者はいなかった。

b 学生の権利や利益を守ることができる
「重要」と回答した 1人を除く 14 人が「非常
に重要」と回答した。質保証に参画する理由とし
て、特に重視していることが読取れる。

c 多様なメンバーと共に活動することができる
前問の bより割合は下がるものの、8人が「非

常に重要」、4人が「重要」と回答しており、多
くの者が重視していることが読取れる。一方、2
人が「あまり重要でない」、1人が「全く重要で

【図 7】Ⅲ -（1）あなたは活動に必要な質保証に
ついての知識をどこから得ていますか。当てはま
るものを全て選んでください。

13人

12人

11人

5人

3人

0 5 10 15

Student Union等が提供する
研修プログラム
活動する組織の先輩・メン
バーからの情報
QA bodyが提供する研修プロ
グラム
所属大学の教職員

その他
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はない」と回答していることから、あまり重要と
は考えていない者も一部存在することが読取れ
る。

d リーダシップ等の能力を身に着けることができる
5 人が「非常に重要」、4人が「重要」を選択し、

肯定的な回答が過半数を占めるが、「あまり重要

【図 9】Ⅲ -（2）あなたが質保証への学生参画に
関する活動を行う理由として、以下の a ～ i はど
の程度重要ですか。該当するものを選択して下さ
い。
a 次のレベルで大学の発展に寄与することができ
る。［ⅱ）大学所在国］

非常に重要　53.3%
（8人）

重要　40.0%
（6人）

あまり重要でない
6.7%（1人）

全く重要でない
0.0%（0人）

【図 8】Ⅲ -（2）あなたが質保証への学生参画に関
する活動を行う理由として、以下の a ～ i はどの程
度重要ですか。該当するものを選択して下さい。
a 次のレベルで大学の発展に寄与することができ
る。［ⅰ）所属大学］

あまり重要でない
0.0%（0人） 全く重要でない

0.0%（0人）

非常に重要
73.3%（11人）

重要　26.7%
（4人）

あまり重要でない
0.0%（0人）

でない」を選択した者が 6人とやや多い。活動
を通してさまざまな能力を身に付けることを望ん
でいるが、優先順位は b（学生の権利や利益を守
る）や c（多様なメンバーと共に活動する）と比
べると低いと考えられる。

【図 11】Ⅲ -（2）- b 学生の権利や利益を守るこ
とができる

非常に重要
93.3%（14人）

重要
6.7%（1人）

あまり重要でない
0.0%（0人）

全く重要でない
0.0%（0人）

【図 10】Ⅲ -（2）あなたが質保証への学生参画
に関する活動を行う理由として、以下の a ～ i は
どの程度重要ですか。該当するものを選択して下
さい。
a 次のレベルで大学の発展に寄与することができ
る。［ⅲ）ヨーロッパ］

非常に重要　33.3%
（5人）

重要　46.7%
（7人）

あまり重要
でない

20.0%（3人）

全く重要でない
0.0%（0人）
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e 就職に役立つ
a ～ d とは異なり、この設問では 2人が「全

く重要ではない」、8人が「あまり重要でない」
と回答しており、否定的な回答が多数を占める。
「非常に重要」と回答した者は 1人のみであり、
就職のために活動している者はあまり多くないと
考えられる。ただし、QAAやセントアンドリュー
ス大学のインタビューでも指摘されているよう
に、実際には就職に役立っている側面は存在する。

f 学業・研究に役立つ
回答が割れたため、活動と自身の学業や研究の

関連については、多様な考え方があることが読取
れる。

g その他
回答なし。

（3 ）質保証への参画を通して以下の点について
どのように感じますか。当てはまるものを選
択し、そのように判断した理由を記述してく
ださい。

a 所属大学の質保証に貢献できている
「とてもそう思う」を選択した者が 8人、「そ
う思う」を選択した者が 5人で、多くの学生が
所属大学の質保証に貢献できていると考えている
ことが読取れる。そのように判断した理由として
は、「学生は教育の共同創造者であること」「学生
は学習体験の専門家であること」「学生の視点は、

【図 12】Ⅲ -（2）- c 多様なメンバーと共に活動
することができる

非常に重要　53.3%
（8人）重要　26.7%

（4人）

あまり重要でない
13.3%（2人）

全く重要でない
6.7%（1人）

【図 13】Ⅲ -（2）- d リーダシップ等の能力を身
に付けることができる

全く重要でない
0.0%（0人）

非常に重要　33.3%
（5人）

重要　26.7%
（4人）

あまり重要でない
40.0%（6人）

【図 14】Ⅲ -（2）- e 就職に役立つ

重要 27%
（4人）

あまり重要でない
53%（8人）

非常に重要　6.7%
（1人）

重要　26.7%
（4人）

あまり重要でない
53.3%（8人）

全く重要でない
13.3%（2人）

【図 15】Ⅲ -（2）- f 学業・研究に役立つ

非常に重要
20.0%（3人）

重要　33.3%（5人）
あまり重要でない

26.7%（4人）

全く重要でない
20.0%（3人）
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学生がガバナンスの場にいないと忘れ去られがち
な視点であること」などから、参画すること自体
が貢献である点が挙げられた。具体的な成果とし
ては、「学士課程のプログラムに反映された」「大
学レベルの質保証の規則を共同で作成した」など
が挙げられた。
一方、肯定的な回答をした者の中にも、「提案

は受入れられるが、大学の変化に時間がかかる」
など、成果は実感しているものの、大学側の対応
には更に改善の余地があるという回答が複数あっ
た。否定的な回答を選択した理由としては、「（自
大学では）学生参画のインパクトがあまり大きく
ない」という記述があった。

b  Review Panel として評価した大学の質保証に
貢献できている
11 人が「とてもそう思う」、4人が「そう思う」

と回答しており、評価員として参画した大学の質
保証に貢献できていると考えていることが読取れ
る。そのように判断した理由としては「学生以外
の他の評価員と同等に扱われている」「学生の意
見も他の評価員と同様の拘束力がある」「他の評
価員や評価大学から評価されていることを実感し
ている」などの記述があり、これらが肯定的な評
価につながっていると考えられる。
取組み姿勢についての記述も複数あった。「改

善の出発点となるような意見を言うようにしてい
る」という意見からは、参画する学生も評価大学
の立場に立った発言や評価を心がけていることが
読取れる。「優れた実践例は大学に持帰ることが
できる」という意見からは、評価員の自大学の質
保証に生かそうとする姿勢が読取れる。

c 学業と両立させて活動することができている
「とてもそう思う」と回答した者が 4人、「そ
う思う」と回答した者が 10人であり、学業との
バランスを確保していることが読取れる。理由と
しては、「それほど時間がかからない」「大きな負
担ではない」などがあった。また、「両立できな
ければ参画しない」「過度な負担をかけるべきで
はない」という意見もあり、学業に支障が出るよ
うな形の参画に対する否定的な意見も複数あっ
た。

【図 16】Ⅲ -（3）質保証への参画を通して以下
の点についてどのように感じますか。当てはまる
ものを選択し、そのように判断した理由を記述し
てください。
a 所属大学の質保証に貢献できている

全くそう思わない
0.0%（0人）

とてもそう思う
53.3%（8人）

そう思う
33.3%（5人）

そう思わない
13.3%（2人）

【図 17】Ⅲ -（3）- b Review Panel として評価
した大学の質保証に貢献できている

とてもそう思う
73.3%（11人）

そう思う
26.7%（4人）

そう思わない
0.0%（0人）

全くそう思わない
0.0%（0人）

【図 18】Ⅲ -（3）- c 学業と両立させて活動する
ことができている

とてもそう思う
26.7%（4人）

そう思う　66.7%
（10人）

そう思わない
6.7%（1人）

全くそう思わない
0.0%（0人）
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「そう思わない」と回答した者が 1人いるが、
理由は「大学や業務内容による」というものであっ
た。
回答からは、参画する学生は学業とのバランス

をとりつつ活動していることが読取れる。ただし、
本調査の回答者は 1人を除き大学院在学生や修
了生であり、学士課程で学ぶ学生の状況は不明で
ある。

d 活動に見合う報酬が支払われている
「とてもそう思う」と回答した者が 1人、「そ
う思う」と回答した者が 9人と肯定的な回答が
多いが、「そう思う」4人、「全くそう思わない」
1人と、否定的な回答も一定数見られる。
選択理由としては、選択肢にかかわらず実際に

得ている金額に関する内容よりも、報酬に対する
考え方についての記述が多くみられた。「報酬が
評価員に応募する理由ではない」「旅費や滞在費
などの実費で十分」などの意見があった。ただし、
「QAに携わる他の人々と同じように、学生に報
酬が支払われなければならない」「他の評価員が
金銭的な報酬を受取っている場合はこの限りでは
ない」など、活動の対価として高額な報酬を求め
ているわけではないが、学生以外の評価員と待遇
に差をつけることに対する否定的な意見が選択し
た回答を問わず確認された。

e  自大学の質保証に参画する際、学生は教職員と
対等に扱われている
「とてもそう思う」「そう思う」「そう思わない」

【図 19】Ⅲ -（3）- d 活動に見合う報酬が支払わ
れている

とてもそう思う
6.7%（1人）

そう思う　60.0%
（9人）

そう思わない
26.7%（4人）

全くそう思わない
6.7%（1人）

【図 20】Ⅲ -（3）- e 自大学の質保証に参画する
際、学生は教職員と対等に扱われている

とてもそう思う
33.3%（5人）

そう思う
33.3%（5人）

そう思わない
33.3%（5人）

全くそう思わない
0.0%（0人）

【図 22】Ⅲ -（3）- g 必要なサポートを所属大学
の教職員から受けることができている

とてもそう思う
20.0%（3人）

そう思う　26.7%
（4人）そう思わない

33.3%（5人）

全くそう思わない
20.0%（3人）

【図 21】Ⅲ -（3）- f 他大学の質保証に参画する際、
学生は他の Panel と対等に扱われている

とてもそう思う
53.3%（8人）

そう思う
40.0%（6人）

そう思わない
6.7%（1人） 全くそう思わない

0.0%（0人）
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を選択した者が 5人ずつとなっている。肯定的
な選択肢、否定的な選択肢を選んだ理由のいずれ
にも、「自分の場合は」と前提を置いた意見、「大
学や審査チームにより異なる」という内容の意見
が多く、各大学の実態による差が大きいと考えら
れる。

f  他大学の質保証に参画する際、学生は他の
Panel と対等に扱われている
「とてもそう思う」と回答した者が 8人、「そ
う思う」と回答した者が 6人であり、対等に扱
われていると感じている者が多い。「そう思わな
い」と回答した者は、「若かった時期は過小評価
されることもあった」と記述しており、現在は改

善されているようである。

g  必要なサポートを所属大学の教職員から受ける
ことができている
「そう思わない」と回答した者が 5人、「全く
そう思わない」と回答した者が 3人であり、否
定的な回答がやや多くなっている。
否定的な選択肢を選んだ理由としては、「批判

は必ずしも歓迎されていない」「サポートは一切
なく、自分で学び、どうすれば貢献できるかを考
えなければならなかった」などの意見があった。
肯定的な回答した者が挙げた具体的な支援として
は、「試験の変更などのサポートを受けている」
があった。肯定的な選択肢、否定的な選択肢のい

【図 23】Ⅲ -（3）- h 必要なサポートを所属大学
の学生から受けることができている

とてもそう思う
26.7%（4人）

そう思う　26.7%
（4人）

そう思わない
33.3（5人）

全くそう思わない
13.3%（2人）

【図 24】Ⅲ -（3）- i 次のレベルで質保証への学
生参画は活発に行われている。［ⅰ）所属大学］

とてもそう思う33%
（5人）

そう思う
40%（6人）

そう思わない
27%（4人） とてもそう思う

33.3%（5人）

そう思う
40.0%（6人）

そう思わない
26.7%（4人）

全くそう思わない
0.0%（0人）

【図 25】Ⅲ -（3）- i 次のレベルで質保証への学
生参画は活発に行われている。［ⅱ）大学所在国］

とてもそう思う
26.7%（4人）

そう思う　40.0%
（6人）

そう思わない
33.3%（5人）

全くそう思わない
0.0%（0人）

【図 26】Ⅲ -（3）- i 次のレベルで質保証への学
生参画は活発に行われている。［ⅲ）ヨーロッパ］

とてもそう思う
40.0%（6人）

そう思う
53.3%（8人）

そう思わない
6.7%（1人）

全くそう思わない
0.0%（0人）
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ずれにおいても「大学のスタッフの助けを必要と
したことはない」「通常は起こらない」などの意
見が理由として挙げられており、大学側のサポー
トを求める学生ばかりではない点に留意する必要
がある。
地域別の状況を確認したところ、北欧地域の回

答者はいずれも肯定的な回答をしているのに対し
て、西アジア地域の回答者で肯定的な回答をした
のは 3人中 1人のみとなっている。

h  必要なサポートを所属大学の学生から受けるこ
とができている
「とてもそう思う」と回答した者が 4人、「そ
う思う」と回答した者が 4人であり、肯定的な
回答がやや多くなっている。
肯定的な回答を選んだ理由としては、「大学の

学生団体、NUS、クラスメートがサポートして
くれた」との記述があった。否定的な回答を選ん
だ理由としては、「（質保証の参画についての）一
般学生の認知度はまだ低い」という内容の記述が
複数あった。

i 次のレベルで質保証への学生参画は活発に行わ
れている。［ⅰ）所属大学　ⅱ）大学所在国　ⅲ）
ヨーロッパ］

「ⅰ）所属大学」「ⅱ）大学所在国」「ⅲ）ヨーロッ
パ」の三つのレベルに分けて質問を行った。
共通しているのは、「とてもそう思う」「そう思

う」を選択した割合が高く、肯定的な意見が多い
点である。ただし、「ⅲ）ヨーロッパ」と比較して、
「ⅰ）所属大学」「ⅱ）大学所在国」では、「そう
思わない」を選択した割合がやや高くなっている。
選択理由としては「強い質保証の文化がまだない」
「まだ一般的なものとなっていない」などの意見
が挙げられており、ヨーロッパレベルでは質保証
への学生参画が活発に行われていると認識してい
ても、自大学や国のレベルでは不十分と捉えてい
る者が一定数いることが読取れる。
地域別に確認したところ、北欧、西欧、西アジ

ア地域では三つの全てのレベルについて全員が肯
定的な回答をしている。東欧地域でも、肯定的な

回答が多数を占めつつ否定的な回答が 1件ある
程度となっている。ほかと傾向が異なるのは南欧
地域の「ⅱ）大学所在国」で、肯定的な回答は 2
人にとどまり、3人が「そう思わない」と回答し
ている。

j その他
2 件の回答があった。いずれも世界を視野に入

れたもので、「世界中の学生たちが地域を越えて
協力し合うべき」「まだ十分ではなく、特に世界
中の学生のレベルでは改善が必要である」との記
述があった。

（4 ）質保証への学生参画の必要性について、そ
の他ご意見を自由にお書きください。
6 件の回答があった。本設問に対する回答は、

欧州の質保証への学生参画に対する理解にとどま
らず、日本の質保証への学生参画の在り方を考え
る上で、参考となる考え方が含まれており、全文
を掲載する。
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回答 日本語訳�（DeepL）
1 Students�are�the�first-hand�experiencers�of�the�quality�of�

education,�and�it�would�be�thus�senseless�not�to� include�
them�in�improving�it.�Teachers�and�administrators,�while�
having�more�knowledge�about�planning�and�executing�HE,�
need�the�students�in�order�to�have�a�full�picture�of�different�
aspects�of�HE�in�their�HEI.

　学生は教育の質を直接体験する者であり、教育の改
善に学生を参加させないことは無意味である。教員や
管理職は、HE2 の計画や実施についてより多くの知識
を持っているが、HEI3 におけるHEのさまざまな側面
の全体像を把握するためには、学生が必要である。

2 It�is�important�to�include�students�in�all�QA�procedures 　すべてのQA4 手順に学生を参加させることが重要
である。

3 The�other�people�involved�in�QA,�staff�and�management,�
must�perceive� students� as� important� too.�Otherwise,�
students�will� formally�be� involved�in�QA,�but�practically�
they�will�have�no�influence.

　QAに関わる他の人々、スタッフや経営陣も、学生
を重要な存在として認識しなければならない。そうで
なければ、学生は形式的にはQAに関与していても、
実質的には何の影響力も持たないことになる。

4 Student�engagement� in�QA�is�of�utmost� importance� for�
ensuring�the�effectiveness�and�relevance�of�educational�
programs.�Students�are�the�primary�beneficiaries�of�higher�
education,�and�their�perspectives�and�input�play�a�vital�role�in�
shaping�the�quality�and�improvement�processes.�Moreover,�
student�engagement�in�QA�promotes�a�sense�of�ownership�
and�responsibility�among�students�toward�their�own�education.�
It�empowers� them�to�take�an�active�role� in�shaping�the�
educational�environment,�fostering�a�sense�of�agency�and�
accountability.�This,�in�turn,�can�contribute�to�a�more�inclusive,�
student-centered�approach�to�education.

　学生が質保証に参加することは、教育プログラムの
有効性と妥当性を確保する上で最も重要である。学生
は高等教育の主な受益者であり、学生の視点や意見は、
質および改善のプロセスを形成する上で重要な役割を
果たす。さらに、学生が�QA�に参加することで、学
生は自らの教育に対する当事者意識と責任感を持つよ
うになる。教育環境の形成に積極的な役割を果たすこ
とができ、主体性や責任感が育まれる。このことは、
ひいては、より包括的で学生中心の教育アプローチに
貢献することになる。

5 Empower�（tel l � and� expla in� s tudents � why� thei r�
contribution�is�important�and�that�you�value�it.）,�Enable�
（provide�protected�time�to�contribute,�honour�with�salary�
or�study�credit�points�the�time�invested）�

　力を与える（学生の貢献がなぜ重要なのか、あなた
がそれを評価していることを伝え、説明する）、可能
にする（貢献するための保護された時間を提供し、投
資した時間に応じて給与や単位を与える）。

6 I�do�not�know�about�the�QA�system�in�Japan,�but�I�think�
that�although�there� is�still�a� lot�of�progress� to�be�made,�
the�steps�that�have�been�taken�at�European�level�can�help�
to�establish�a�strong�and�student-friendly�system.�In�any�
case,�to�"activate"�students�have�to�feel�that�their�opinion�
can�have�an� impact�and�be�heard,�as�well�as�modifying�
the�university�culture�in�which�the�student�ceases�to�be�a�
passive� subject� and� can�be� an� active� subject� in� the�
decision-making�that�surrounds�them.

　日本のQA制度について私は知らないが、まだ多
くの前進があるにせよ、欧州レベルで行われているス
テップは、強力で学生に優しい制度を確立するのに役
立つと思う。いずれにせよ、学生が「活性化」するた
めには、自分の意見が影響力を持ち、聞入れられると
感じなければならない。また、学生が受動的な主体で
あることをやめ、自分たちを取巻く意思決定において
能動的な主体であることができるよう、大学文化を修
正しなければならない。

Ⅳ　回答者に関する情報
＜設問の意図等＞
　回答者の実態を把握するため、基本的な情報

を中心に質問を設定した。名前、性別、年齢、所
属大学と大学の所在国、専攻、保有学位について
聞いた。

（1）氏名
調査の実施に当たり、回答者の名前を公開しな

いことを周知しているため、非公表とする。

2　HE�Higher�Education( 高等教育）
3　HEI�Higher�Education�Institution( 高等教育機関）
4　QA�Quality�Assurance（質保証）

（2）性別
【図 27】Ⅳ -（2）性別

女性　40.0%
（6人）

男性　60.0%
（9人）

その他　0.0%（0人）
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（3）年齢
年齢 人数
22 1
23 1
24 1
25 2
26 1
27 1
29 5
30 2
33 1

（4）所属大学
所属大学 人数

Aalborg�University
オールボー大学 1

Atatürk�University
アタチュルク大学 1

Babeș-Bolyai�University,�Cluj-Napoca
バベシュ・ボーヤイ大学 1

Comenius�University
コメンスキー大学 1

Hasso�Plattner�Institute/Télécom�Paris
ハッソ・プラットナー・インスティテュー
ト /テレコム・パリ

1

Masaryk�University�
マサリク大学 1

Tbilisi�State�University�
トビリシ国立大学 1

TED�University
TED大学 1

Universidad�Complutense�de�Madrid
マドリード・コンプルテンセ大学 1

Universidade�de�Vigo
ビーゴ大学 1

Universitat�Politècnica�de�València
バレンシア工科大学 1

University�of�Ljubljana
リュブリャナ大学 1

Uppsala�University
ウプサラ大学 1

Zagreb�
ザグレブ大学 1

Prefer�not�to�say
言いたくない 1

（5）所属大学所在国
所属大学所在国 人数

スペイン 3
トルコ 2
クロアチア 1
ジョージア 1
スウェーデン 1
スロバキア 1
スロベニア 1
チェコ 1
デンマーク 1
ドイツ　フランス 1
ルーマニア 1
言いたくない 1

（6）専攻
専攻 人数

Law
法律 2

Architecture
建築 1

Data�Engineering�（Computer�Science）
データ工学（コンピューターサイエンス） 1

Fine�Arts
美術 1

Global�Business�Engineering
グローバルビジネス工学 1

Information/Computer�science
情報／コンピューターサイエンス 1

Mathematics
数学 1

Mechanical�Engineering
機械工学 1

Medicine
医学 1

Natural�Sciences
自然科学 1

pharmacy�undergraduate
薬学部 1

Social�Psychology
社会心理学 1

Theatre�Studies�/�Engineering
演劇研究／工学 1

Vigo
※入力誤りと思われる。 1
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（7）保有学位

【所感】
今回のアンケートは、欧州の学生参画の実態を

把握するために実施した。回答率は約20％であっ
たが、各国の代表的立場にある学生が回答してお
り、貴重な知見が得られたと言える。
回答内容からは、欧州では学生参画が質保証に

必須の条件として位置づけられ、参画学生も学生
の権利を守るために熱心に活動している様子が伝
わってきたが、欧州においても質保証への学生参
画を推進する上でさまざまな課題を抱えており、
苦労しつつ活動している様子がうかがえた。
欧州においても学生参画は各大学による意識差

が大きく、大学によって取組み実態に差があるこ
とは指摘されてきたが、アンケート結果からは北
欧、西欧以外の地域で質保証への学生参画の推進
に苦労している様子もうかがえた。大学の理解や
支援が不足している等の課題は日本でも共通した
課題であり、丁寧な実態把握を行うことで、示唆
を得ることができる部分も少なくないと考える。
Onita 氏もインタビューで、現在質保証への学
生参画が活発な地域として東欧諸国の名前を挙げ
ている。日本では北欧地域の大学の事例研究が行
われることが多いが、今後はそれ以外の地域の実
態も踏まえつつ、広く先進事例に学ぶ必要がある。

� 中里　祐紀（評価研究部評価研究課　主任）

【図 28】Ⅳ -（7）保有学位

学士　20.0%
（3人）

修士　60.0%
（9人）

博士　13.3%
（2人）

その他　6.7%
（1人）
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3．アンケート調査票

Questionnaire on student engagement in quality assurance

We,� the� Japan� Institution� for�Higher�Education�Evaluation� (JIHEE),�are�one�of� the� five�
Quality�Assurance�bodies�(QA�bodies)�which�are�recognised�by�the�government�in�Japan.�All�
universities�and�junior�colleges�in�Japan�must�be�assessed�by�one�of�the�QA�bodies�every�seven�
years.
We�are�currently�undertaking�a�research�project�on�student�engagement�in�university�quality�

assurance,�with�an�aim�of�understanding� the�European�systems�and�operations�of�quality�
assurance�to�improve�our�evaluation�system.
We�have�conducted� interviews�with� the�Quality�Assurance�Agency�for�Higher�Education�

(QAA),�the�European�Association�for�Quality�Assurance�in�Higher�Education�(ENQA)�and�the�
European�Students'�Union�(ESU)� in�March�2023.�And� in�order� to�understand�the�European�
initiatives,�we�believe� that� it� is�essential� to� learn� the�views�of�students�who�are�currently�
participating�in�quality�assurance.�We�are�very�pleased�to�conduct�this�questionnaire�with�you,�
a�ESU’s�QA�Expert�Pool�member.
It�takes�approximately�15�minutes�to�answer�the�questions.
Please�respond�by�15�June.
You�can�revise�your�answer�within�the�answer�deadline.
If�you�have�any�inquiries,�please�contact�JIHEE�Nakazato.�

We�sincerely�appreciate�your�co-operation.

I　Please tell us about your QA experiences prior to joining ESU's QA Experts Pool.

(1)�When�did�you�first�know�that�students�can�participate�in�university�quality�assurance?�
①�Before�entering�the�bachelor's�programme
②�First�year�of�bachelor's�programme�
③�Second�year�of�bachelor's�programme�
④�Third�year�of�bachelor's�programme�
⑤�After�entering�postgraduate�studies

(2)��When�did�you�start�QA�working�as�a�member�of�Student�Council,�Student�Union�(SU)�or�
other�organizations?�

①�Before�entering�the�bachelor's�programme
②�First�year�of�bachelor's�programme�
③�Second�year�of�bachelor's�programme�
④�Third�year�of�bachelor's�programme�
⑤�After�entering�postgraduate�studies
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(3)��Have�you�ever�belonged�to�the�National�Student�Union�(NSU)�of�your�country�and�worked�
as�a�board�member,�officer�or�staff�member?

①�Yes
②�No

(4)��Prior� to� joining�the�ESU's�QA�Experts�Pool,�have�you�ever�participated� in� the� following�
type�of�review�as�a�Review�Panel?

(i)�University�
　1.�Yes�
　2.�No
(ii)�ENQA’s�Agency�Review�
　1.�Yes�
　2.�No
(iii)�QA�body�(other�than�ENQA)��
　1.�Yes�
　2.�No

II Please tell us about your activities in ESU’s QA Experts Pool.

(1)�Please�describe�briefly�the�reason�why�you�have�applied�for�ESU’s�QA�Experts�Pool.
(� )

(2)�Please�describe�briefly�what�you�want�to�achieve�in�ESU's�QA�Experts�Pool.
(� )

(3)��Please�describe�the�specific�achievements�you�have�made�through�your�work�in�ESU’s�QA�
Experts�Pool.

(� )

III Please tell us about your thought on student engagement in quality assurance.

(1)��Where�do�you�obtain�your�knowledge�about�quality�assurance?�Please�choose�all� that�
apply.

1.�Training�programmes�which�are�provided�by�SU�and�other�organisations�
2.�SU�members�and�members�of�the�organisations�which�you�belong�to
3.�Training�programmes�which�are�provided�by�the�QA�body
4.�Faculty�and�staff�of�your�university�
5.�Others�(� )

(2)��How�important�are�the�followings�as�reasons�for�your�QA�activities?�
（①Very�important�②��Some�what�important�③�Not�very�important�④�Not�important�at�all）
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a.�Being�able�to�contribute�to�the�development�of�the�university�at�the�following�levels.
i)�Your�university
ii)�Country�where�your�university�is�located
iii)�Europe

b.�Being�able�to�protect�the�rights�and�interests�of�students.
c.�Being�able�to�work�with�diverse�members.
d.�Being�able�to�acquire�competencies�such�as�leadership.
e.�Being�helpful�to�get�a�job.
f.�Being�useful�for�academic�and�research�work.
g.�Other�(� )

(3)��How�do�you�feel�about�the�following�aspects�through�participating�in�QA�activities?�Please�
select�the�relevant�ones�and�describe�the�reasons�for�your�decision.

　*�Please�note�that�student�engagement� in�quality�assurance� is�not�yet�common�in�Japan.�
Therefore,�please�write� in�your� reasons�as� far�as�possible� so� that�we�can�properly�
understand�the�reasons�for�your�choice.

　(1.�Strongly�agree�2.�Agree�3.�Disagree�4.�Strongly�disagree)

a.�I�can�contribute�to�the�quality�assurance�of�my�university.
　Reason:�(� )
b.��I�can�contribute� to� the�quality�assurance�of� the�universities�which� I�have�assessed�as�a�

Review�Panel.�
Reason:�(� )
c.�I�can�balance�my�QA�activities�with�my�schoolwork.
　Reason:�(� )
d.�I�have�received�a�payment�enough�to�my�QA�activities.�
　Reason:�(� )
e.��I�am�treated�as�an�equal�with�other� reviewers� (teaching�and�administrative�staffs)�when�

participating�in�my�own�university's�quality�assurance.
　Reason:�(� )
f.��I�am�treated�as�an�equal�with�other�panel�members�when�participating�in�quality�assurance�
at�other�universities�or�QA�Bodies.�

　Reason:�(� )
g.�I�can�receive�enough�support�for�my�QA�activities�from�my�university's�staffs.�
　Reason:�(� )
h.��I�can� receive�enough�support� for�my�QA�activities� from�the�students�around�me�at�my�

university.�
　Reason:�(� )
i.�Student�engagement�in�quality�assurance�is�active�at�the�following�levels.
　i)�My�university.
　ii)�Country�where�my�university�is�located.
　iii)�Europe.
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j.�Others,�if�any.
(� )

(4)��Please�write� in�any�other� comments�on� the�need� for� student� engagement� in�quality�
assurance.

(�������������������������������������������������������������������������������������������)

IV Finally, I would like to ask you about yourself.

(1)�Name�(����������������������������)
*We�will�not�publish�aggregate�results�in�a�way�that�can�identify�any�names.
(2)�Gender�
①�Male�
②�Female�
③�Others
(3)�Age�(　　　　　　�)
(4)�Affiliated�university�(　　　　　　　　　　　　�)
(5)�Country�of�university�affiliation�(�　　　　　　　　　　　　　)
(6)�Major�(�　　　　　　　　　　　　　　)
(7)�Degrees�held�
①�Bachelor
②�Master
③�Doctor
④�Other�(　　　　　　　　　　　�)

　　Thank�you�for�taking�your�time�to�complete�the�survey.

� Japan�Institution�for�Higher�Education�Evaluation�(JIHEE)
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Questionnaire on student engagement in quality assurance

私達 Japan�Institution�for�Higher�Education�Evaluation(JIHEE）は、日本に五つある Quality�
Assurance�body(QA�body）のうちの一つで政府に認められた機関です。日本の全ての大学・短期大学
は 7年に一度、評価団体による評価を受けなければなりません。
現在、私達は大学の質保証への学生参画について、欧州の制度と実態を理解し、当機構の評価システム

改善に役立てることを目的とした研究プロジェクトを進めています。
私達は 2023 年 3月にQuality�Assurance�Agency�for�Higher�Education�(QAA）、The�European�

Association�for�Quality�Assurance� in�Higher�Education�(ENQA）、European�Students’�Union�
(ESU）にインタビューを実施してきましたが、欧州の取組みに学ぶためには、実際に質保証に参画する
学生のみなさんからの意見を収集することが不可欠です。今回 ESUの協力を得て、アンケートを実施し
ます。
回答に要する時間は約 15分です。
6月 15日までに回答をお願いいたします。
回答にあたり質問がある場合は、JIHEE　中里までご連絡ください。質問内容によっては回答に時間を

いただくことがありますので、ご了承ください。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Ⅰ　質保証への学生参画について、ESU’s QA Experts Pool で活動する以前の経験について伺います。

　（1）�あなたが大学の質保証に学生が参画できることを知った時期はいつですか。当てはまるものを選
択して下さい。

（①学士課程入学以前　②学士課程1年目　③学士課程2年目　③学士課程3年目　④大学院入学以降）

（2）�あなたが質保証への学生参画について Student�Council,�Student�Union(SU）などの組織に所属
して活動し始めた時期はいつですか。当てはまるものを選択して下さい。

（①学士課程入学以前　②学士課程1年目　③学士課程2年目　③学士課程3年目　④大学院入学以降）

（3）�National�Student�Union�(NSU）に所属し、board�member、officer、staff 等として活動した
経験がありますか（現在も所属している場合も含みます）。

（①Yes　②No）

（4）�ESU’s�QA�Experts�Pool に入る前に、次の評価にReview�Panel として参画した経験があります
か。

①大学� （① Yes　②No）
② ENQAのAgency�Review� （① Yes　②No）
③QA�body（ENQA以外）� （① Yes　②No）

Ⅱ　あなたの ESU’s QA Experts Pool での活動について伺います。

（1）あなたが ESU’s�QA�Experts�Pool に応募した理由を簡潔に記述してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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(2）あなたがESU’s�QA�Experts�Pool で達成したいと考えていることについて簡潔に記述してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(3）あなたがESU’s�QA�Experts�Poolでの活動を通して得られた具体的な成果について記述してください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅲ　質保証への学生参画について、あなたの考えを伺います。

(1）�あなたは活動に必要な質保証についての知識をどこから得ていますか。当てはまるものを全て選ん
でください。

（① Student�Union 等が提供する研修プログラム　②活動する組織の先輩・メンバーからの情報
③QA�body が提供する研修プログラム　④所属大学の教職員　⑤その他（　　　　　　　））

(2）�あなたが質保証への学生参画に関する活動を行う理由として、以下の a～ i はどの程度重要ですか。
該当するものを選択して下さい。

（①Very�important　②Quite�important　　③Not�very�important　④Not�at�all�important　）

a次のレベルで大学の発展に寄与することができる。
　ⅰ）所属大学
　ⅱ）大学所在国
　ⅲ）ヨーロッパ
b学生の権利や利益を守ることができる
c多様なメンバーと共に活動することができる
dリーダシップ等の能力を身に付けることができる
e就職に役立つ
f学業・研究に役立つ
gその他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(3）�質保証への参画を通して以下の点についてどのように感じますか。当てはまるものを選択し、その
ように判断した理由を記述してください。

　※�日本では、質保証への学生参画はまだ一般的なものとはなっていません。そのため、あなたの選択
の理由を正しく理解するため、できる限り理由の記載をお願いします。

（① Strongly�agree　②Agree　③Disagree　④ Strongly�disagree）

a所属大学の質保証に貢献できている� （　　　　　）
b�Review�Panel として評価した大学の質保証に貢献できている� （　　　　　）
c学業と両立させて活動することができている� （　　　　　）
d活動に見合う報酬が支払われている� （　　　　　）
e自大学の質保証に参画する際、学生は教職員と対等に扱われている� （　　　　　）
f他大学の質保証に参画する際、学生は他の Panel と対等に扱われている��（　　　　　）
g必要なサポートを所属大学の教職員から受けることができている� （　　　　　）
h必要なサポートを所属大学の学生から受けることができている� （　　　　　）
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i 次のレベルで質保証への学生参画は活発に行われている。
　ⅰ）所属大学
　ⅱ）大学所在国
　ⅲ）ヨーロッパ
j その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(4）質保証への学生参画の必要性について、その他ご意見を自由にお書きください。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ⅳ　最後に、あなた自身のことについて伺います。

（1）氏名　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）
※氏名が特定される形で集計結果を公開することはしません。
（2）性別　　　　　　　　　　　（①男性　②女性　③その他）
（3）年齢　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）
（4）所属大学　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）
（5）所属大学所在国　　　　　　（　　　　　　　　　）
（6）専攻　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）
（7）保有学位　　　　　　　（①学士　②修士　③博士　④その他（　　　　　　　））

　　アンケートにご協力いただきありがとうございました。

� 日本高等教育評価機構
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Ⅵ　調査研究のまとめ

本調査研究では、質保証機関（評価機関）が導
入可能性を探る目的での「欧州で行われる質保証
へのステークホルダー（特に学生）参画はどのよ
うなものか。それは日本に導入可能か」という問
いを立て、3つの機関、4つの大学に対する文献・
資料調査、オンラインインタビュー、オンライン
アンケートを通して情報を集め考察を加えてき
た。
先ず、3つの機関（ENQA、ESU、QAA）に

対する調査から得られた知見についてまとめる。
ENQAでは、欧州高等教育における学生参画

のシステムを組み込んだ質保証が機能している大
きな理由のとして、多様なステークホルダーとの
長期的な協力関係が構築され、オープンな政策調
整の手法を通じて学生参画の仕組みを機能させて
いること、「学生中心の学習」へのパラダイム・
シフトを受けて、より学生参画をしっかりと機能
させようとするベクトルが動いていることがあげ
られ、これらの基本となっているのは、ESGで
ある。また、多様性への配慮を進めるという認識
や ESUによる学生評価員研修制度も重要である
ことが確認できた。
ESUでは、欧州での大学ごとのローカル学生

連合、それらを国レベルで統括するNSU（ナショ
ナル学生連合）、このNSUが加盟する ESU（欧
州学生連合）という構造があり、質保証への考え
方については、地域性や学生への経済的な支援の
違いなどの問題点はあるが、学生の権利を守り利
益を追求することは、欧州ではどの国でも当たり
前の活動であると認識されていることが確認でき
た。また、ESUが持つ学生評価員研修制度およ
び研修・実践を経験した学生を登録するエキス
パートプールという仕組みは非常に興味深く、今
後、これらについて学ぶことは日本にとっても非
常に有意義であると考えられる。ESUの研修受
講やエキスパートプール登録学生は、すでに自国
のNSUなどで活動経験があり、質保証への情熱
と知見を持っている学生たちであるという点は、
草の根運動的に各大学で学生を育てていく仕組み
が有効であることを示唆していると思われる。

QAAでは、QAAが提唱する学生参画（Student�
Engagement）では質保証に関するレビューだ
けでなく、高等教育機関が学生を対等なパート
ナーとみなし、出来ているものを与えるのではな
く、設計段階から学生を巻き込み関与させること、
学生が学びのプロセスを体験することが重要であ
ることが確認できた。一方で、大学でのインタ
ビューでも確認出来ていることではあるが、学生
参画において、学生の時間や専門性が十分無いこ
と、学生が自信を持って対応出来ないこと、個人
的な意見で判断してしまうことなどが課題である
とQAAも認識していた点は重要であると思われ
る。QAAが行うレビューにも学生評価員がおり、
学生の知識レベル、経験を考慮する（評価対象に
ついての知識、経験）を考慮して選抜を行い、教
職員評価員と基本的には同様の研修を実施してい
る。このQAAでの学生評価員の経験は就職に役
立つ場合もある。QAAが行うレビューの評価員、
QAA理事会メンバーも大学レベルと同様に、学
生に他の評価員、理事と対等の権限を与えている
点は、学生参画の実質化の観点からも素晴らしい
仕組みである。
以上、評価機関、学生団体における学生参画に

ついて簡単にまとめたが、学生を顧客主義におけ
る「お客様」ではなく、他のステークホルダーと
同様の地位・権限を有する存在として認めている
欧州における学生参画は、「高等教育のあるべき
姿の答えは、すべて学生のなかにある」という考
えを実践していると言える。現実の高等教育現場
がその学生のために機能しているかどうかを真摯
に問い続けてその機能性を追求するために「本質
的に」学生を参画させることが当たり前であると
いう理念に基づく実践例を参考に、　「日本では無
理」と単純に諦めず、この差の由来を今後も粘り
強く追求していくことで、あるべき「日本型の学
生参画」の姿が導き出せるかもしれない。そして、
その「あるべき姿の答えは、すべて学生のなかに
ある」のだろう。
もちろん、学生の時間を取ってしまう、学生の

専門性のレベルが低い、学生代表の代表制がどこ
まで担保されているのか、など課題は多くあるが、
学生の地位・権限の明確化、学生に対する研修プ



116116
調査研究 2調査研究 2

ログラム開発など一つ一つ課題に向き合っていけ
ば、日本においても、ビジネス、ボランティア、キャ
リア開発などの目的で全国規模や都道府県を越え
た広域の学生団体が存在するため、それらを活用
しながら、日本独自の学生参画の在り方への検討
することは出来ると思われる。

続いて、4つの大学に対する調査を通じて、質
保証の学生参画について把握できたことをまとめ
る。総じて、大学のクラスレベルから最高意思決
定レベルまで、学生代表が委員会組織などに入る
などの多様な方法で、学生が参画する構造ができ
ている。大学側は関与しない形で学生代表は学生
連合を通じて選ばれる。質保証に学生が参画する
ことに対して、大学側は「参画がない大学運営は
あり得ない」というくらい不可欠の存在であり、
大学にとってのパートナーとして位置付けてい
る。学生は、組織の中では他の委員と平等に権限
を持っており、コースの承認、継続やレビュー、
規則の作成改訂、レビュー報告書の作成にも関わ
ることもある。なお、特にスコットランドでは、
大学と学生連合とがパートナーシップ協定を結
び、取り組むべき課題や参画の仕組みについて明
文化している特徴がある。
学生参画に関わる学生は、総じて積極的である

と評価されている。特に上位層の学生代表は学生
連合が行う選挙でマニフェストを提示して信任を
得た学生がなることが多く、任期が 1年で報酬
が出され、おおむね学業の中断が認められている
が、セントアンドリューズ大学では学業も継続し
ている。いずれにせよ、学生の学業には配慮が為
されている。学生代表の確保については、難しく
なっているという声もあるが、大半は立候補に
よって決まっているところもあった。
どの大学でも、学生参画の成果が得られている

と認識されていた。ただし、課題も多く存在する。
特に、学生自身は大学の運営や「学生の代表」と
して役割については素人であり慣れるのに時間が
かかることや、1年で代表を交代するために継続
性や安定性が得られにくいことも課題となる。当
の学生自身も多様であり、いかに多様性をカバー
した参画形成を図るかも課題である。せっかく参

画していても、学生自身が参画においての効力感
を十分に得られず大学に対する信頼感が低くなっ
てしまうこともある。そして、総じてそれらに手
当てするための時間、予算、研修リソースが不足
しているという声も聞かれた。
大学側は、意識的に組織的に学生へのサポート

を積極的に行っている。委員会の前に資料配布を
して予備的な説明や質疑応答の機会を設ける、サ
ポート窓口を設ける、研修を行う、関係づくりを
促進するための非公式研修などが挙げられた。特
に、スコットランドでは政府の資金配分機関の支
援で設立された sparqs（student�partnerships�
in�quality�Scotland）が、学生、学生連合、大
学などへの多角的な支援を行っており、例えば研
修のパッケージも提供している。学生連合がこの
パッケージを使用して研修を学生代表に行ってい
るところもある。
外部のステークホルダーについては、大学に

よって背景の違いがみられた。共通しているのは、
学生の雇用に繋がる産業界である。また、QAA
ないしQAAによる外部試験制度を挙げるところ
も多かった。また、専門分野団体や専門職団体に
よる認証を得ることが事実上必須となっている分
野もある。個別の大学においては、同窓会、地域
の学校やコミュニティを挙げるところもあった。
特にハイランズアンドアイランズ大学は、地域の
要請を背景になり立っていることから、その傾向
が強い。
QAAの評価システムに対しては、時間切れで

1大学ではインタビューできなかったが、共通し
てその重要性が指摘された。Code�of�Practice
は有用性が高く、すべての分野での基準作成を
行っているために、学位プログラムの設計にも役
立っている。レビューも非常に有用で、報告書作
成の一連のプロセスから大切な課題が浮かび上が
り、改善につなげるようにしている。特にスコッ
トランドでは、「Enhancement」（向上・強化）
を質保証のベースにしており、QAAのレビュー
を通じても目指されるようになっている。
以上をまとめると、大学自身の工夫と努力、

QAAや sparqs といった外部団体のサポートも
あって、大学側としては、不可欠と認識できるく
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らいに有効な学生参画の効果が上げられていると
考えられる。ただし、本当に当の学生のためになっ
ているのか、そして時間と心身両面の労力を割い
て参画する学生にとって有意義な参画にできてい
るのかどうかを中心に、検討すべき課題も多い。
学生であるが故のいかんともしがたい制約もある
が、総じてそうした課題にも向き合おうと奮闘す
る大学の姿がみえたことが心強い。

最後に、ESUのエキスパートプールに対する
オンラインアンケートからは、回答率は約 20％
と決して高くなかったが、回答者の年齢、所属大
学、所属大学所在国、専攻が非常に多岐にわたり、
貴重な知見が得られたと言える。学生参画先進地
域とされる北欧以外でも活発な活動が行われてお
り、特に東欧地域の学生から回答からは新たな視
点から日本への示唆が得られる可能性もあるもの
と思われる。
回答内容からは、学生参画が質保証に必須の条

件として位置づけられ、参画学生も学生の権利を
守るために熱心に活動している点だけでなく、質
保証への学生参画を推進する上で様々な課題があ
り、それらと向き合いながら苦労しつつ学生代表
が活動している様子がうかがえた。
欧州においても学生参画は各大学による意識差

が大きく、大学によって取組み実態に差があるこ
とは指摘されてきたが、アンケートからは北欧、
西欧以外の地域では質保証への学生参画の推進に
苦労している様子や、大学の理解や支援が不足し
ている等の日本が現状で抱えているものと同じ課
題があることなどが確認出来た。

今後、本調査研究の内容が、日本高等教育評価
機構の認証評価活動および日本の高等教育質保証
活動において、学生参画を考慮した新しい制度設
計に少しでもつながることを期待したい。

堀井　　祐介（大阪大学　学際大学院機構　教授）
大佐古　紀雄（育英短期大学　保育学科　教授）
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